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第
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口
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振
込
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口
座
振
込
と
債
権
の
差
押
禁
止
性
・
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨

二

第
一
章
　
は
じ
め
に

債
務
者
の
生
活
保
障
、
生
計
維
持
の
た
め
に
、
当
該
債
務
者
の
有
す
る
一
定
の
債
権
が
差
押
禁
止
債
権
と
し
て
法
定
さ
れ
、
債
務
者
（
＝
差
押
禁

止
債
権
の
債
権
者
）
に
現
実
の
給
付
を
得
さ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
趣
旨
を
活
か
す
た
め
に
、
民
法
五
一
〇
条
は
、
差
押
禁
止
債
権
を
受

働
債
権
と
す
る
相
殺
を
禁
止
し
て
い
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
差
押
禁
止
債
権
が
目
的
と
す
る
給
付
が
、
債
務
者
（
＝
差
押
禁
止
債
権
の
債
権
者
）
の
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
、
預
金
債

権
と
な
っ
た
場
合
で
も
、
当
該
預
金
債
権
を
差
し
押
さ
え
た
り
、
当
該
預
金
債
権
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
依
然
と
し

て
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
預
金
債
権
は
差
押
禁
止
性
を
承
継
し
て
い
な
い
か
ら
、
差
押
も
相
殺
も
禁
止
さ
れ
な
い
と
い
う
見
解
が
有
力
で
あ
り
、
判
例
も

同
様
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
差
押
禁
止
性
の
承
継
に
否
定
的
な
下
級
審
の
裁
判
例
が
積
み
重
ね
ら

れ
て
き
た
が
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
、
預
金
債
権
と
な
っ
た
場
合
に
、
当
該
預
金
債
権
を
受
働
債
権
と
す
る

相
殺
を
容
認
し
た
最
高
裁
判
決
が
平
成
一
〇
年
に
出
さ
れ
（
１
）、

こ
れ
に
よ
っ
て
判
例
の
立
場
は
一
応
固
ま
っ
た
と
い
え
る
（
２
）。

し
か
し
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
だ
け
で
、
差
押
禁
止
性
や
相
殺
禁
止
性
が
失
わ
れ
る
と
解
す
る
の
は
、
形
式

論
理
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
、
給
与
の
口
座
振
込
制
が
普
及
し
て
い
る
現
在
、
債
務
者
（
＝
差
押
禁
止
債
権
の
債
権
者
）
に
と

っ
て
、
給
与
債
権
と
、
当
該
給
与
債
権
の
目
的
た
る
給
付
が
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
し
た
預
金
債
権
と
は
実
質
に
お
い
て
変
わ

ら
な
い
の
に
、
か
か
る
預
金
債
権
を
差
押
や
相
殺
の
対
象
と
な
り
う
る
も
の
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
は
、
差
押
禁
止
規
定
の
趣
旨
を
没
却
す
る
こ
と
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に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
差
押
禁
止
規
定
や
差
押
禁
止
債
権
の
相
殺
禁
止
規
定
に
つ
い
て
、
立
法
過
程
に
遡
っ
て
そ
の
趣
旨
を
検
討
し
た
後
、
差
押
禁
止
債
権

に
か
か
る
給
付
が
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
の
差
押
禁
止
性
・
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨
に
関
す
る
日
本
の
判
例
・
学
説
や
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
フ

ラ
ン
ス
法
の
展
開
を
概
観
し
、
現
在
の
日
本
の
判
例
の
態
度
に
対
す
る
対
案
を
提
示
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
得
た
い
と
考
え
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス

で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
一
定
の
判
例
の
蓄
積
が
あ
り
、
か
つ
、
一
九
九
一
年
か
ら
一
九
九
二
年
に
か
け
て
な
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
民
事
執
行
法
の

全
面
改
正
に
お
い
て
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
の
差
押
禁
止
性
の
帰
趨
に
関
し
、
明
文
の
規
定
が
設
け
ら
れ

た
か
ら
で
あ
る
。

第
二
章
　
立
法
過
程

第
一
節
　
債
権
の
差
押
禁
止
規
定
の
立
法
過
程

一
定
の
債
権
の
差
押
え
を
禁
止
す
る
規
定
は
、
現
行
の
民
事
執
行
法
一
五
二
条
に
あ
る
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
別
法
の
中
に
存
在
す
る
（
１
）。

こ
こ
で

は
、
債
権
の
差
押
禁
止
に
関
す
る
基
本
法
で
あ
る
民
事
執
行
法
、
及
び
そ
の
前
身
で
あ
る
旧
民
事
訴
訟
法
（
明
治
二
三
年
法
律
二
九
号
）
に
お
け
る

強
制
執
行
法
規
の
立
法
過
程
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

１
　
旧
民
事
訴
訟
法
（
明
治
二
三
年
法
律
二
九
号
）
の
成
立
ま
で

三
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四

日
本
に
お
け
る
強
制
執
行
制
度
の
沿
革
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
明
治
一
六
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
法
学
者
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
っ
て
日
本
訴
訟
法
財

産
差
押
法
草
案
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
施
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
明
治
一
八
年
に
ド
イ
ツ
人
テ
ッ
ヒ
ョ
ー
に
よ
っ
て
民
事
訴
訟
法

草
案
が
作
成
さ
れ
、
こ
れ
は
法
典
調
査
会
法
律
取
調
委
員
会
に
お
い
て
審
議
さ
れ
、
修
正
を
受
け
た
。
か
く
し
て
、
ド
イ
ツ
法
を
基
本
的
に
継
受
し

た
民
事
訴
訟
法
案
が
作
成
さ
れ
、
明
治
二
三
年
に
民
事
訴
訟
法
と
し
て
公
布
さ
れ
、
翌
年
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
２
）。

法
典
調
査
会
に
お
け
る
立
法
過
程
で
は
、
差
押
禁
止
債
権
及
び
こ
れ
と
関
連
す
る
差
押
禁
止
動
産
に
関
す
る
規
定
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
法
典
調
査
会
法
律
取
調
委
員
会
の
報
告
委
員
が
テ
ッ
ヒ
ョ
ー
草
案
に
修
正
を
加
え
て
会
議
の
原
案
と
し
た
最
初
期
の
草
案
だ
と
思
わ
れ
る

民
事
訴
訟
法
草
案
第
二
十
四
回
第
六
五
九
条
（
３
）

に
は
、
差
押
禁
止
動
産
に
関
す
る
規
定
が
あ
り
、
同
第
二
十
五
回
第
七
〇
七
条
（
４
）

に
は
、
差
押
禁
止
債

権
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
。
後
者
の
規
定
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
七
〇
七
条
　
下
ニ
記
ス
ル
債
権
ハ
之
ヲ
差
押
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
〔
ス
〕

(

５)

第
一
　
民
法
ニ
依
レ
ル
養
料

第
二
　
債
務
者
カ
義
捐
建
設
所
ヨ
リ
又
ハ
第
三
者
ノ
慈
恵
ニ
因
リ
受
ク
ル
継
続
ノ
収
入
但
其
収
入
ハ
債
務
者
自
身
及
ヒ
其
家
族
ノ
生
計
ノ
為
メ

必
要
ナ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル

第
三
　
疾
病
、
罹
災
又
ハ
死
亡
ノ
為
メ
ノ
貯
金
預
所
ヨ
リ
受
取
ル
可
キ
金
額

第
四
　
士
官
及
ヒ
文
武
官
員
ノ
給
料
但
吏
員
ノ
如
キ
確
定
ナ
ル
地
位
ヲ
有
セ
サ
ル
者
又
ハ
一
時
需
要
ノ
為
メ
公
務
ニ
従
事
ス
ル
者
ヲ
モ
包
含
ス

第
五
　
右
ノ
者
ノ
恩
給
金
及
ヒ
年
金
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第
六
　
手
工
補
助
人
、
職
工
又
ハ
雇
人
カ
其
労
力
又
ハ
役
務
ノ
為
メ
受
ケ
タ
ル
報
酬
但
報
酬
権
利
者
カ
其
労
力
又
ハ
役
務
ヲ
以
テ
全
ク
其
生
計

ヲ
立
テ
又
ハ
主
ト
シ
テ
其
生
計
ヲ
立
ツ
ル
ト
キ
ニ
限
ル

第
七
　
官
庁
ニ
寄
託
シ
タ
ル
身
元
金
又
ハ
保
証
金

第
八
　
特
別
ノ
法
律
ヲ
以
テ
差
押
ヲ
禁
シ
タ
ル
債
権

明
治
二
一
年
九
月
五
日
会
議
議
案
と
し
て
同
年
九
月
一
日
に
送
付
さ
れ
た
民
事
訴
訟
法
草
案
議
案
第
四
十
一
号
　
第
五
九
九
条
（
６
）

に
お
い
て
、
前

掲
七
〇
七
条
の
う
ち
、
第
四
号
以
下
が
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
た
。

第
四
　
下
士
官
ノ
給
料
並
ニ
恩
給
及
ヒ
兵
卒
ノ
給
料

第
五
　
出
陣
ノ
軍
隊
又
ハ
役
ニ
服
シ
タ
ル
軍
艦
ノ
乗
組
員
ニ
属
ス
ル
軍
人
軍
属
ノ
職
務
上
収
入

第
六
　
文
武
ノ
官
吏
、
神
職
、
僧
侶
及
ヒ
公
立
教
育
場
ノ
教
師
ノ
職
務
上
収
入
、
恩
給
及
ヒ
其
遺
族
ノ
扶
助
料

第
七
　
職
工
又
ハ
雇
人
ノ
其
労
力
又
ハ
役
務
ノ
為
メ
受
ク
ル
報
酬

第
二
項
　
第
一
号
第
六
号
第
七
号
ノ
場
合
ニ
於
テ
職
務
上
収
入
恩
給
又
ハ
其
他
ノ
収
入
一
年
間
ニ
三
百
円
ヲ
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
其
超
過
額
ノ
三
分

ノ
一
ヲ
差
押
フ
ル
事
ヲ
得

第
三
項
　
前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
訴
ノ
提
起
後
ノ
時
間
及
ヒ
訴
ノ
提
起
前
最
後
ノ
三
ヵ
月
間
ノ
養
料
ニ
シ
テ
債
務
者
ノ
婦
及
ヒ
嫡
正
ノ
子
ヲ
満
足

セ
シ
ム
ル
為
メ
差
押
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
前
項
金
額
ニ
拘
ハ
ラ
ス
差
押
ヲ
為
ス
事
ヲ
許
ス

五
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六

こ
の
よ
う
に
、
旧
七
〇
七
条
第
四
、
第
五
号
の
規
定
が
拡
充
さ
れ
、
士
官
や
文
武
官
員
の
概
念
に
含
ま
れ
な
い
神
職
、
僧
侶
の
収
入
も
差
押
禁
止

の
対
象
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
旧
草
案
と
異
な
り
、
差
押
禁
止
の
範
囲
に
制
限
が
設
け
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
民
事
訴
訟
法
草
按
第
七
編
第
二
章
以
下
ノ
調
査
按
第
二
回
第
六
八
〇
条
（
７
）

に
お
い
て
、
旧
七
〇
七
条
第
一
号
の
「
民
法
ニ
依
レ
ル
養
料
」

が
「
法
律
上
ノ
養
料
」
に
修
正
さ
れ
、
民
事
訴
訟
法
草
案
第
七
編
第
二
章
以
下
調
査
案
第
六
八
〇
条
に
お
い
て
は
、
旧
七
〇
七
条
第
三
号
「
疾
病
、

罹
災
又
ハ
死
亡
ノ
為
メ
ノ
貯
金
預
所
ヨ
リ
受
取
ル
可
キ
金
額
」
が
、
ま
だ
こ
の
よ
う
な
「
貯
金
預
所
」
が
日
本
に
な
い
こ
と
を
理
由
に
削
除
さ
れ
た
（
８
）。

こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
債
権
の
差
押
禁
止
規
定
は
、
そ
の
後
さ
ら
に
修
正
さ
れ
た
。
民
事
訴
訟
法
草
案
議
案
第
四
十
一
号
　
第
五
九

九
条
第
一
項
第
六
に
お
け
る
「
公
立
教
育
場
ノ
教
師
ノ
職
務
上
収
入
」
と
い
う
文
言
が
「
公
立
、
私
立
ノ
教
育
場
教
師
ノ
職
務
上
ノ
収
入
」
に
修
正

さ
れ
、
私
立
学
校
の
教
師
の
収
入
も
差
押
禁
止
の
対
象
と
な
り
、
第
二
項
に
お
け
る
「
超
過
額
ノ
三
分
ノ
一
」
と
い
う
文
言
が
「
超
過
額
ノ
半
額
」

に
な
り
、
第
三
項
が
削
除
さ
れ
て
、
明
治
二
三
年
に
公
布
さ
れ
た
民
事
訴
訟
法
の
第
六
一
八
条
と
な
っ
た
。

さ
て
、
動
産
の
差
押
禁
止
規
定
の
中
に
金
銭
の
差
押
を
禁
止
す
る
条
項
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
項
は
、
前
述
の
民
事
訴
訟
法
草
案
第
二
十
四
回

第
六
五
九
条
に
は
な
く
、
明
治
二
一
年
七
月
二
五
日
会
議
議
案
と
し
て
同
年
七
月
二
三
日
に
送
付
さ
れ
た
民
事
訴
訟
法
草
案
議
案
第
三
十
八
号
　
第

五
六
〇
条
に
は
じ
め
て
、
差
押
禁
止
動
産
と
し
て
、
第
六
号
に
「
文
武
ノ
官
吏
、
神
職
、
僧
侶
及
ヒ
公
立
教
育
場
ノ
教
師
ニ
ア
リ
テ
ハ
差
押
ヨ
リ
次

期
ノ
俸
給
又
ハ
恩
給
支
払
マ
テ
ノ
時
間
ニ
於
テ
職
務
上
収
入
又
ハ
恩
給
ノ
差
押
ヲ
受
ケ
サ
ル
部
分
ニ
相
当
ス
ル
金
額
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
９
）。

こ
れ

は
明
治
二
一
年
一
二
月
二
一
日
以
降
に
出
さ
れ
た
民
事
訴
訟
法
再
調
査
案
第
六
二
八
条
（
10
）

に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
変
更
さ
れ
て
い
な
い
が
、
明
治
二

三
年
に
公
布
さ
れ
た
民
事
訴
訟
法
第
五
七
〇
条
第
六
号
で
は
「
文
武
ノ
官
吏
、
神
職
、
僧
侶
及
ヒ
公
立
、
私
立
ノ
教
育
場
、
教
師
ニ
在
テ
ハ
第
六
一

八
条
ニ
規
定
ス
ル
職
務
上
ノ
収
入
又
ハ
恩
給
ノ
差
押
ヲ
受
ケ
サ
ル
金
額
但
差
押
ヨ
リ
次
期
ノ
俸
給
又
ハ
恩
給
ノ
支
払
マ
テ
ノ
日
数
ニ
応
シ
テ
之
ヲ
計
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算
ス
」
と
修
正
さ
れ
、
私
立
学
校
の
教
師
の
収
入
も
差
押
禁
止
の
対
象
と
な
る
と
と
も
に
、
差
押
禁
止
の
範
囲
が
日
割
り
計
算
で
算
出
さ
れ
る
こ
と

に
修
正
さ
れ
た
。

立
法
直
後
に
立
法
担
当
者
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
あ
る
注
釈
書
に
よ
る
と
、
民
事
訴
訟
法
五
七
〇
条
第
六
号
と
同
六
一
八
条
五
号
と
が
や
や
「
相
対
」

し
て
い
る
が
、
後
者
が
「
未
タ
債
務
者
ノ
手
ニ
受
領
セ
サ
ル
モ
ノ
即
チ
債
権
ニ
対
ス
ル
場
合
」
の
規
定
で
あ
る
の
に
対
し
、
前
者
は
「
既
ニ
債
務
者

カ
受
領
シ
其
手
中
ニ
存
ス
ル
金
額
ニ
対
ス
ル
場
合
」
の
規
定
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
11
）。

し
か
し
、
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
金
銭
が
「
未
タ
債
務
者
ノ
手
ニ

受
領
セ
サ
ル
モ
ノ
」
と
「
既
ニ
債
務
者
カ
受
領
シ
其
手
中
ニ
存
ス
ル
金
額
」
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
実
際
上
も
、

賃
金
の
口
座
振
込
制
が
始
ま
っ
た
の
は
昭
和
以
降
で
あ
る
よ
う
な
の
で
（
12
）、

立
法
当
時
は
検
討
の
必
要
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

２
　
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
四
年
法
律
四
号
）
の
成
立
ま
で

（
１
）
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
ま
で

戦
前
の
強
制
執
行
法
の
改
正
は
、
断
片
的
に
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
う
ち
、
差
押
禁
止
財
産
に
関
す
る
改
正
と
し
て
、
昭
和
一
〇
年
法
律

一
五
号
（
13
）

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
昭
和
二
年
の
経
済
恐
慌
以
降
の
農
村
の
疲
弊
等
に
よ
る
「
農
業
者
ノ
窮
状
ヲ
緩
和
ス
ル
為
」
に
、
強
制
執
行
法
の
全

面
改
正
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
改
正
は
、
差
押
禁
止
動
産
の
範
囲
の
拡
大
を
目
的
と
し
た
改
正
で
、
民
事
訴
訟
法

五
七
〇
条
二
号
の
「
債
務
者
及
ヒ
其
家
族
ニ
必
要
ナ
ル
一
个
月
間
ノ
食
料
及
ヒ
薪
炭
」
を
「
債
務
者
及
ヒ
其
家
族
ニ
必
要
ナ
ル
三
个
月
間
ノ
食
料
及

ヒ
薪
炭
」
に
改
め
、
五
七
〇
条
ノ
二
を
新
設
し
て
、「
債
務
者
カ
誠
実
ニ
シ
テ
債
務
履
行
ノ
意
思
」
を
有
し
、
か
つ
「
債
権
者
ノ
経
済
ニ
甚
シ
キ
影

響
ヲ
及
ホ
サ
サ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
可
キ
顕
著
ナ
ル
事
由
ア
ル
ト
キ
」
に
は
、「
債
務
者
ノ
申
立
」
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
が
差
押
禁
止
動
産
の
範
囲
の
拡

七



口
座
振
込
と
債
権
の
差
押
禁
止
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・
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨

八

張
を
決
定
し
う
る
旨
定
め
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
差
押
禁
止
債
権
の
範
囲
の
拡
張
の
可
否
は
改
正
の
対
象
と
な
ら
ず
、
昭
和
二
三
年
の
改
正
ま
で
、
差
押
禁
止
動
産
の
場
合
と
の
不

均
衡
が
続
く
こ
と
に
な
っ
た
。

（
２
）
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
強
制
執
行
法
の
改
正

ま
ず
、
昭
和
二
三
年
法
律
一
四
九
号
に
よ
る
改
正
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
改
正
に
お
い
て
、
差
押
禁
止
債
権
の
範
囲
が
改
め
ら
れ
、

か
つ
、
五
七
〇
条
ノ
二
を
準
用
す
る
六
一
八
条
ノ
二
が
新
設
さ
れ
、「
債
務
者
ノ
申
立
」
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
が
差
押
禁
止
債
権
の
範
囲
の
拡
張
を

決
定
し
う
る
旨
定
め
ら
れ
た
。

次
に
、
昭
和
二
四
年
法
律
一
一
五
号
に
よ
る
改
正
は
、
五
七
〇
条
一
項
六
号
の
適
用
を
六
一
八
条
一
項
五
号
に
掲
げ
る
収
入
（
官
吏
、
神
職
、
僧

侶
及
ヒ
公
立
私
立
ノ
教
育
場
教
師
ノ
職
務
上
ノ
収
入
、
恩
給
及
ヒ
其
遺
族
ノ
扶
助
料
）
だ
け
で
な
く
同
項
六
号
に
掲
げ
る
収
入
（
職
工
、
労
役
者
又

ハ
雇
人
カ
其
労
力
又
ハ
役
務
ノ
為
ニ
受
ク
ル
報
酬
）
に
も
及
ぼ
す
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
昭
和
二
九
年
七
月
に
、
法
制
審
議
会
に
強
制
執
行
制
度
部
会
が
設
置
さ
れ
、
強
制
執
行
法
の
全
面
改
正
の
作
業
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

昭
和
四
六
年
一
二
月
に
、
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
が
、「
強
制
執
行
法
案
要
綱
案
（
第
一
次
試
案
）」
を
公
表
し
た
。
そ
の
「
第
百
四
十
　
差
押

禁
止
債
権
の
範
囲
」
第
２
項
に
お
い
て
、
給
料
額
に
応
じ
て
、
差
押
禁
止
の
範
囲
が
段
階
的
に
拡
大
し
て
い
く
と
す
る
立
法
の
提
言
が
な
さ
れ
、
さ

ら
に
、「（
注
）
次
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
す
る
こ
と
」
と
し
て
、（
３
）
に
「
差
押
禁
止
債
権
が
預
金
債
権
に
転
化
し
た
場
合
に
も
、
当
該

預
金
債
権
に
つ
き
第
一
項
及
び
第
二
項
を
適
用
す
べ
き
か
。
ま
た
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
預
金
債
権
の
う
ち
給
料
等
に
基
づ
く
も
の
に
つ
い
て
の
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差
押
禁
止
額
は
、
差
押
え
の
日
か
ら
次
期
の
収
入
の
支
払
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
て
計
算
し
た
額
に
限
る
べ
き
か
。」
と
い
う
論
点
が
掲
げ
ら
れ
た
（
14
）。

従
っ
て
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
、
賃
金
債
権
が
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
の
差
押
禁
止
性
の
帰
趨
は
問
題
と
し
て
明
確
に
意
識
さ
れ
て

い
た
と
い
え
る
。

昭
和
四
八
年
九
月
に
、
先
の
「
第
一
次
試
案
」
の
修
正
案
と
し
て
、
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
に
よ
っ
て
「
強
制
執
行
法
案
要
綱
案
（
第
二
次
試

案
）」
が
公
表
さ
れ
た
。
そ
の
「
第
二
百
十
七
（
旧
第
百
四
十
）

差
押
禁
止
債
権
の
範
囲
」
第
四
項
と
し
て
、「
第
一
次
試
案
」
第
百
四
十
（
注
）

（
３
）
の
趣
旨
が
盛
り
込
ま
れ
、「
給
料
等
の
弁
済
と
し
て
当
該
債
権
に
つ
き
債
務
者
の
預
金
口
座
に
払
い
込
ま
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
預
金

債
権
の
う
ち
差
押
え
の
日
か
ら
次
期
の
給
料
等
の
支
払
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
も
の
（
給
料
等
に
つ
き
差
押
え
が

さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
第
二
項
の
限
度
を
超
え
る
部
分
）
は
、
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。」
と
い
う
条
項
が
付
加
さ
れ
た
（
15
）。

立
案
担
当
者
は
、
こ
の
規
定
を
付
加
し
た
理
由
を
「
か
か
る
給
料
の
口
座
払
込
金
に
つ
い
て
は
、
解
釈
上
差
押
禁
止
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
と
す
る

説
も
あ
る
が
、
給
料
債
権
と
預
金
の
払
戻
債
権
（
特
に
他
の
預
金
と
混
同
す
る
と
）
と
は
別
異
の
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
差
押
禁
止
と
す
る
に

は
、
明
文
の
規
定
を
要
す
る
も
の
と
考
え
た
」
と
述
べ
、
規
定
の
運
用
に
つ
い
て
は
、「
預
金
の
差
押
を
受
け
た
債
務
者
が
、
当
該
預
金
が
給
料
の

払
込
分
（
そ
の
割
合
的
金
額
）
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
差
押
命
令
の
一
部
取
消
を
得
る
と
い
う
方
法
で
、
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
」
と
予

測
し
て
い
る
（
16
）。

と
こ
ろ
が
、
立
法
技
術
上
の
問
題
も
あ
り
、
結
局
、
昭
和
五
三
年
四
月
に
衆
議
院
に
提
出
さ
れ
た
民
事
執
行
法
案
に
お
け
る
差
押
禁
止
債
権
に
関

す
る
規
定
で
あ
る
第
一
五
二
条
は
、
口
座
払
込
金
の
取
り
扱
い
に
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
民
事
執
行
法
一
五
三
条
に
差
押
禁
止

範
囲
の
変
更
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
処
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
現
行
法
（
条
文
番
号
も
同
じ
）
と
な
っ
て
い
る
（
17
）。

九



口
座
振
込
と
債
権
の
差
押
禁
止
性
・
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨

一
〇

第
二
節
　
差
押
禁
止
債
権
の
相
殺
禁
止
規
定
に
関
す
る
立
法
時
の
議
論

現
行
民
法
五
一
〇
条
は
、
差
押
禁
止
債
権
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
を
債
権
者
（
当
該
差
押
禁
止
債
権
の
債
権
者
）
に
対
抗
で
き
な
い
も
の
と
規

定
し
、
か
か
る
相
殺
を
禁
止
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
の
成
立
に
至
る
過
程
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
現
行
民
法
五
一
〇
条
は
、
第
九
回
帝
国
議
会
（
明
治
二
九
年
二
月
二
八
日
〜
三
月
一
四
日
）
に
お
い
て
、
政
府
か
ら
衆
議
院
に
提
出
さ
れ

た
「
民
法
中
修
正
案
」
で
は
第
五
〇
九
条
と
な
っ
て
お
り
（
18
）、

さ
ら
に
、
こ
の
「
民
法
中
修
正
案
」
第
五
〇
九
条
は
、
法
典
調
査
会
に
提
出
さ
れ
た
民

法
第
一
議
案
の
第
五
〇
七
条
に
相
当
す
る
（
19
）。

五
〇
七
条
は
、
起
草
委
員
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
旧
民
法
財
産
編
五
二
六
条
三
号
を
修
正
し
た
も
の
で
（
20
）、

こ
れ
は
、
さ
ら
に
遡
っ
て
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
民
法
典
草
案
で
は
、
五
四
八
条
（『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
で
は
同
条
二
号
、『
プ
ロ
ジ
ェ
新
版
』
で
は
同
条

四
号
）
に
あ
た
る
（
21
）。

す
な
わ
ち
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
草
案
五
四
八
条
は
、
法
定
相
殺
が
生
じ
な
い
場
合
を
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
第
二
号

（
な
い
し
第
四
号
）
は
、「
債
権
の
一
方
が
、
債
権
者
に
関
し
て
差
押
不
能
な
価
値
を
目
的
と
し
て
い
る
場
合
」
と
な
っ
て
い
る
。

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
こ
の
規
定
の
注
釈
に
お
い
て
、「
い
く
つ
か
の
物
や
権
利
は
、
そ
の
所
有
者
や
名
義
人
の
保
護
の
目
的
で
、
法
律
に
よ
っ
て
差

押
不
能
と
宣
言
さ
れ
る
」
（
22
）

と
述
べ
、
相
殺
に
つ
い
て
は
常
に
代
替
物
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、「
金
銭
あ
る
い
は
食
料
品
で
支
払
可

能
な
扶
養
定
期
金
の
み
が
問
題
と
な
り
う
る
」
（
23
）

と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
扶
養
定
期
金
債
権
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
は
、
強
制
的
な
弁
済
に
等
し
く
、

差
押
え
と
等
価
で
あ
る
か
ら
、
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
差
押
禁
止
債
権
（「
債
権
の
一
方
が
、
債
権
者
に
関
し
て
差

押
不
能
な
価
値
を
目
的
と
し
て
い
る
場
合
」）
と
い
っ
て
も
、
実
際
に
は
扶
養
定
期
金
債
権
の
み
が
相
殺
禁
止
の
対
象
と
な
り
、
か
か
る
債
権
を
受

働
債
権
と
す
る
相
殺
が
禁
じ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
（
24
）。
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た
だ
し
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
注
釈
に
は
若
干
説
明
不
足
の
点
が
あ
っ
て
、
上
記
は
あ
く
ま
で
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
前
提
と
し
た
説
明
で
あ
り
、
日
本

民
法
の
草
案
の
説
明
と
し
て
は
、
上
の
文
章
に
続
く
次
の
よ
う
な
記
述
も
併
せ
読
む
必
要
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
（
一
二
九
三
条
三
号
）
と
イ
タ
リ
ア
民
法
典
（
一
二
八
九
条
三
号
）
は
、
扶
養
料
債
権
に
関

し
て
の
み
、
こ
の
相
殺
の
例
外
を
設
定
し
た
。
本
草
案
は
、
相
殺
の
例
外
を
差
押
不
能
の
全
て
の
場
合
に
一
般
化
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
、

あ
る
法
律
が
、
既
に
公
務
員
の
俸
給
に
つ
い
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
人
の
俸
給
、
賃
金
、
報
酬
の
差
押
え
を
少
な
く
と
も
一
部
で
も
禁
ず
る

な
ら
ば
、
当
該
俸
給
な
い
し
賃
金
債
権
の
債
務
者
は
、
債
権
者
が
彼
に
対
し
て
負
担
し
て
い
る
負
債
と
の
相
殺
に
よ
っ
て
、
差
押
可
能
な
部
分
を
超

え
て
、
当
該
俸
給
な
い
し
賃
金
を
天
引
き
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
る
（
25
）。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
民
法
典
草
案
は
、
差
押
禁
止
債
権
の
相
殺
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
趣
旨
で
規
定
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
相
殺
は
強
制
的
な
弁
済
と
い
う
性
格
を
有
し
、
差
押
え
と
同
視
し
う
る
の
で
、
差
押
禁
止
債
権
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
は
禁
じ
ら
れ
る
。

あ
る
債
権
が
差
押
禁
止
と
さ
れ
る
の
は
、
名
義
人
（
債
権
者
）
保
護
の
目
的
か
ら
で
あ
る
。
差
押
禁
止
債
権
の
例
と
し
て
、
扶
養
料
債
権
（
扶
養
定

期
金
債
権
）、
賃
金
債
権
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
草
案
を
翻
訳
し
た
も
の
を
司
法
省
法
律
取
調
委
員
会
が
審
議
し
た
が
、
こ
の
審
議
は
、
調
査
案
審
議
と
そ
の
後
に
報
告
委

員
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
再
度
提
出
さ
れ
た
再
調
査
案
に
つ
い
て
の
審
議
と
い
う
二
段
階
に
分
か
れ
た
（
26
）。

調
査
案
審
議
（
明
治
二
一
年
三
月
一
四
日

の
会
議
）
で
は
、
五
四
八
条
第
三
号
は
「
債
権
ノ
一
カ
債
権
者
ニ
対
シ
テ
差
押
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
有
価
物
ヲ
目
的
ト
ス
ル
ト
キ
」
と
翻
訳
さ
れ
た

う
え
で
、
栗
塚
省
吾
報
告
委
員
が
「
債
権
者
ニ
対
シ
テ
」
と
い
う
文
言
を
削
除
す
る
と
い
う
提
案
を
行
い
、
こ
の
提
案
は
認
め
ら
れ
て
い
る
（
27
）。

再
調

査
案
審
議
（
明
治
二
一
年
一
〇
月
一
五
日
の
会
議
）
で
は
、
五
四
八
条
第
三
号
は
い
っ
た
ん
「
債
権
ノ
一
カ
不
可
押
ナ
ル
有
価
物
ヲ
目
的
ト
ス
ル
ト

一
一
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一
二

キ
」
と
さ
れ
た
後
、「
債
権
ノ
一
カ
差
押
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
有
価
物
ヲ
目
的
ト
ス
ル
ト
キ
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
（
28
）。

こ
の
文
言
は
、
そ
の
ま
ま
旧

民
法
財
産
編
五
二
六
条
三
号
の
文
言
と
な
っ
た
。

民
法
典
論
争
と
そ
れ
に
続
く
民
法
施
行
延
期
の
後
、
法
典
調
査
会
に
提
出
さ
れ
た
民
法
第
一
議
案
の
第
五
〇
七
条
は
「
債
権
カ
差
押
ヲ
禁
シ
タ
ル

モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
債
務
者
ハ
相
殺
ニ
因
リ
テ
債
務
ヲ
免
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
。
起
草
委
員
の
穂
積
陳
重
は
次
の
よ
う
に
主
張
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
債
権
の
差
押
え
を
禁
じ
た
趣
旨
は
当
該
債
権
の
処
分
の
禁
止
に
あ
り
、
こ
の
趣
旨
を
明
確
に
す
る
た
め
、
差
押
禁
止
債
権
に

つ
い
て
は
相
殺
も
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
べ
き
で
あ
る
。
旧
民
法
五
二
六
条
の
文
言
に
よ
れ
ば
、
差
押
禁
止
債
権
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を

自
働
債
権
と
す
る
相
殺
も
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
も
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
お
よ
そ
権
利
の
放
棄
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
ら
、
差
押

禁
止
債
権
を
自
働
債
権
と
す
る
相
殺
は
容
認
す
べ
き
だ
と
い
う
趣
旨
で
、
こ
の
よ
う
な
文
言
に
改
め
た
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
さ
ら
に

五
〇
七
条
を
「
債
権
カ
差
押
ヲ
禁
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
債
務
者
ハ
相
殺
ヲ
以
テ
債
権
者
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
修
正
す
べ
き
で
あ
る

と
提
案
し
て
い
る
（
29
）。

た
だ
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
差
押
禁
止
債
権
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
を
禁
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
自
働
債

権
と
す
る
相
殺
は
禁
じ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
旧
民
法
五
二
六
条
は
そ
の
よ
う
な
趣
旨
を
明
示
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
確
か
に
、
旧

民
法
五
二
六
条
は
、
差
押
禁
止
債
権
を
自
働
債
権
と
す
る
相
殺
も
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
も
禁
じ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
こ
れ
に
対
し
、
法
典
調

査
会
で
は
差
押
禁
止
債
権
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
の
み
を
禁
じ
る
修
正
が
な
さ
れ
、
結
局
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
草
案
に
回
帰
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

以
上
の
立
法
過
程
で
の
議
論
の
焦
点
は
、
次
の
二
点
に
集
約
さ
れ
よ
う
。

①
差
押
禁
止
債
権
は
、
そ
の
名
義
人
（
債
権
者
）
保
護
の
目
的
で
、
差
押
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
債
権
の
処
分

な
い
し
強
制
的
な
弁
済
を
禁
じ
る
趣
旨
で
あ
る
か
ら
、
相
殺
も
主
張
で
き
な
い
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
。
差
押
禁
止
債
権
の
例
と
し
て
、
扶
養
料
債
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権
（
扶
養
定
期
金
債
権
）、
賃
金
債
権
等
が
挙
げ
ら
れ
る
（
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
例
示
で
あ
り
、
立
法
に
よ
っ
て
差
押
禁
止
の
範
囲
が
拡
大
す

れ
ば
、
相
殺
禁
止
の
範
囲
も
そ
れ
に
応
じ
て
拡
大
す
る
）。

②
た
だ
し
、
差
押
禁
止
の
受
益
者
で
あ
る
差
押
禁
止
債
権
の
債
権
者
か
ら
す
る
相
殺
は
、
一
種
の
権
利
放
棄
と
考
え
て
、
こ
れ
を
禁
止
す
べ
き

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
差
押
禁
止
債
権
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
の
み
を
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
。

第
三
章
　
口
座
振
込
と
差
押
禁
止
性
・
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨
に
関
す
る
日
本
の
判
例
・
学
説
の
展
開

第
一
節
　
判
例
の
展
開

民
事
執
行
法
制
定
以
前
に
お
い
て
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
の
当
該
給
付
の
差
押
え
の
可
否
に
関
す

る
判
例
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
関
連
す
る
裁
判
例
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
〔
１
〕
大
阪
地
裁
岸
和
田
支
判
昭
和
五
五
年
七
月
二

五
日
判
時
九
九
三
号
七
七
頁
が
あ
る
。

〔
１
〕
大
阪
地
裁
岸
和
田
支
判
昭
和
五
五
年
七
月
二
五
日
判
時
九
九
三
号
七
七
頁

（
事
案
）
Ｘ
は
、
Ｙ
の
過
失
に
よ
っ
て
発
生
し
た
交
通
事
故
に
よ
っ
て
損
害
を
受
け
、
Ｙ
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
権
を
取
得
し
た
。
Ａ
が
Ｙ

の
代
理
人
と
し
て
請
求
し
た
自
賠
責
の
保
険
金
が
Ａ
の
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
。
Ｘ
は
Ｙ
の
Ａ
に
対
す
る
預
り
金
返
還
請
求
権
に
つ
い
て
仮
差
押
申

請
を
し
、
仮
差
押
決
定
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｙ
が
預
り
金
返
還
請
求
権
は
差
押
禁
止
債
権
で
あ
る
と
し
て
異
議
を
申
し
立
て
た
。

一
三
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一
四

（
判
旨
）「
自
賠
法
一
八
条
は
、
制
度
の
社
会
保
障
的
性
格
に
基
づ
い
て
交
通
事
故
の
被
害
者
等
の
保
険
会
社
に
対
す
る
請
求
権
に
つ
い
て
差

押
禁
止
を
定
め
て
い
る
が
、
そ
の
差
押
禁
止
の
範
囲
は
被
害
者
等
の
保
険
会
社
に
対
す
る
請
求
権
そ
の
も
の
に
つ
い
て
で
あ
り
、
そ
の
請
求
権
の
支

払
い
に
よ
り
得
ら
れ
た
金
銭
に
つ
い
て
ま
で
も
差
押
禁
止
は
及
ば
な
い
」。「
本
件
の
様
に
差
押
禁
止
債
権
の
目
的
物
た
る
金
銭
が
債
務
者
〔
Ｙ
〕
の

代
理
人
で
あ
る
第
三
債
務
者
〔
Ａ
〕
に
支
払
わ
れ
た
場
合
の
右
代
理
人
に
対
す
る
金
銭
引
渡
請
求
権
も
差
押
禁
止
の
対
象
と
な
ら
な
い
」。

〔
１
〕
は
、
差
押
禁
止
債
権
と
さ
れ
て
い
た
自
賠
法
一
八
条
の
請
求
権
が
（
同
じ
債
権
者
の
）
預
金
債
権
に
転
化
し
た
事
例
で
は
な
い
が
、
第
三

者
に
対
す
る
預
り
金
返
還
請
求
権
と
い
う
別
の
債
権
に
転
化
し
た
場
合
に
、
差
押
禁
止
性
が
消
滅
す
る
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
差
押
禁
止

債
権
に
か
か
る
給
付
が
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
（
差
押
禁
止
債
権
が
預
金
債
権
に
転
化
し
た
場
合
）
に
、
差
押
禁
止
性
も
消
滅
す
る
と
い

う
立
場
と
軌
を
一
に
す
る
。

〔
２
〕
新
潟
地
判
昭
和
六
〇
年
一
月
二
九
日
判
時
一
二
七
六
号
五
二
頁

（
事
案
）
Ｘ
は
Ｙ
銀
行
か
ら
融
資
を
受
け
る
条
件
と
し
て
、
Ｘ
が
厚
生
年
金
保
険
法
に
基
づ
い
て
給
付
を
受
け
る
老
齢
年
金
の
振
込
先
を
Ｙ
と

の
間
で
締
結
し
た
普
通
預
金
契
約
に
基
づ
い
て
開
設
し
た
普
通
預
金
口
座
と
指
定
し
、
振
り
込
ま
れ
た
年
金
は
適
宜
借
受
金
の
返
済
に
振
替
充
当
し
、

そ
の
支
払
い
が
完
了
す
る
ま
で
は
普
通
預
金
契
約
は
解
約
で
き
な
い
旨
を
約
し
た
。
Ｘ
は
こ
の
借
受
金
の
完
済
前
に
当
該
普
通
預
金
契
約
を
解
約
す

る
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
が
、
Ｙ
は
当
該
普
通
預
金
口
座
の
解
約
手
続
を
し
な
い
で
い
た
と
こ
ろ
、
社
会
保
険
庁
よ
り
当
該
口
座
宛
に
老
齢
年
金
給

付
金
の
振
込
送
金
を
受
け
た
。
Ｘ
は
Ｙ
に
対
し
、
不
当
利
得
返
還
請
求
と
し
て
本
訴
を
提
起
し
た
。
Ｙ
は
Ｘ
に
対
す
る
貸
付
残
債
権
を
自
働
債
権
と
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し
、
Ｘ
の
本
訴
債
権
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
の
意
思
表
示
を
行
っ
た
。

（
判
旨
）「
Ｘ
が
受
給
し
て
い
る
老
齢
年
金
は
厚
生
年
金
保
険
法
に
基
づ
く
年
金
で
あ
」
り
、「
右
年
金
受
給
権
は
同
法
四
一
条
一
項
に
よ
り
譲

渡
、
担
保
提
供
及
び
差
押
え
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
」。「
老
齢
年
金
の
振
込
指
定
、
振
込
金
の
弁
済
充
当
特
約
と
あ
わ
せ
て
振
込
先
の
預
金
口
座
を
存

続
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
不
解
約
特
約
（
本
件
不
解
約
特
約
）
を
付
す
る
こ
と
は
、
振
込
を
受
け
た
老
齢
年
金
給
付
金
を
本
件
貸
付
債
務
の
弁

済
充
当
資
金
と
し
て
固
定
さ
せ
、
Ｘ
の
老
齢
年
金
給
付
金
の
使
途
を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
ま
さ
に
Ｘ
の
老
齢
年
金
受
給
権
を
差
押
え
又

は
担
保
に
供
す
る
の
と
同
一
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
に
な
る
」
か
ら
「
本
件
不
解
約
特
約
は
前
記
規
定
の
適
用
を
潜
脱
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
無
効
」

で
あ
る
。「
Ｙ
は
、
振
込
指
定
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
も
、
社
会
保
険
庁
か
ら
振
り
込
ま
れ
た
老
齢
年
金
給
付
金
に
つ
い
て
指
定
さ
れ
た
預
金
口
座

が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
」「
右
金
員
の
受
領
権
限
を
有
し
な
い
」。
し
た
が
っ
て
、「
Ｙ
は
法
律
上
の
原
因
な
く
し
て
Ｘ
の
受
け
た
老
齢
年
金

給
付
金
を
取
得
し
た
も
の
」
で
あ
る
が
、「
右
金
員
に
つ
い
て
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
有
す
る
不
当
利
得
返
還
請
求
権
は
、
老
齢
年
金
の
支
払
が
な
さ
れ
た

結
果
の
金
員
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｙ
が
こ
れ
を
受
働
債
権
と
し
て
相
殺
に
供
す
る
こ
と
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
禁
止
さ
れ
る
も

の
で
も
な
く
、
ま
た
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
で
も
な
い
」。

こ
の
よ
う
に
、〔
２
〕
は
、
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
老
齢
年
金
給
付
金
の
差
押
え
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
上
の
差
押
禁
止
規
定
を

潜
脱
す
る
も
の
と
し
て
認
め
な
い
が
、
こ
の
振
り
込
ま
れ
た
給
付
金
に
つ
い
て
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
は
容
認
し
て
い
る
。

一
五



口
座
振
込
と
債
権
の
差
押
禁
止
性
・
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨

一
六

〔
３
〕
福
岡
高
裁
宮
崎
支
決
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
民
事
執
行
法
関
係
裁
判
例
要
旨
集
二
三
六
頁
（
１
）

（
事
案
）
Ｘ
は
昭
和
六
〇
年
六
月
一
二
日
自
衛
隊
を
退
職
し
、
六
月
分
給
与
と
退
職
金
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
昭
和
五
五
年

七
月
二
八
日
Ｙ
ら
の
申
立
に
よ
る
債
権
差
押
取
立
命
令
に
よ
り
各
そ
の
四
分
の
一
の
差
押
を
受
け
て
い
た
た
め
、
右
差
押
部
分
を
控
除
し
た
残
額
と

し
て
、
昭
和
六
〇
年
六
月
一
二
日
給
料
残
三
万
余
円
、
退
職
金
残
一
二
〇
二
万
余
円
と
の
合
計
一
二
〇
六
万
余
円
が
Ｘ
の
普
通
預
金
口
座
に
振
り
込

ま
れ
（
当
日
残
高
一
六
九
九
円
）、
Ｘ
は
同
日
中
に
七
〇
〇
万
円
と
五
〇
〇
万
円
と
を
二
回
に
分
け
て
引
き
出
し
、
う
ち
後
者
の
中
か
ら
三
〇
〇
万

円
を
定
期
預
金
と
し
た
（
そ
れ
ら
が
、
本
件
差
押
の
対
象
と
な
っ
た
）。

（
判
旨
）「
こ
の
よ
う
に
Ｘ
は
高
額
の
退
職
金
を
、
う
ち
相
当
部
分
を
即
日
引
出
し
、
本
件
定
期
預
金
は
そ
の
う
ち
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
他
に
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
そ
の
源
資
が
退
職
金
の
一
部
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
ま
で
差
押
禁
止
の
効
果
を
均
霑
せ
し
め

る
理
由
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。」「
し
か
し
乍
ら
本
件
に
お
い
て
は
」「
Ｘ
は
病
身
で
稼
働
能
力
な
く
、
一
家
の
生
計
は
長
男
の
家
庭
教
師
に

よ
る
月
七
万
円
程
度
の
収
入
で
細
細
と
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
」
か
ら
「
現
に
手
元
に
留
め
た
本
件
各
預
金
は
、
少
く
と
も
現
時
点
に

お
い
て
は
、
Ｘ
の
生
活
の
維
持
の
た
め
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
資
金
で
あ
っ
て
、
当
面
他
に
こ
れ
を
補
て
ん
す
る
途
も
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の

で
法
一
五
三
条
に
よ
り
そ
の
取
消
を
求
め
る
Ｘ
の
申
立
は
理
由
が
あ
る
」。

〔
３
〕
は
、
事
実
関
係
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
点
も
あ
る
が
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
や
さ
ら

に
そ
の
口
座
か
ら
引
き
出
し
て
別
の
預
金
口
座
に
入
金
し
た
場
合
に
は
、
差
押
禁
止
性
は
消
滅
す
る
と
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、

民
事
執
行
法
一
五
三
条
に
よ
る
差
押
命
令
の
取
消
（
差
押
禁
止
範
囲
の
変
更
）
と
い
う
仕
方
で
の
当
該
預
金
債
権
の
債
権
者
の
保
護
を
図
っ
て
い
る
。



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
五
巻
　
　
第
一
・
二
号
（
二
〇
〇
二
年
十
一
月
）

こ
れ
は
差
押
え
に
関
す
る
限
り
、〔
２
〕
と
反
対
の
立
場
で
あ
り
、
民
事
執
行
法
一
五
三
条
の
活
用
を
図
っ
た
（
公
刊
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
）
最

初
の
裁
判
例
で
あ
ろ
う
。

〔
４
〕
東
京
高
判
昭
和
六
三
年
一
月
二
五
日
判
時
一
二
七
六
号
四
九
頁

（
事
案
）〔
２
〕
の
上
告
審
で
あ
る
。
Ｘ
は
〔
２
〕
が
こ
の
相
殺
を
容
認
す
る
こ
と
に
よ
り
結
局
、
Ｙ
の
厚
生
年
金
保
険
法
潜
脱
を
容
認
し
て

い
る
と
し
て
上
告
し
た
。

（
判
旨
）「
本
件
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
年
金
は
預
金
に
転
化
し
、
Ｘ
の
一
般
財
産
と
混
同
す
る
の
で
あ
っ
て
、
Ｙ
が
年
金
受
給
権
自
体
を
差

押
え
又
は
こ
れ
に
担
保
権
を
設
定
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
本
件
不
解
約
特
約
が
厚
生
年
金
保
険
法
四
一
条
一
項
の
規
定
を
潜
脱
す
る
も
の
と
は

い
え
な
い
。
し
て
み
れ
ば
、
本
件
不
解
約
特
約
は
無
効
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
Ｙ
が
本
件
振
込
指
定
及
び
本
件
充
当
特
約
に
基
づ
き
本
件
口
座
に
振

り
込
ま
れ
預
金
と
な
っ
た
本
件
年
金
に
相
当
す
る
金
額
を
本
件
貸
付
債
務
の
弁
済
と
し
て
充
当
す
る
こ
と
は
当
然
許
さ
れ
る
」。

こ
の
よ
う
に
、〔
４
〕
は
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
（
差
押
禁
止
債
権
が
預
金
債
権
に
転
化
し
た
場
合
）

に
、
差
押
禁
止
性
も
消
滅
す
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
。〔
４
〕
は
預
金
者
の
一
般
財
産
と
の
混
同
に
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
の
混
同
が
差
押

禁
止
性
の
消
滅
の
理
由
な
の
か
否
か
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

一
七



口
座
振
込
と
債
権
の
差
押
禁
止
性
・
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨

一
八

〔
５
〕
東
京
高
決
平
成
二
年
一
月
二
二
日
金
法
一
二
五
七
号
四
〇
頁

（
事
案
）
妻
Ｘ
は
夫
Ｙ
に
対
し
、
婚
姻
費
用
分
担
金
債
権
に
基
づ
き
、
Ｙ
の
普
通
預
金
債
権
の
差
押
決
定
の
申
立
て
を
な
し
、
右
債
権
差
押
決

定
が
関
係
人
に
送
達
さ
れ
た
。
Ｘ
は
東
京
都
の
私
立
学
校
職
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
り
、
そ
の
預
金
口
座
は
、
東
京
都
職
員
共
済
組
合
退
職
年
金
、
私

立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
年
金
お
よ
び
厚
生
年
金
の
振
込
を
受
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｙ
は
、
差
し
押

さ
え
ら
れ
た
債
権
は
、
特
別
法
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
五
一
条
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
二
五
条
、
厚
生
年
金
保
険
法
四
一
条
）
上

の
差
押
禁
止
の
債
権
で
あ
る
と
し
て
、
差
押
命
令
全
部
の
取
消
を
求
め
た
。
こ
れ
を
認
容
し
た
原
審
決
定
（
浦
和
地
裁
川
越
支
決
平
成
元
年
一
〇
月

二
〇
日
平
成
元
年
（
ヲ
）
第
二
三
三
号
）
に
対
し
て
、
Ｘ
が
執
行
抗
告
を
申
し
立
て
た
。

（
判
旨
）「
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
五
一
条
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
二
五
条
、
厚
生
年
金
保
険
法
四
一
条
は
、
い
ず
れ
も
、
右

各
法
に
基
づ
く
給
付
を
受
け
る
権
利
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
定
め
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
に
基
づ
く
給
付
が
受
給
者
の
預
金
口
座
に

振
り
込
ま
れ
て
金
融
機
関
に
対
す
る
預
金
債
権
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
受
給
者
の
生
活
保
持
の
見
地
か
ら
す
る
右
差
押
禁
止
の
趣
旨
は
尊
重

さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
右
の
よ
う
な
預
金
債
権
の
差
押
命
令
は
、
そ
の
取
消
し
を
不
当
と
す
る
特
段
の
事
情
が
な
い
か
ぎ
り
、
民
事
執
行
法
一
五
三

条
一
項
の
適
用
に
よ
り
、
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」「
本
件
請
求
債
権
は
、
も
っ
ぱ
ら
前
記
各
年
金
収
入
を
も
っ
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
を
前
提

に
審
判
さ
れ
た
婚
姻
費
用
分
担
金
債
権
の
六
か
月
分
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
分
担
金
債
権
月
額
一
七
万
円
は
、
年
金
収
入
月
額
二
九
万
六
二
〇
〇

円
の
五
七
％
以
上
に
当
た
る
と
こ
ろ
、
他
方
、
差
押
命
令
送
達
時
に
現
存
し
た
預
金
債
権
は
、
前
記
各
年
金
の
年
額
合
計
の
四
分
の
一
以
下
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
る
か
ら
」「
Ｘ
、
Ｙ
双
方
の
生
活
状
況
を
考
慮
し
て
も
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
差
押
命
令
の
取
消
し
を
不
当
と
す
る
特
段
の
事
情
が
あ

る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
民
事
執
行
法
一
五
三
条
一
項
を
適
用
し
て
差
押
命
令
を
取
り
消
す
の
は
相
当
で
な
い
」。
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こ
の
よ
う
に
、〔
５
〕
は
本
事
案
の
解
決
と
し
て
は
差
押
え
の
効
力
を
認
め
た
が
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ

た
場
合
、
当
該
預
金
債
権
の
差
押
命
令
に
つ
い
て
は
、
受
給
者
の
生
活
保
持
の
見
地
か
ら
、
差
押
禁
止
債
権
の
範
囲
の
変
更
に
関
す
る
規
定
（
民
事

執
行
法
一
五
三
条
）
を
適
用
し
て
取
り
消
し
う
る
可
能
性
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
受
給
者
を
差
押
え
か
ら
保
護
す
る
方
策
を
示
し
た
点
で
、

〔
３
〕
と
同
趣
旨
で
あ
り
、〔
４
〕
よ
り
も
一
歩
前
進
し
て
い
る
と
い
え
る
。
さ
て
、
受
給
者
保
護
の
見
地
か
ら
民
事
執
行
法
一
五
三
条
を
援
用
す
る

学
説
は
、
通
例
、
預
金
口
座
へ
の
振
込
に
よ
っ
て
差
押
禁
止
性
が
消
滅
す
る
と
の
前
提
に
立
っ
て
い
る
（
２
）。

し
か
し
、〔
５
〕
は
預
金
口
座
へ
の
振
込

に
よ
っ
て
、
差
押
禁
止
性
が
消
滅
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
明
言
し
て
い
な
い
。

〔
６
〕
東
京
高
決
平
成
四
年
二
月
五
日
判
タ
七
八
八
号
二
七
〇
頁

（
事
案
）
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
Ｘ
は
Ｙ
に
対
し
て
、
Ｙ
の
Ａ
銀
行
に
対
す
る
預
金
債
権
の
差
押
を
申
し
立
て
、
債
権
差
押
命
令
に
基

づ
い
て
、
当
該
預
金
債
権
が
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
Ｙ
の
Ａ
に
対
す
る
普
通
預
金
口
座
（
本
件
口
座
）
は
、
Ｙ
の
受
給
す
る
厚
生
年
金
及

び
国
家
公
務
員
共
済
年
金
の
振
込
口
座
と
な
っ
て
お
り
、
昭
和
六
二
年
一
一
月
二
日
以
降
の
本
件
口
座
へ
の
入
金
は
、
も
っ
ぱ
ら
各
年
金
の
振
込
に

基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｙ
は
身
体
障
害
に
よ
り
働
く
こ
と
が
で
き
ず
、
年
金
収
入
の
み
に
頼
っ
て
生
活
を
し
て
い
た
た
め
、
本
差
押
え
の
取
消
を

求
め
て
本
執
行
抗
告
に
及
ん
だ
。

（
判
旨
）「
差
押
え
の
禁
止
が
定
め
ら
れ
て
い
る
給
付
で
あ
っ
て
も
、
い
っ
た
ん
そ
れ
ら
が
受
給
者
の
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
は
、

そ
の
全
額
を
差
し
押
え
る
こ
と
は
何
ら
違
法
と
な
る
も
の
で
は
な
い
」。「
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
年
金
な
ど
の
給
付
が
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た

場
合
は
、
そ
の
法
的
性
質
は
年
金
受
給
者
の
当
該
銀
行
に
対
す
る
預
金
債
権
に
変
わ
る
も
の
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
、
右
銀
行
預
金
債
権
差
押
え
の
申

一
九



口
座
振
込
と
債
権
の
差
押
禁
止
性
・
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨

二
〇

立
て
が
あ
っ
た
場
合
、
執
行
裁
判
所
と
し
て
は
、
債
務
者
及
び
第
三
債
務
者
を
審
尋
す
る
こ
と
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
（
民
事
執
行
法
一
四
五
条
二

項
）
以
上
、
当
該
預
金
の
原
資
を
知
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
」
り
、「
民
事
執
行
法
一
五
三
条
一
項
の
申
立
て
が
な
い
の
に
、
差
押
命
令
発
令
の

当
初
か
ら
預
金
の
中
身
が
年
金
な
ど
の
振
込
み
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
を
考
慮
の
上
、
差
押
え
の
当
否
や
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と
は

相
当
で
な
い
」。「
も
っ
と
も
、
厚
生
年
金
保
険
法
や
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
に
よ
り
差
押
え
が
で
き
な
い
旨
定
め
ら
れ
て
い
る
給
付
に
つ
い

て
、
そ
れ
ら
が
受
給
者
の
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
受
給
者
の
生
活
保
持
の
見
地
か
ら
右
差
押
禁
止
の
趣
旨
は
尊
重
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
救
済
と
し
て
は
、
民
事
執
行
法
一
五
三
条
一
項
所
定
の
申
立
て
が
可
能
で
あ
り
、
執
行
裁
判
所
は
、
債
務
者
か
ら
右
申

立
て
が
な
さ
れ
た
場
合
、
債
務
者
及
び
債
権
者
の
生
活
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
差
押
命
令
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
取
り
消
し
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」

〔
６
〕
は
〔
４
〕
と
同
様
に
、
預
金
口
座
へ
の
振
込
に
よ
っ
て
、
差
押
禁
止
性
が
消
滅
す
る
と
解
し
て
お
り
、〔
５
〕
で
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な

か
っ
た
点
に
つ
い
て
明
確
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
当
該
預
金
債
権
の
差
押
命
令
は
、
受
給
者
の
生
活
保
持
の
見
地
か
ら
、
差
押
禁

止
債
権
の
範
囲
の
変
更
に
関
す
る
規
定
（
民
事
執
行
法
一
五
三
条
）
を
適
用
し
て
取
り
消
し
う
る
も
の
と
判
示
し
て
い
る
。

〔
７
〕
札
幌
地
判
平
成
六
年
七
月
一
八
日
判
時
一
五
三
二
号
一
〇
〇
頁

（
事
案
）
Ｘ
は
Ｙ
銀
行
と
の
間
で
、
平
成
二
年
四
月
四
日
、「
た
く
ぎ
ん
ロ
ー
ン
カ
ー
ド
契
約
」
と
い
う
当
座
貸
越
契
約
を
締
結
し
た
。
他
方
、

Ｙ
は
Ｘ
の
使
用
者
で
あ
る
Ａ
と
の
間
で
、
平
成
三
年
四
月
一
〇
日
、
Ａ
の
委
託
に
基
づ
い
て
、
Ｙ
が
、
Ａ
の
従
業
員
に
対
す
る
給
与
を
同
人
の
預
金
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口
座
に
振
り
込
む
事
務
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
給
与
振
込
み
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
た
。
平
成
四
年
一
月
二
一
日
到
達
の
書
面
で
、
Ｘ
の
代

理
人
Ｂ
は
Ｙ
に
対
し
、
Ｘ
が
多
重
債
務
を
負
っ
て
正
常
な
債
務
の
弁
済
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
の
で
、
Ｂ
が
債
務
の
整
理
を
受
任
し
た
旨
通
知
し
た
。

Ｙ
は
、
Ｙ
の
Ｘ
に
対
す
る
貸
金
債
権
に
つ
い
て
期
限
の
利
益
を
喪
失
さ
せ
、
Ｘ
に
対
し
、
貸
金
元
利
金
を
一
括
返
済
す
る
よ
う
催
告
し
た
。
Ｙ
は
、

平
成
四
年
二
月
七
日
、
Ｘ
が
Ａ
か
ら
給
与
の
振
込
を
受
け
て
い
た
本
件
普
通
預
金
口
座
に
保
全
登
録
を
か
け
た
。
Ｙ
は
Ａ
か
ら
二
月
一
〇
日
支
払
の

給
与
振
込
資
金
の
支
払
を
受
け
て
い
た
が
、
Ｘ
の
給
与
の
振
込
を
し
な
か
っ
た
。
二
月
一
〇
日
の
午
前
中
に
Ｘ
は
本
件
預
金
口
座
か
ら
給
与
の
払
出

し
を
し
よ
う
と
し
た
が
、
で
き
な
か
っ
た
。
同
日
午
後
、
Ｙ
は
Ｘ
の
給
与
を
本
件
預
金
口
座
に
振
り
込
ん
だ
。
Ｙ
は
同
日
昼
前
頃
、
Ｂ
に
対
し
て
、

本
件
貸
金
債
権
と
預
金
債
権
を
対
当
額
を
も
っ
て
相
殺
す
る
旨
の
意
思
表
示
（
本
件
第
一
の
相
殺
）
を
し
た
。
Ｙ
は
、
同
日
午
後
、
Ｂ
に
対
し
て
、

本
件
貸
金
債
権
と
預
金
債
権
を
対
当
額
を
も
っ
て
相
殺
す
る
旨
の
意
思
表
示
（
本
件
第
二
の
相
殺
）
を
し
た
。
Ｂ
は
同
月
一
二
日
、
Ｙ
に
対
し
、
公

開
質
問
状
と
題
す
る
文
書
を
送
付
し
た
。
Ｙ
は
同
日
、
本
件
預
金
口
座
の
残
高
を
復
元
し
た
が
、
預
金
の
支
払
停
止
の
処
理
は
継
続
し
た
。
Ｘ
は
、

同
月
二
一
日
、
Ｙ
に
対
し
、
本
件
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。
Ｙ
は
、
同
日
午
後
、
本
件
預
金
口
座
の
預
金
の
支
払
停
止
を
解
除
し
た
。
そ

の
後
、
本
件
預
金
口
座
の
残
高
は
ゼ
ロ
と
な
っ
た
。

（
判
旨
）〔
労
働
基
準
法
二
四
条
違
反
の
論
点
を
除
く
〕「
Ｙ
が
本
件
第
一
の
相
殺
を
し
た
」
時
に
は
、「
未
だ
、
本
件
預
金
口
座
に
Ｘ
が
Ａ
か

ら
支
払
を
受
け
る
給
与
」
が
「
振
り
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
」
か
ら
「
給
与
相
当
額
」「
に
つ
い
て
は
、
Ｘ
の
Ｙ
に
対
す
る
預
金
債
権
と
し
て
発
生

し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
本
件
第
一
の
相
殺
は
、
右
給
与
相
当
額
に
つ
い
て
は
相
殺
適
状
に
な
い
債
権
債
務
に
つ
い
て
の
相
殺
で
あ
っ
て
無
効

で
あ
る
」。「
差
押
え
の
禁
止
が
定
め
ら
れ
て
い
る
給
付
で
あ
っ
て
も
、
い
っ
た
ん
受
給
者
の
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
は
、
そ
の
法
的
性
質

は
受
給
者
の
銀
行
に
対
す
る
預
金
債
権
に
変
わ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
預
金
債
権
を
受
働
債
権
と
す
る
本
件
第
二
の
相
殺
に
つ
い
て
、
民
事
執
行

二
一
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法
一
五
二
条
一
項
、
民
法
五
一
〇
条
違
反
を
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
差
押
え
の
禁
止
が
定
め
ら
れ
て
い
る
給
付
に
つ
い
て
、
受
給
者

の
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
受
給
者
の
生
活
保
持
の
見
地
か
ら
右
差
押
禁
止
の
趣
旨
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
民
事

執
行
法
・
・
・
一
五
三
条
一
項
の
申
立
て
が
可
能
で
あ
り
、
執
行
裁
判
所
は
、
債
務
者
か
ら
右
申
立
て
が
さ
れ
た
場
合
、
債
務
者
及
び
債
権
者
の
生

活
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
差
押
命
令
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
取
り
消
し
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
Ｙ
が
、
本
件
預
金
債

権
の
大
部
分
が
Ｘ
が
Ａ
か
ら
支
払
を
受
け
る
給
与
を
振
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
も
、
立
法
論
と
し
て
は
と

も
か
く
、
現
行
の
民
事
執
行
法
一
五
二
条
一
項
、
民
法
五
一
〇
条
の
解
釈
か
ら
は
、
右
差
押
禁
止
の
趣
旨
を
尊
重
し
、
実
質
的
に
差
押
禁
止
債
権
に

あ
た
る
か
否
か
を
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
か
ら
、「
本
件
第
二
の
相
殺
が
、
民
事
執
行
法
一
五
二
条
一
項
、
民
法
五
一
〇
条
違
反
の

違
法
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」
た
だ
し
、
Ｙ
は
Ｘ
の
給
与
の
「
振
込
み
の
日
」
に
「
本
件
相
殺
特
約
に
基
づ
い
て
、
本
件
貸
金

債
権
を
自
働
債
権
と
し
て
、
右
給
与
振
込
み
後
の
本
件
預
金
債
権
を
受
働
債
権
と
し
て
本
件
相
殺
の
意
思
表
示
を
し
た
こ
と
」、「
右
給
与
振
込
み
以

外
に
入
金
は
見
込
め
な
か
っ
た
こ
と
」、
Ｙ
は
「
Ｙ
が
本
件
相
殺
を
行
え
ば
、
受
働
債
権
で
あ
る
本
件
預
金
債
権
の
大
部
分
は
右
給
与
が
振
り
込
ま

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
Ｘ
の
債
務
整
理
計
画
が
た
た
な
く
な
る
こ
と
及
び
Ｘ
の
生
活
が
な
り
た
た
な
く
な
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
」

等
か
ら
、「
Ｙ
の
本
件
第
二
の
相
殺
は
、
そ
の
時
期
、
意
図
、
態
様
を
、
民
事
執
行
法
一
五
二
条
一
項
、
民
法
五
一
〇
条
、
破
産
法
一
〇
四
条
二
号

の
趣
旨
に
照
ら
す
と
、
右
給
与
相
当
額
に
つ
い
て
は
、
支
払
停
止
後
の
債
務
者
の
最
低
限
の
生
活
保
持
の
趣
旨
及
び
支
払
停
止
後
の
任
意
整
理
の
過

程
に
お
け
る
債
権
者
間
の
公
平
の
趣
旨
に
反
し
、
相
殺
の
担
保
的
機
能
を
期
待
す
る
合
理
的
な
理
由
に
欠
け
、
Ｘ
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
、
も

は
や
権
利
の
濫
用
で
あ
っ
て
許
さ
れ
な
い
」。
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〔
７
〕
は
、〔
３
〕、〔
４
〕、〔
６
〕
と
同
様
に
、
預
金
口
座
へ
の
振
込
に
よ
っ
て
、
差
押
禁
止
性
が
消
滅
す
る
と
解
し
、
そ
の
場
合
の
救
済
も
民

事
執
行
法
一
五
三
条
に
よ
る
と
す
る
点
で
〔
６
〕
と
同
趣
旨
で
あ
る
が
、
預
金
口
座
へ
の
振
込
に
よ
っ
て
、
相
殺
禁
止
性
も
消
滅
す
る
と
判
示
し
た

最
初
の
裁
判
例
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
具
体
的
な
事
案
の
解
決
と
し
て
は
、
こ
の
相
殺
を
権
利
濫
用
だ
と
認
定
し
、
債
務
不
履
行
責
任
を
認
め
て
い
る
。

〔
８
〕
釧
路
地
裁
北
見
支
判
平
成
八
年
七
月
一
九
日
金
法
一
四
七
〇
号
四
一
頁

（
事
案
）
Ｘ
は
Ｙ１
信
用
金
庫
に
、
普
通
預
金
口
座
（
本
件
預
金
口
座
）
を
開
設
し
て
い
た
。
Ｘ
は
Ｙ２
（
国
）
か
ら
、
老
齢
厚
生
年
金
と
老
齢

基
礎
年
金
、
労
災
保
険
金
の
支
給
を
受
け
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
本
件
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
て
い
た
。
Ｙ１
と
Ｘ
は
、
訴
外
Ａ
が
Ｙ１
に
対
し
て
負

担
す
る
貸
金
債
務
に
つ
い
て
、
Ｘ
を
連
帯
保
証
人
と
す
る
旨
の
連
帯
保
証
契
約
を
締
結
し
た
。
Ｘ
の
代
理
人
Ｂ
は
、
Ｙ１
に
対
し
、
Ｘ
は
怪
我
の
た

め
病
院
通
い
を
し
て
い
て
仕
事
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
今
後
の
債
務
の
弁
済
は
不
可
能
な
状
態
に
あ
る
旨
を
通
知
し
た
。
Ｙ１
は
、
前
記
貸

金
債
権
に
つ
き
、
Ａ
と
の
間
で
締
結
し
た
信
用
金
庫
取
引
契
約
で
定
め
ら
れ
た
期
限
の
利
益
喪
失
事
由
に
該
当
す
る
と
し
て
、
Ｘ
に
対
し
、
貸
金
債

権
の
残
額
を
一
括
し
て
弁
済
す
る
よ
う
催
告
し
た
。
そ
の
後
Ｙ１
は
、
前
記
信
用
金
庫
取
引
契
約
で
定
め
ら
れ
た
差
引
計
算
の
規
定
に
基
づ
き
、
Ｘ

に
対
し
て
有
す
る
保
証
債
務
履
行
請
求
権
と
、
Ｘ
の
Ｙ１
に
対
す
る
本
件
預
金
口
座
に
か
か
る
預
金
債
権
を
対
当
額
で
相
殺
す
る
旨
の
処
理
を
行
っ

た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
右
相
殺
の
対
象
と
な
っ
た
受
働
債
権
は
差
押
等
禁
止
債
権
で
あ
り
、
こ
れ
を
相
殺
に
供
す
る
こ
と
は
強
行
規
定
に
反
し
無

効
・
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
Ｙ１
に
対
し
て
相
殺
に
か
か
る
金
額
を
不
当
利
得
と
し
て
そ
の
返
還
を
求
め
る
と
と
も
に
損
害
賠
償
の
支
払
い
を

求
め
、
併
せ
て
Ｙ２
に
対
し
、
Ｙ１
が
無
効
・
違
法
と
な
る
相
殺
を
し
な
い
よ
う
指
導
・
監
督
す
る
義
務
が
あ
る
の
に
こ
れ
を
怠
っ
た
不
法
行
為
が
あ

る
と
し
て
、
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。

二
三
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（
判
旨
）「
振
込
払
の
方
式
が
選
択
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
年
金
取
扱
金
融
機
関
は
、
国
に
代
わ
っ
て
年
金
等
の
支
払
い
を
行
う
も
の
と

み
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
受
給
者
に
代
わ
っ
て
年
金
等
を
受
領
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
指
定
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
年
金
等
の
受
給
権
は
消
滅
し
、
同
時
に
預
金
口
座
に
預
金
が
形
成
さ
れ
、
口
座
開
設
者
た
る
年
金
等
受
給
者
は
年
金
取
扱
金
融
機

関
に
対
し
て
預
貯
金
の
払
戻
請
求
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
」。「
本
件
に
お
け
る
受
働
債
権
は
年
金
等
の
受
給
権
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が

転
化
し
た
と
こ
ろ
の
預
金
債
権
と
み
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
相
殺
に
供
す
る
こ
と
が
た
だ
ち
に
差
押
等
禁
止
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
に
は

な
ら
な
い
」。「
た
し
か
に
、
年
金
等
の
よ
う
に
差
押
が
で
き
な
い
旨
定
め
ら
れ
て
い
る
給
付
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
受
給
者
の
預
金
口
座
に
振
り

込
ま
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
受
給
者
の
生
活
保
持
の
見
地
か
ら
右
差
押
禁
止
の
趣
旨
は
十
分
に
尊
重
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
一
般
的
に
は
預
金
口
座
に
は
差
押
等
禁
止
債
権
に
つ
い
て
の
振
込
み
以
外
の
振
込
み
や
預
入
れ
も
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
年
金
等
は
預
金

口
座
に
振
り
込
ま
れ
る
と
受
給
者
の
一
般
財
産
に
混
入
し
、
年
金
等
と
し
て
は
識
別
で
き
な
く
な
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
こ
の
よ
う
な
も
の
に
つ

い
て
ま
で
差
押
を
禁
止
す
る
こ
と
と
な
る
と
取
引
秩
序
に
大
き
な
混
乱
を
招
く
結
果
と
な
る
」
か
ら
、「
差
押
禁
止
債
権
の
振
込
に
よ
っ
て
生
じ
た

預
金
債
権
は
、
原
則
と
し
て
、
差
押
等
禁
止
債
権
と
し
て
の
属
性
を
承
継
し
な
い
」。「
Ｘ
は
、
本
件
預
金
口
座
を
、
そ
の
開
設
当
初
か
ら
解
約
に
至

る
ま
で
の
間
を
通
じ
て
、
国
民
年
金
及
び
労
災
保
険
金
の
入
金
の
ほ
か
に
、
Ｙ１
以
外
の
金
融
機
関
及
び
生
命
保
険
会
社
か
ら
の
入
金
並
び
に
Ｘ
自

身
に
よ
る
金
員
の
預
け
入
れ
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
に
よ
る
引
き
出
し
及
び
保
険
の
掛
金
の
支
払
い
等
に
多
数
回
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、

右
に
よ
れ
ば
、
本
件
預
金
口
座
は
Ｘ
の
日
常
の
財
産
管
理
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
国
民
年
金
及
び
労
災
保
険
金
は
本
件
預
金
口
座
に
振
込
ま
れ

る
こ
と
に
よ
り
Ｘ
の
一
般
財
産
に
混
入
し
、
そ
の
識
別
が
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
」
か
ら
、「
本
件
預
金
口
座
に
か
か
る
預
金
債
権
は
差
押

等
禁
止
の
属
性
を
承
継
し
て
い
な
い
」。「
な
お
、
Ｘ
は
本
件
労
災
保
険
金
が
振
り
込
ま
れ
た
時
点
以
後
は
、
本
件
預
金
口
座
に
存
在
し
た
金
員
は
す
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べ
て
労
災
保
険
金
で
あ
る
と
識
別
さ
れ
る
旨
主
張
す
る
が
、
年
金
等
以
外
の
入
金
、
支
払
い
が
継
続
し
て
多
数
存
在
す
る
以
上
、
年
金
等
が
振
込
ま

れ
る
直
前
の
残
高
及
び
振
込
み
に
か
か
る
年
金
等
の
金
額
の
み
を
も
っ
て
当
該
預
金
口
座
に
か
か
る
預
貯
金
払
戻
請
求
権
が
す
べ
て
年
金
等
が
振
り

込
ま
れ
た
金
員
を
対
象
と
す
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。「
本
件
に
お
け
る
相
殺
は
差
押
等
禁
止
規
定
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。」

〔
８
〕
も
〔
７
〕
と
同
様
に
、
預
金
口
座
へ
の
振
込
に
よ
っ
て
、
差
押
禁
止
性
と
相
殺
禁
止
性
が
消
滅
す
る
と
判
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の

理
由
と
し
て
、
預
金
口
座
へ
の
振
込
に
よ
っ
て
預
金
者
の
一
般
財
産
に
混
入
し
、
そ
の
識
別
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
反
対
解

釈
を
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
当
該
預
金
口
座
に
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
以
外
の
入
金
が
な
く
、
預
金
者
の
一
般
財
産
と
の
識
別
が
可
能
な
ら
ば
、

差
押
禁
止
性
は
維
持
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

〔
９
〕
札
幌
高
判
平
成
九
年
五
月
二
三
日
金
法
一
五
三
五
号
六
七
頁
、
金
判
一
〇
五
六
号
九
頁

（
事
案
）〔
８
〕
の
控
訴
審
で
あ
る
。

（
判
旨
）〔
８
〕
の
判
旨
の
う
ち
、「
一
般
的
に
は
、
預
金
口
座
に
は
差
押
等
禁
止
債
権
に
つ
い
て
の
振
込
み
以
外
の
振
込
み
や
預
入
れ
も
存
在

す
る
」
あ
る
い
は
、「
年
金
等
以
外
の
入
金
、
支
払
い
が
継
続
し
て
多
数
存
在
す
る
以
上
、
年
金
等
が
振
込
ま
れ
る
直
前
の
残
高
及
び
振
込
み
に
か

か
る
年
金
等
の
金
額
の
み
を
も
っ
て
当
該
預
金
口
座
に
か
か
る
預
貯
金
払
戻
請
求
権
が
す
べ
て
年
金
等
が
振
り
込
ま
れ
た
金
員
を
対
象
と
す
る
と
断

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
記
述
を
削
除
し
、「
年
金
等
の
受
給
権
が
差
押
等
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
給
付
金
が
受
給
者
の

金
融
機
関
に
お
け
る
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
る
と
、
そ
れ
は
受
給
者
の
当
該
金
融
機
関
に
対
す
る
預
金
債
権
に
転
化
し
、
受
給
者
の
一
般
財
産
に

二
五
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二
六

な
る
」、「
国
民
年
金
及
び
労
災
保
険
金
が
本
件
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
Ｘ
の
一
般
財
産
に
な
っ
た
も
の
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
が
差
押
等
禁
止
の
属
性
を
承
継
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
」
と
判
示
し
た
後
、「
Ｘ
に
支
払

わ
れ
る
国
民
年
金
及
び
労
災
保
険
金
が
本
件
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
て
、
Ｘ
の
Ｙ１
に
対
す
る
預
金
債
権
に
転
化
し
、
Ｘ
の
一
般
財
産
に
な
っ
た

こ
と
、
右
債
権
は
差
押
等
禁
止
債
権
と
し
て
の
属
性
を
承
継
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
Ｙ１
が
し
た
本
件
の
相
殺
が
禁
止
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。

〔
９
〕
が
〔
８
〕
の
判
旨
を
一
部
修
正
し
た
の
は
、
控
訴
審
に
お
け
る
Ｘ
の
「
給
付
金
が
年
金
の
受
取
り
目
的
の
み
の
口
座
に
振
り
込
ま
れ
る
場

合
、
年
金
が
一
般
財
産
に
混
入
し
て
識
別
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
主
張
に
対
処
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。〔
９
〕
は
、
年
金
等

の
差
押
等
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
年
金
以
外
の
入
金
の
な
い
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
振
込
に
よ
っ
て
預
金
者
の
一
般

財
産
と
な
り
、
差
押
禁
止
性
及
び
相
殺
禁
止
性
を
失
う
と
い
う
趣
旨
だ
と
思
わ
れ
る
。

〔
10
〕
最
判
平
成
一
〇
年
二
月
一
〇
日
金
法
一
五
三
五
号
六
四
頁
、
金
判
一
〇
五
六
号
六
頁

（
事
案
）〔
８
〕
の
上
告
審
で
あ
る
。
上
告
理
由
は
、「
た
ま
た
ま
国
民
年
金
・
労
災
保
険
金
受
給
の
た
め
の
口
座
を
開
設
し
た
金
融
機
関
が
自

由
に
相
殺
で
き
る
と
し
た
場
合
に
は
、
高
齢
者
の
生
存
権
を
脅
か
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
法
律
が
差
押
を
禁
止
す
る
旨
定
め
て
い
る
趣
旨
に
違

反
す
る
も
の
で
あ
る
」、「
Ｙ２
（
国
）
で
さ
え
、
国
民
年
金
・
労
災
保
険
金
と
指
定
し
て
金
融
機
関
に
送
金
す
る
の
で
、
国
民
年
金
・
労
災
保
険
金

取
扱
金
融
機
関
は
、
国
民
年
金
・
労
災
保
険
金
が
、
他
の
一
般
の
金
員
と
は
区
別
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
。
Ｙ２
が
こ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
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こ
と
は
、
Ｙ２
が
、
国
民
年
金
・
労
災
保
険
金
取
扱
金
融
機
関
が
、
法
律
に
よ
っ
て
差
押
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
金
融
機
関
に
知
ら
せ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
即
ち
、
Ｙ２
は
、
Ｙ１
が
、
差
押
禁
止
債
権
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
あ
え
て
、
法
律
に
違
反
し
て
差
押
を
し

た
と
主
張
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
原
審
判
決
は
、
Ｙ１
が
、
差
押
禁
止
債
権
で
あ
る
こ
と
を
知
悉
し
な
が
ら
、
Ｘ
に
は
な
ん

ら
の
通
知
・
催
告
な
く
相
殺
し
た
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
」
等
と
述
べ
て
い
る
。

（
判
旨
）
原
審
の
適
法
に
確
定
し
た
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
は
、
所
論
の
点
に
関
す
る
原
審
の
判
断
は
、
正
当
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で

き
、
そ
の
過
程
に
所
論
の
違
法
は
な
い
。
論
旨
は
、
独
自
の
見
解
に
立
っ
て
原
判
決
を
論
難
す
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、〔
10
〕
は
原
判
決
で
あ
る
〔
９
〕
の
判
断
を
是
認
し
て
い
る
。〔
10
〕
は
〔
９
〕
の
判
示
以
外
に
新
た
な
判
断
を
付
け
加
え
る
も
の

で
は
な
い
が
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
の
差
押
禁
止
性
・
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨
に
関
す
る
、
最
初
の
最

高
裁
判
決
で
あ
る
と
い
う
点
で
重
要
な
意
義
が
あ
る
。〔
10
〕
は
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
る
と
、
差
押
禁
止

性
の
み
な
ら
ず
相
殺
禁
止
性
を
も
失
う
と
い
う
立
場
を
明
確
に
し
た
先
例
的
価
値
を
有
す
る
。〔
10
〕
以
降
の
公
刊
さ
れ
た
裁
判
例
と
し
て
は
、
次

の
〔
11
〕
が
あ
る
。

〔
11
〕
東
京
地
判
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
五
日
判
タ
一
〇
八
三
号
二
八
六
頁

（
事
案
）
訴
外
Ａ
（
東
京
都
葛
飾
区
）
は
平
成
一
一
年
八
月
二
〇
日
、
葛
飾
区
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
条
例
に
基
づ
い
て
、
平
成
一
一
年
四
月

分
か
ら
七
月
分
ま
で
の
四
ヵ
月
分
の
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
と
し
て
六
万
二
〇
〇
〇
円
を
Ｘ
名
義
の
普
通
預
金
口
座
（
本
件
預
金
口
座
）
に
振
り
込

二
七
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二
八

ん
だ
。
Ｙ
は
、
平
成
一
一
年
九
月
一
〇
日
、
本
件
預
金
口
座
の
預
金
債
権
六
万
二
一
九
一
円
を
差
し
押
さ
え
、
Ｘ
に
対
す
る
請
求
債
権
に
充
当
し
た
。

Ｘ
は
当
該
差
押
決
定
は
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
Ｙ
に
対
し
、
手
当
分
の
返
還
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
原
審
（
東
京
簡
判
平
成
一
二
年
四

月
一
四
日
）
は
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
た
め
、
Ｘ
が
控
訴
し
た
。

（
判
旨
）
仮
に
差
押
え
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
債
権
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
一
旦
受
給
者
の
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
法
的

性
質
は
当
該
銀
行
に
対
す
る
預
金
債
権
に
変
わ
る
も
の
で
あ
る
上
、
執
行
裁
判
所
と
し
て
は
当
該
預
金
の
原
資
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
、

債
務
者
の
救
済
は
差
押
禁
止
債
権
の
範
囲
の
変
更
の
申
立
て
（
民
事
執
行
法
一
五
三
条
一
項
）
に
よ
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
等
を
考
慮
す
る
と
、
本

件
差
押
え
を
違
法
、
不
当
と
ま
で
は
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
・
・
・
よ
っ
て
、
Ｘ
の
請
求
は
理
由
が
な
く
、
こ
れ
を
棄
却
し
た
原
判
決
は
相
当
で

あ
り
、
本
件
控
訴
は
理
由
が
な
い
か
ら
こ
れ
を
棄
却
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、〔
11
〕
は
差
押
禁
止
性
の
帰
趨
の
み
を
扱
っ
て
お
り
、
そ
の
判
旨
の
論
理
構
造
は
〔
６
〕
に
似
て
い
る
。
Ｘ
は
控
訴
審
に
お
い
て
、

「
本
件
預
金
口
座
は
、
福
祉
条
例
に
基
づ
く
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
（
以
下
「
福
祉
手
当
」
と
い
う
。）
な
ど
の
専
用
口
座
で
あ
り
、
差
し
押
さ
え
ら

れ
た
金
員
は
、
そ
の
口
座
の
記
録
か
ら
福
祉
手
当
で
あ
り
他
の
預
金
債
権
と
異
な
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
た
が
、
裁
判
所
は
こ
の

主
張
を
深
く
吟
味
す
る
こ
と
な
く
、「
当
該
預
金
の
原
資
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
し
て
、
簡
単
に
斥
け
て
い
る
。

第
二
節
　
学
説
の
展
開

１
　
旧
法
時
代
の
学
説
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昭
和
五
四
年
に
民
事
執
行
法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
の
学
説
を
見
る
と
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
銀
行
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合

に
、
差
押
禁
止
性
・
相
殺
禁
止
性
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。

た
だ
し
、
例
外
的
に
宮
脇
幸
彦
教
授
は
、
昭
和
五
三
年
一
〇
月
に
公
刊
さ
れ
た
体
系
書
に
お
い
て
、「
法
律
の
規
定
に
よ
る
差
押
禁
止
は
、
そ
の

差
押
禁
止
の
債
権
が
銀
行
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
に
も
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、
特
に
近
時
多
く
行
な
わ
れ
る
に
至
っ
た
給
料
の
銀
行
振

込
に
お
い
て
重
要
な
機
能
を
発
揮
す
る
（
給
料
に
つ
い
て
は
、
そ
の
現
金
払
い
の
場
合
で
も
一
定
額
が
差
押
禁
止
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
五
七
〇
条

一
項
六
号
）
に
か
ん
が
み
、
こ
の
点
は
き
わ
め
て
明
ら
か
で
あ
る
。（
中
略
）
も
っ
と
も
、
給
料
の
銀
行
振
込
が
あ
っ
た
後
に
お
け
る
原
則
的
な
差

押
禁
止
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
差
押
の
日
か
ら
次
期
の
支
払
日
ま
で
の
日
割
計
算
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
（
五
七
〇
条
一
項
六
号
但
書
の
類
推
）」
（
３
）

と

述
べ
て
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
銀
行
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
に
も
、
差
押
禁
止
性
は
維
持
さ
れ
る
旨
主
張
し
て
い
る
。
宮
脇

教
授
は
、
か
つ
て
法
務
省
民
事
局
参
事
官
と
し
て
、
昭
和
四
六
年
一
二
月
に
公
表
さ
れ
た
「
強
制
執
行
法
案
要
綱
案
（
第
一
次
試
案
）」
に
関
与
し

て
お
り
（
４
）、

本
稿
第
二
章
第
一
節
２
（
２
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
差
押
禁
止
債
権
が
預
金
債
権
に
転
化
し
た
場
合
の
差
押
禁
止
性
の
帰
趨
に
つ
い
て
、

昭
和
四
六
年
当
時
既
に
検
討
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
宮
脇
教
授
の
、
差
押
禁
止
の
範
囲
に
つ
い
て
、
差
押
の
日
か
ら
次
期
の
支
払
日
ま

で
の
日
割
計
算
に
よ
る
も
の
と
す
る
解
釈
は
、（
当
時
は
同
氏
は
既
に
法
務
省
民
事
局
参
事
官
で
は
な
か
っ
た
が
）
昭
和
四
八
年
九
月
に
、
法
務
省

民
事
局
参
事
官
室
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
「
強
制
執
行
法
案
要
綱
案
（
第
二
次
試
案
）」
の
「
第
二
百
十
七
（
旧
第
百
四
十
）

差
押
禁
止
債
権
の

範
囲
」
第
四
項
（
５
）（

本
稿
第
二
章
第
一
節
２
（
２
）
参
照
）
と
同
趣
旨
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
述
の
よ
う
に
昭
和
五
三
年
四
月
に
衆
議
院
に
提
出
さ

れ
た
民
事
執
行
法
案
に
お
い
て
、
差
押
禁
止
債
権
に
関
す
る
第
一
五
二
条
は
口
座
払
込
金
の
取
り
扱
い
に
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
宮
脇
教

授
は
特
に
意
識
し
て
前
述
の
よ
う
な
記
述
を
行
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

二
九
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ま
た
、
戸
根
住
夫
判
事
は
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
は
、
差
押
禁
止
動
産
に
関
す
る
民
事
訴
訟
法
五
七
〇
条
一
項
六
号
の
要
件
を
充
た
さ

な
い
か
ぎ
り
、
支
払
ま
た
は
給
付
の
時
点
か
ら
差
押
可
能
だ
が
、
五
七
〇
条
一
項
六
号
の
要
件
を
充
た
す
と
き
は
差
押
が
禁
止
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ

が
銀
行
預
金
や
郵
便
貯
金
の
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
も
、
手
元
に
現
金
を
も
っ
て
い
る
場
合
と
区
別
す
べ
き
理
由
が
な
い
か
ら
、
差
押
が
禁
止

さ
れ
る
と
す
る
（
６
）。

２
　
民
事
執
行
法
制
定
後
の
学
説

次
に
、
民
事
執
行
法
が
制
定
さ
れ
た
後
に
登
場
し
た
学
説
を
以
下
の
よ
う
に
分
類
し
て
紹
介
し
て
お
こ
う
。

Ａ
　
銀
行
振
込
の
な
さ
れ
た
給
料
等
（
預
金
債
権
）
は
、
差
押
可
能
だ
が
、
民
事
執
行
法
一
五
三
条
に
よ
り
差
押
命
令
の
取
消
が
可
能
と
す
る
説
。

①
相
殺
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
説

給
料
債
権
の
よ
う
な
差
押
禁
止
債
権
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
給
付
が
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
と
き
か
ら
預
金
債
権
に
転
化
す
る
か
ら
、
全
額

に
つ
い
て
差
押
可
能
と
な
る
が
、
債
務
者
は
、
民
事
執
行
法
一
五
三
条
に
よ
り
、
差
押
の
範
囲
変
更
の
申
し
立
て
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
済
を
受

け
る
（
差
押
命
令
の
一
部
ま
た
は
全
部
の
取
消
を
受
け
る
）
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
記
裁
判
例
〔
５
〕
や
〔
６
〕
と
同
趣

旨
で
あ
り
、
民
事
執
行
法
の
立
案
担
当
者
を
は
じ
め
、
多
く
の
学
説
は
こ
の
立
場
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
（
７
）。

民
事
執
行
法
一
五
三
条
は
、
差
押
禁
止
債
権
の
範
囲
の
変
更
を
な
し
う
る
場
合
と
し
て
、「
債
務
者
及
び
債
権
者
の
生
活
の
状
況
そ
の
他
の
事
情

を
考
慮
し
て
」
な
す
場
合
（
第
一
項
前
段
）
と
「
前
条
〔
民
事
執
行
法
一
五
二
条
〕
の
規
定
に
よ
り
差
し
押
さ
え
て
は
な
ら
な
い
債
権
の
部
分
に
つ

い
て
」
な
す
場
合
（
第
一
項
後
段
）、
お
よ
び
「
事
情
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
」
に
な
す
場
合
（
第
二
項
）
と
を
定
め
て
い
る
が
、
上
記
の
学
説
は
、
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差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
、
民
事
執
行
法
一
五
三
条
一
項
前
段
を
根
拠
に
差
押
命
令
の
取
消
を
認
め
て
い

る
。民

事
執
行
法
制
定
以
前
に
お
い
て
も
、
民
事
訴
訟
法
六
一
八
条
ノ
二
は
、
債
務
者
の
申
立
に
基
づ
い
て
債
権
の
差
押
禁
止
の
範
囲
を
拡
張
す
る
制

度
を
規
定
し
て
い
た
が
、
こ
の
制
度
は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
（
８
）、

前
述
の
よ
う
に
、
当
時
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給

付
が
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
の
債
務
者
の
救
済
の
た
め
に
、
こ
の
制
度
を
用
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
学
説
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
民

事
執
行
法
制
定
以
後
も
、
同
法
一
五
三
条
の
差
押
禁
止
債
権
の
範
囲
の
変
更
の
制
度
の
適
用
が
問
題
と
な
っ
た
裁
判
例
は
多
く
は
な
い
（
９
）。

も
っ
と
も
、
差
押
禁
止
債
権
の
範
囲
の
変
更
制
度
の
活
用
を
主
張
す
る
学
説
に
あ
っ
て
も
、
民
事
執
行
法
一
五
三
条
に
よ
る
債
務
者
の
救
済
に
つ

い
て
、
迂
遠
で
あ
る
（
10
）

と
か
同
条
に
よ
る
救
済
手
続
を
知
ら
な
い
債
務
者
の
保
護
が
問
題
で
あ
る
と
批
判
す
る
説
（
11
）

も
あ
る
。

な
お
、
こ
の
立
場
を
取
る
学
説
の
多
く
は
、
銀
行
振
込
の
な
さ
れ
た
給
料
（
預
金
債
権
）
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
の
可
否
に
言
及
し
て
い
な
い
。

②
年
金
等
に
つ
い
て
、
口
座
振
込
後
も
相
殺
は
禁
止
さ
れ
る
と
す
る
説

長
尾
治
助
教
授
は
、
差
押
に
つ
い
て
は
上
記
①
と
同
趣
旨
の
立
場
を
取
る
が
、
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
年
金
等
（
預
金
債
権
）
を
受
働
債
権

と
す
る
相
殺
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
差
押
と
相
殺
の
差
異
に
着
目
し
て
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
差
押
に
つ
い
て
は
、
差
押
前
の
段
階
で

公
的
機
関
（
裁
判
所
）
に
よ
る
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
こ
で
差
押
の
適
正
化
を
確
保
す
る
監
視
が
働
く
が
、
相
殺
に
は
こ
の
よ
う
な
事
前
の
抑
制
措
置

が
な
い
こ
と
や
、
事
後
も
、
差
押
の
場
合
、
執
行
抗
告
や
民
事
執
行
法
一
五
三
条
に
よ
る
差
押
命
令
の
取
消
等
の
迅
速
な
紛
争
処
理
手
続
が
備
え
ら

れ
て
い
る
が
、
相
殺
に
は
こ
の
よ
う
な
手
続
が
な
い
こ
と
か
ら
、
相
殺
は
禁
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（
12
）。

三
一
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さ
ら
に
、
技
術
的
な
問
題
に
な
る
が
、
長
尾
教
授
に
よ
れ
ば
、
預
金
口
座
が
も
っ
ぱ
ら
年
金
等
の
振
込
に
の
み
利
用
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
も
ち

ろ
ん
、
そ
う
で
な
い
場
合
で
も
、
金
銭
の
口
座
へ
の
振
込
の
場
合
、
そ
の
原
因
が
記
録
さ
れ
る
の
で
、
当
該
預
金
の
原
資
が
年
金
等
の
差
押
禁
止
債

権
で
あ
る
か
否
か
の
識
別
は
相
殺
を
行
お
う
と
す
る
銀
行
に
と
っ
て
も
容
易
で
あ
る
し
、
銀
行
は
受
働
債
権
が
法
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
保
護
さ
れ
る

債
権
で
あ
る
の
か
専
門
家
と
し
て
調
査
確
認
す
る
義
務
を
負
い
、
そ
の
帰
結
と
し
て
銀
行
に
よ
る
相
殺
は
禁
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
13
）。

③
相
殺
は
可
能
だ
が
、
一
定
の
場
合
に
は
、
信
義
則
違
反
な
い
し
相
殺
権
の
濫
用
と
し
て
相
殺
の
効
力
を
否
定
で
き
る
と
す
る
説

伊
藤
進
教
授
は
、
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
年
金
等
（
預
金
債
権
）
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
を
禁
ず
る
と
年
金
受
給
者
へ
の
信
用
供
与
の
途

を
閉
ざ
し
か
ね
な
い
こ
と
、
民
事
執
行
法
一
五
三
条
一
項
を
適
用
な
い
し
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
解
釈
論
と
し
て
無
理
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
、
相

殺
は
、
年
金
受
給
者
の
生
計
維
持
の
保
護
に
欠
け
る
場
合
に
、
信
義
則
違
反
あ
る
い
は
相
殺
権
の
濫
用
と
し
て
そ
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と

す
る
（
14
）。

こ
れ
に
対
し
、
宮
川
不
可
止
氏
は
、
相
殺
は
原
則
と
し
て
権
利
濫
用
と
は
な
ら
な
い
が
、
金
融
機
関
が
故
意
に
換
金
容
易
な
担
保
付
債
権
と
相
殺

し
た
場
合
や
、
支
払
停
止
の
直
前
に
強
引
に
給
与
振
込
口
座
を
〔
そ
れ
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
を
行
お
う
と
す
る
銀
行
の
預
金
口
座
に
〕
変
更
さ

せ
て
支
払
停
止
後
に
振
込
金
を
受
け
入
れ
相
殺
し
た
場
合
等
に
は
、
相
殺
権
の
濫
用
に
な
り
う
る
と
す
る
（
15
）。

Ｂ
　
直
前
給
料
日
前
日
の
口
座
残
高
の
限
度
で
、
差
押
可
能
範
囲
・
相
殺
可
能
範
囲
を
画
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
説

佐
藤
鉄
男
教
授
は
、
Ａ
説
は
給
与
で
生
計
を
立
て
る
債
務
者
の
保
護
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
り
、
差
押
禁
止
規
定
の
存
在
意
義
を
空
洞
化
し
か
ね
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な
い
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
収
入
源
の
限
ら
れ
て
い
る
消
費
者
、
非
事
業
者
に
と
っ
て
は
、
預
金
の
原
資
は
差
押
が
禁
止
さ
れ
る
給
与
や
年
金
等
に

ほ
ぼ
定
型
化
さ
れ
て
お
り
、
原
資
を
知
り
得
な
い
か
ら
差
押
を
認
め
る
の
は
形
式
論
に
過
ぎ
る
と
す
る
。「
標
準
的
な
世
帯
の
一
月
間
の
必
要
生
計

費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
金
銭
」
が
差
押
禁
止
動
産
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
民
事
執
行
法
一
三
一
条
三
号
）
か
ら
、
口
座
に
振
り
込
ま
れ

た
給
与
等
の
差
押
禁
止
性
が
消
滅
し
て
差
押
・
相
殺
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も
一
ヵ
月
の
期
間
を
置
く
べ
き
（
一
ヵ
月
経
過
し
て
の
余

剰
の
み
が
一
般
財
産
に
混
入
し
て
差
押
可
能
と
な
る
）
で
あ
り
、
非
事
業
者
に
つ
い
て
は
直
前
給
料
日
前
日
の
口
座
残
高
の
限
度
で
、
差
押
可
能
範

囲
・
相
殺
可
能
範
囲
を
画
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（
16
）。

Ｃ
　
差
押
も
相
殺
も
禁
止
さ
れ
る
と
す
る
説

清
水
誠
教
授
は
、
更
改
や
準
消
費
貸
借
を
例
に
引
い
て
、
債
権
が
そ
の
形
態
を
変
じ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
新
債
権
が
旧
債
権
の
従
前
有
し
た
属
性

を
必
ず
失
う
も
の
で
は
な
い
と
し
、
債
権
の
非
責
任
財
産
性
（
差
押
禁
止
性
）
は
、
振
込
に
よ
っ
て
預
金
債
権
に
変
わ
っ
た
だ
け
で
は
解
消
さ
れ
な

い
と
す
る
。
た
だ
し
、
非
責
任
財
産
性
は
一
定
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
解
消
し
、
そ
の
期
間
は
個
々
の
給
付
ご
と
に
そ
の
性
質
と
債
権
者
の
財
産
状

況
を
勘
案
し
て
、
裁
判
所
が
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
こ
の
預
金
債
権
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
も
民
法
五
一
〇
条
に
よ
っ
て
許
さ
れ
な
い

と
す
る
（
17
）。

三
三
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三
四

第
四
章
　
口
座
振
込
と
差
押
禁
止
性
の
帰
趨
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
状
況

フ
ラ
ン
ス
の
判
例
に
お
い
て
は
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
に
、
差
押
禁
止
性
は
消
滅
す
る
か
否
か
、
す
な

わ
ち
、
当
該
口
座
に
対
す
る
差
押
え
は
有
効
か
否
か
と
い
う
論
点
で
議
論
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨
に
直
接
言
及
す
る
も
の
は
見

当
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
口
座
振
込
と
差
押
禁
止
性
の
帰
趨
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
の
展
開
や
立
法
の
動
向
を
見
て
い
く
こ

と
に
す
る
。
一
九
九
一
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
民
事
執
行
法
は
全
面
的
に
改
正
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
一
九
九
一
年
の
民
事
執
行
法
改
革
の
前
後
で
時
代
を

区
分
し
て
見
て
い
こ
う
。

第
一
節
　
一
九
九
一
年
の
民
事
執
行
法
改
革
以
前
の
状
況

ま
ず
、
こ
の
時
期
に
下
さ
れ
た
重
要
な
裁
判
例
を
時
系
列
的
に
紹
介
し
よ
う
。

〔
１
〕
ト
レ
ヴ
ー
小
審
裁
判
所
一
九
六
一
年
四
月
一
四
日
判
決
（
１
）

（
事
案
）
フ
ラ
ン
ス
国
有
鉄
道
﹇S

.N
.C

.F
.

﹈
の
鉄
道
作
業
員Ju

les
C

ath
elin

は
、
五
〇
〇
〇
新
フ
ラ
ン
の
金
額
に
つ
い
て
、R

olan
d

C
ol-

let

の
連
帯
保
証
人
と
し
て
、
ロ
ー
ヌ
農
業
相
互
信
用
金
庫
﹇C

aisse
région

ale
d

e
C

réd
it

agricole
m

u
tu

el
d

u
R

h
ôn

e

﹈
に
よ
っ
て
、
自
己
の

郵
便
振
替
口
座
の
停
止
差
押
﹇saisie-arrêt]

（
２
）

を
受
け
た
。C

ath
elin

は
、
こ
の
口
座
に
は
鉄
道
作
業
員
と
し
て
の
賃
金
し
か
振
り
込
ま
れ
て
お
ら



西
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ず
、
従
っ
て
、
労
働
法
典
第
一
編
六
三
条
以
下
の
ル
ー
ル
に
よ
ら
ず
に
は
差
し
押
さ
え
ら
れ
な
い
と
し
て
、
こ
の
停
止
差
押
に
対
し
て
異
議
を
申
し

立
て
た
。
ロ
ー
ヌ
農
業
相
互
信
用
金
庫
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
有
鉄
道
が
振
込
を
実
行
す
る
瞬
間
か
ら
、
口
座
の
差
引
残
高
は
労
働
の
報
酬
と
し
て
の
性

格
を
失
い
、
労
働
法
典
の
保
護
的
ル
ー
ル
を
享
受
し
な
く
な
る
等
と
し
て
、
本
件
停
止
差
押
の
有
効
性
を
主
張
し
て
い
る
。

（
判
旨
）
資
金
の
引
出
し
、
即
ち
賃
金
の
受
領
だ
け
が
、
共
通
法
上
の
追
求
を
無
制
限
に
行
使
す
る
権
利
を
債
権
者
に
与
え
る
の
で
あ
っ
て
、

労
働
者
の
報
酬
が
そ
の
使
用
者
あ
る
い
は
使
用
者
か
ら
代
理
権
を
授
与
さ
れ
た
第
三
者
（
銀
行
、
裁
判
上
の
管
理
者
﹇ad

m
in

istrateu
r

ju
d

iciaire

﹈、

郵
便
局
）
の
手
元
に
留
ま
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
当
該
報
酬
は
賃
金
と
し
て
の
性
格
を
保
持
し
、
差
押
禁
止
性
﹇in

saisissab
ilité

﹈
と
い
う
法
的
保

護
を
享
受
し
つ
づ
け
る
。
こ
れ
と
異
な
っ
た
判
決
を
下
す
こ
と
は
、
郵
便
振
替
口
座
あ
る
い
は
銀
行
当
座
預
金
の
名
義
人
で
あ
る
多
く
の
賃
金
労
働

者
を
、
そ
の
債
権
者
の
追
求
に
委
ね
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
ま
だ
把
握
さ
れ
て
い
な
い
賃
金
の
み
を
専
ら
対
象
と
す
る
本
件
停
止
差
押
は
、
労

働
法
典
の
規
定
に
反
し
、
違
法
で
有
効
と
さ
れ
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
り
、
ロ
ー
ヌ
農
業
相
互
信
用
金
庫
の
請
求
を
棄
却
す
る
。

〔
１
〕
は
、
口
座
振
込
と
差
押
禁
止
性
の
帰
趨
を
明
示
的
に
対
象
と
し
た
お
そ
ら
く
最
初
の
裁
判
例
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
判
決
中
に
引
用

さ
れ
た
労
働
法
典
第
一
編
六
三
条
以
下
（
３
）

は
、
賃
金
債
権
の
譲
渡
や
停
止
差
押
の
手
続
に
関
す
る
規
定
で
、
特
に
六
四
条
は
、
賃
金
債
権
の
停
止
差

押
に
先
立
っ
て
、
債
務
者
の
住
所
地
の
小
審
裁
判
所
裁
判
官
の
面
前
で
の
勧
解
﹇co

n
ciliatio

n

﹈
の
試
み
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い

る
。
な
お
、
賃
金
の
譲
渡
や
停
止
差
押
は
労
働
法
典
第
一
編
六
一
条
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
お
り
、
同
条
に
よ
り
賃
金
の
額
に
応
じ
て
差
押
可
能
割

合
が
段
階
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
（
４
）。〔

１
〕
は
、
賃
金
の
振
り
込
ま
れ
る
口
座
の
あ
る
銀
行
や
郵
便
局
を
、
使
用
者
の
代
理
人
と
み
な
す
と
い
う
前

提
に
立
っ
て
論
理
を
展
開
し
て
い
る
が
、
同
年
の
判
決
で
あ
る
〔
２
〕
は
こ
の
前
提
を
疑
い
、
相
反
す
る
結
論
を
導
い
て
い
る
。

三
五
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〔
２
〕
リ
ー
ル
小
審
裁
判
所
一
九
六
一
年
一
二
月
四
日
判
決
（
５
）

（
事
案
）
事
案
は
不
明
で
あ
る
が
、〔
１
〕
と
同
様
に
、
郵
便
振
替
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
賃
金
に
対
し
て
実
行
さ
れ
た
停
止
差
押
の
有
効
性

が
争
わ
れ
た
。

（
判
旨
）
指
摘
さ
れ
た
判
例
（
ト
レ
ヴ
ー
小
審
裁
判
所
判
決
）
は
、
賃
金
を
受
け
取
る
た
め
に
任
命
さ
れ
た
第
三
者
を
使
用
者
の
代
理
人
と
み

な
し
て
い
る
が
、
使
用
者
は
そ
の
よ
う
な
任
命
を
す
る
権
限
も
、
そ
の
任
命
を
自
己
の
被
用
者
に
押
し
つ
け
る
権
限
も
有
し
て
い
な
い
。
自
己
の
俸

給
を
受
領
す
る
責
任
を
負
う
機
関
（
銀
行
あ
る
い
は
郵
便
局
）
の
選
択
を
す
る
の
は
賃
金
労
働
者
自
身
で
あ
り
、
こ
の
選
択
に
関
し
て
、
彼
（
賃
金

労
働
者
）
は
完
全
な
自
由
を
有
す
る
。
分
析
す
る
と
、
こ
の
第
三
者
は
賃
金
労
働
者
に
対
し
て
受
任
者
の
よ
う
な
地
位
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。
い
ま
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
使
用
者
が
自
己
の
企
業
の
あ
る
部
局
あ
る
い
は
窓
口
を
、
従
業
員
の
給
料
の
支
払
の
責
任
者
に
任
命
す
る
と

い
う
弁
済
の
単
純
な
指
図
で
は
な
く
、
約
定
の
委
任
に
よ
っ
て
、
受
益
者
自
身
に
代
わ
っ
て
賃
金
を
受
領
す
る
権
限
を
授
与
さ
れ
た
第
三
者
な
の
で

あ
る
。
使
用
者
は
、
被
用
者
の
郵
便
振
替
口
座
の
預
金
と
し
て
、
そ
の
貸
方
へ
の
賃
金
の
振
込
あ
る
い
は
振
替
に
よ
っ
て
、
終
局
的
に
債
務
か
ら
解

放
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
郵
便
局
は
第
三
債
務
者
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
口
座
に
賃
金
が
入
金
さ
れ
た
か
、
そ
れ
と
も
逆
に
、
他
の
源
泉

の
資
金
も
同
様
に
入
金
さ
れ
て
い
た
か
に
よ
っ
て
区
別
す
る
必
要
は
な
い
。
郵
便
振
替
口
座
を
構
成
す
る
要
素
を
任
意
に
分
離
す
る
こ
と
は
可
能
で

は
な
い
。
か
か
る
口
座
へ
の
記
入
に
よ
り
、
振
り
込
ま
れ
た
資
金
は
そ
の
個
性
を
失
い
、
そ
の
源
泉
が
何
で
あ
れ
、
同
じ
口
座
の
不
可
分
の
項
目
を

構
成
す
る
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
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こ
の
よ
う
に
、〔
２
〕
は
、
賃
金
の
振
り
込
ま
れ
る
口
座
の
あ
る
銀
行
や
郵
便
局
を
、
む
し
ろ
受
益
者
で
あ
る
賃
金
労
働
者
の
受
任
者
の
よ
う
な

地
位
に
あ
る
者
と
捉
え
、
振
込
に
よ
っ
て
賃
金
債
権
は
消
滅
し
、
従
っ
て
、
振
込
以
後
は
単
な
る
預
金
債
権
と
し
て
停
止
差
押
の
対
象
と
な
り
う
る

と
解
し
て
い
る
。

〔
３
〕
パ
リ
控
訴
院
一
九
七
一
年
一
二
月
四
日
判
決
（
６
）

（
事
案
）D

elic

は
ソ
ダ
ム
社
﹇S

ociété
S

od
am

﹈
か
ら
テ
レ
ビ
を
購
入
す
る
際
、
一
九
六
八
年
一
〇
月
に
、
代
金
を
支
払
う
た
め
に
ク
レ

デ
ィ
テ
レ
ク
社
﹇S

ociété
C

réd
itelec

﹈
か
ら
二
一
回
の
月
賦
払
い
で
二
二
〇
〇
フ
ラ
ン
の
貸
付
を
受
け
た
。
テ
レ
ビ
は
引
渡
後
ま
も
な
く
故
障

し
た
の
で
、D

elic

は
ソ
ダ
ム
社
に
引
き
取
り
を
請
求
し
、
ソ
ダ
ム
社
が
テ
レ
ビ
を
引
き
取
っ
た
。
ク
レ
デ
ィ
テ
レ
ク
社
とD

elic

の
間
の
貸
付
契

約
に
は
、「
買
主
は
、
特
に
製
品
の
品
質
や
機
能
に
関
し
て
、
た
と
え
売
主
と
対
立
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
ク
レ
デ
ィ
テ
レ
ク
社

に
対
し
て
月
賦
金
を
支
払
う
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
買
主
に
よ
っ
て
自
由
に
、
か
つ
買
主
の
み
の
責
任
に
お
い
て
、
売
主
の
も

と
で
な
さ
れ
る
製
品
の
選
択
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
ク
レ
デ
ィ
テ
レ
ク
社
が
責
任
を
負
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
規
定
す
る
条
項
が

あ
っ
た
。D

elic

が
第
一
回
の
月
賦
金
し
か
支
払
わ
な
い
の
で
、
ク
レ
デ
ィ
テ
レ
ク
社
は
、
一
九
七
〇
年
七
月
二
九
日
に
、
モ
ー
﹇M

eau
x

﹈
小
審

裁
判
所
か
ら
、D

elic

に
対
す
る
二
九
九
八
フ
ラ
ン
九
五
サ
ン
チ
ー
ム
の
支
払
命
令
を
取
得
し
、
同
年
八
月
五
日
に
こ
の
支
払
命
令
はD

elic

に
送

達
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
てD

elic

が
異
議
を
申
し
立
て
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
支
払
命
令
に
執
行
文
が
付
与
さ
れ
、
同
年
八
月
三
一
日
にD

elic

に
送
達
さ
れ
た
。
こ
の
執
行
文
に
基
づ
き
、
ク
レ
デ
ィ
テ
レ
ク
社
は
、
同
年
九
月
二
九
日
に
、
ク
レ
デ
ィ
・
リ
ヨ
ネ
銀
行
﹇C

réd
it

L
yon

n
ais

﹈
モ

ー
支
店
に
あ
るD

elic

の
口
座
の
停
止
差
押
を
実
行
し
た
。D

elic

は
、
こ
の
口
座
に
あ
る
金
銭
の
源
泉
は
自
己
の
賃
金
で
あ
る
の
で
、
停
止
差
押

三
七
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三
八

は
労
働
法
典
第
一
編
六
一
条
の
規
定
に
従
っ
て
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
、
当
該
停
止
差
押
の
適
法
性
に
異
議
を
申
し
立
て
た
。

原
判
決
（
モ
ー
小
審
裁
判
所
一
九
七
〇
年
一
一
月
一
八
日
判
決
）
はD

elic

の
請
求
を
棄
却
し
、
当
該
停
止
差
押
を
有
効
な
も
の
と
判
示
し
た
。
こ

れ
に
対
しD

elic
は
控
訴
し
た
。

（
判
旨
）
控
訴
人
が
援
用
し
て
い
る
労
働
法
典
第
一
編
六
一
条
は
、
第
一
編
第
一
章
、
即
ち
、「
使
用
者
の
た
め
に
実
行
さ
れ
た
労
働
の
報
酬

と
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
金
額
の
停
止
差
押
及
び
譲
渡
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
章
の
一
部
を
な
す
。
ク
レ
デ
ィ
・
リ
ヨ
ネ
銀
行
がD

elic

の
使
用

者
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
異
論
の
余
地
は
な
い
。
こ
の
状
況
の
下
で
、
原
判
決
が
、
労
働
法
典
第
一
編
六
一
条
を
適
用
し
て
な
さ
れ
る
必
要

の
な
か
っ
た
本
件
差
押
え
を
、
民
事
訴
訟
法
五
七
七
条
以
下
（
７
）

に
従
っ
た
も
の
と
し
て
有
効
と
宣
言
し
た
の
は
正
当
で
あ
る
。
従
っ
て
、D

elic

に
よ

る
本
件
停
止
差
押
の
無
効
主
張
と
、
労
働
法
典
第
一
編
六
一
条
の
規
定
に
従
っ
て
停
止
差
押
の
効
果
を
制
限
す
べ
き
と
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

〔
４
〕
ド
ー
ル
小
審
裁
判
所
一
九
七
一
年
一
二
月
一
七
日
判
決
（
８
）

（
事
案
）
デ
ィ
ジ
ョ
ン
市
適
正
家
賃
住
宅
会
社
﹇S

ociété
région

ale
d

e
H

.L
.M

.
d

e
la

ville
d

e
D

ijon
]

（
９
）

は
、
Ｘ
夫
人
に
対
し
、
未
払
賃
料

等
の
支
払
い
の
た
め
に
、
ソ
シ
エ
テ
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
銀
行
﹇S

ociété
G

én
érale

﹈
デ
ィ
ジ
ョ
ン
支
店
に
あ
る
Ｘ
夫
人
の
個
人
当
座
勘
定
口
座
の
停

止
差
押
を
実
行
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｘ
夫
人
は
、
自
己
の
銀
行
口
座
に
は
、
実
際
上
、
賃
金
し
か
振
り
込
ま
れ
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
賃
金
は
、

労
働
法
典
第
一
編
六
〇
条
以
下
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
手
続
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
、
当
該
停
止
差
押
の

有
効
性
に
異
議
を
申
し
立
て
た
。
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（
判
旨
）
こ
れ
ら
の
規
定
（
労
働
法
典
第
一
編
六
〇
条
以
下
）
の
目
的
は
、
労
働
者
の
生
計
を
確
保
す
る
た
め
に
、
労
働
者
に
支
払
わ
れ
る
べ

き
賃
金
の
最
小
部
分
を
労
働
者
の
た
め
に
取
っ
て
お
く
こ
と
で
あ
る
の
で
、
賃
金
労
働
者
の
報
酬
が
振
り
込
ま
れ
る
銀
行
口
座
あ
る
い
は
郵
便
振
替

口
座
の
差
押
え
を
容
認
す
る
こ
と
は
、
立
法
者
の
願
望
に
反
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
報
酬
が
賃
金
労
働
者
あ
る
い
は
賃
金
労
働

者
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
受
任
者
（
特
に
銀
行
）
に
よ
っ
て
受
領
さ
れ
た
時
に
、
こ
の
報
酬
は
賃
金
と
い
う
性
格
を
失
い
、
差
押
禁
止
性
と
い
う
法

的
保
護
を
享
受
す
る
こ
と
を
終
え
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
報
酬
は
こ
の
時
か
ら
当
事
者
の
財
産
に
混
入
し
、
民
法
二
〇
九
三
条
（
10
）

の
意
味
に
お
け
る

当
事
者
の
債
権
者
た
ち
の
共
同
の
担
保
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
夫
人
の
銀
行
口
座
に
対
し
て
実
行
さ
れ
た
停
止
差
押
に
対
し
て
Ｘ
夫
人
に
よ
っ

て
申
し
立
て
ら
れ
た
不
利
益
に
は
正
当
な
根
拠
が
な
く
、
こ
の
停
止
差
押
は
有
効
で
あ
る
。

〔
４
〕
は
賃
金
労
働
者
の
報
酬
が
振
り
込
ま
れ
る
口
座
の
あ
る
銀
行
を
、
端
的
に
賃
金
労
働
者
の
賃
金
受
領
の
た
め
の
受
任
者
と
規
定
し
、
こ
の

点
で
〔
２
〕
よ
り
も
態
度
が
明
確
で
あ
る
。
ま
た
、
民
法
二
〇
九
三
条
は
、「
債
務
者
の
財
産
は
そ
の
債
権
者
の
共
同
の
担
保
で
あ
る
。
そ
の
代
金

は
、
債
権
者
間
で
按
分
に
よ
り
配
当
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
債
権
者
間
に
正
当
な
優
先
原
因
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
」
と
規
定
し
て

い
る
が
、
報
酬
が
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
時
か
ら
、
債
権
者
の
共
同
の
担
保
と
な
る
こ
と
を
明
言
し
た
最
初
の
判
例
で
あ
る
。

〔
５
〕
ニ
ー
ム
小
審
裁
判
所
一
九
七
三
年
四
月
三
日
判
決
（
11
）

（
事
案
）R

en
é

In
ard

は
、H

en
ri

T
ord

jam
an

n

に
、
そ
れ
ま
で
自
分
が
タ
ク
シ
ー
と
し
て
使
用
し
て
い
た
メ
ル
セ
デ
ス
の
自
動
車
を
代
金

四
五
〇
〇
フ
ラ
ン
で
売
却
し
、
引
き
渡
し
た
。In

ard

は
、
こ
の
代
金
及
び
損
害
賠
償
金
五
〇
〇
フ
ラ
ン
を
請
求
し
、
ソ
シ
エ
テ
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
銀

三
九



口
座
振
込
と
債
権
の
差
押
禁
止
性
・
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨

四
〇

行
ニ
ー
ム
支
店
に
あ
るT

o
rd

jam
an

n

の
口
座
の
停
止
差
押
を
実
行
し
た
。T

o
rd

jam
an

n

は
、
自
己
が
三
ヵ
月
間
の
入
院
を
要
し
た
精
神
障
害

（
精
神
錯
乱
）
に
か
か
っ
て
い
た
こ
と
と
、
自
身
も
家
族
も
運
転
免
許
証
所
持
者
で
は
な
い
こ
と
と
を
述
べ
て
、
同
意
の
瑕
疵
を
理
由
に
、
自
動
車

売
買
の
無
効
を
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、T

o
rd

jam
an

n

は
、
予
備
的
請
求
と
し
て
、
ソ
シ
エ
テ
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
銀
行
ニ
ー
ム
支
店
に
あ
るT

o
rd

ja-

m
an

n

の
口
座
は
、T

o
rd

jam
an

n

の
賃
金
だ
け
が
振
り
込
ま
れ
る
口
座
で
あ
り
、
こ
の
口
座
に
対
し
て
売
主In

ard

が
実
行
し
た
停
止
差
押
は
、

労
働
法
典
及
び
賃
金
・
俸
給
の
停
止
差
押
に
関
す
る
規
定
に
従
っ
て
、
差
押
可
能
な
分
量
に
制
限
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
、
差
押
可
能
な
分
量
を
超

え
た
差
押
え
の
解
除
を
請
求
し
た
。

（
判
旨
）
ま
ず
、
売
買
の
無
効
に
つ
い
て
は
、T

ord
jam

an
n

は
、
契
約
時
に
裁
判
上
の
保
護
﹇sau

vegard
e

d
e

ju
stice]

（
12
）

を
受
け
て
い
な
か

っ
た
し
、
裁
判
上
の
保
護
を
受
け
て
い
た
と
し
て
も
、
売
買
は
、
そ
れ
が
買
主
に
と
っ
て
レ
ジ
オ
ン
﹇lésion

﹈（
過
剰
損
害
）
（
13
）

と
な
る
場
合
に
の
み

取
り
消
さ
れ
う
る
が
、
本
件
の
自
動
車
紛
争
の
場
合
は
レ
ジ
オ
ン
に
該
ら
な
い
〔
従
っ
て
、
売
買
は
無
効
で
は
な
い
〕。〔
次
に
、
停
止
差
押
の
有
効

性
に
つ
い
て
、
最
初
に
前
述
の
判
例
〔
２
〕〔
３
〕
を
引
用
し
て
い
る
。〔
２
〕
に
関
し
て
は
、
口
座
振
込
と
い
う
賃
金
の
弁
済
方
法
が
普
及
し
て
い

る
こ
と
と
、
多
く
の
賃
金
労
働
者
が
、
賃
金
の
振
込
先
を
銀
行
に
す
る
か
郵
便
局
に
す
る
か
の
選
択
権
は
有
す
る
が
、
賃
金
を
現
金
払
い
と
す
る
か

振
込
払
い
と
す
る
か
の
選
択
権
は
有
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
後
で
〔
１
〕
を
援
用
し
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。〕
む
し
ろ
、

ト
レ
ヴ
ー
小
審
裁
判
所
一
九
六
一
年
四
月
一
四
日
判
決
の
よ
う
に
、
労
働
の
報
酬
は
、「
賃
金
労
働
者
の
使
用
者
あ
る
い
は
使
用
者
か
ら
代
理
権
を

授
与
さ
れ
た
第
三
者
（
銀
行
、
裁
判
上
の
管
理
者
、
郵
便
局
）
の
手
元
に
留
ま
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
当
該
報
酬
は
賃
金
と
し
て
の
性
格
を
保
持
し
、

差
押
禁
止
性
と
い
う
法
的
保
護
を
享
受
し
つ
づ
け
る
」
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
と
異
な
っ
た
判
決
を
下
す
こ
と
は
、
現
金
に
よ
る
弁
済
で
あ
れ
ば
、

賃
金
労
働
者
に
そ
の
賃
金
全
体
の
差
押
え
を
免
れ
さ
せ
る
の
に
、
多
く
の
賃
金
労
働
者
、
そ
れ
も
、
し
ば
し
ば
義
務
的
な
郵
便
振
替
口
座
あ
る
い
は
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銀
行
当
座
預
金
の
最
も
優
遇
さ
れ
た
名
義
人
を
、
そ
の
債
権
者
の
追
求
に
委
ね
る
こ
と
に
な
る
。
賃
金
労
働
者
の
経
済
状
況
や
彼
ら
の
支
払
能
力
を
、

彼
ら
の
報
酬
の
方
法
に
依
存
さ
せ
、
金
額
に
依
存
さ
せ
な
い
こ
と
は
、
不
正
か
つ
非
論
理
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
・
・
・
銀
行
口
座
に
振
り

込
ま
れ
た
賃
金
は
、
労
働
法
典
六
〇
ａ
条
以
下
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
た
制
限
あ
る
い
は
方
式
に
お
い
て
の
み
、
差
し
押
さ
え
ら
れ
う
る
と
判
決
を
下

す
べ
き
で
あ
る
。
共
通
法
上
の
停
止
差
押
の
対
象
で
あ
る
口
座
が
、
賃
金
だ
け
が
専
ら
入
金
さ
れ
る
口
座
で
あ
っ
た
か
否
か
を
調
べ
、
賃
金
以
外
の

も
の
も
入
金
さ
れ
る
口
座
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
賃
金
の
振
込
と
賃
金
以
外
の
源
泉
か
ら
の
振
込
と
を
区
別
す
る
た
め
に
、
証
拠
調
べ
が
必
要
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

〔
２
〕
以
後
、
そ
れ
に
同
調
す
る
判
例
〔
３
〕〔
４
〕
が
続
い
た
の
に
対
し
、〔
５
〕
は
〔
１
〕
を
援
用
し
、
再
び
〔
１
〕
と
同
様
の
立
場
に
回
帰

し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、〔
５
〕
は
口
座
振
込
の
源
泉
が
賃
金
か
否
か
を
調
べ
る
た
め
に
証
拠
調
べ
が
必
要
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
が
、
仮

に
源
泉
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
停
止
差
押
の
有
効
性
は
ど
う
判
断
さ
れ
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
実
は
、〔
４
〕
と
〔
５
〕
の
間

の
時
期
に
、
賃
金
債
権
の
差
押
え
に
関
す
る
あ
る
立
法
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
一
九
七
二
年
一
二
月
二
〇
日
の
法
律
一
一
二
一
号
（
一
九
七

三
年
度
予
算
法
律
）﹇L

oi
n

o
72-1121

d
u

20
d

écem
bre

1972,
L

oi
d

e
fin

an
ces

p
ou

r
1973

﹈
（
14
）

で
あ
り
、
そ
の
第
一
四
条
六
項
は
次
の
よ
う
に

規
定
し
て
い
る
。

「
当
座
勘
定
、
預
金
口
座
、
あ
る
い
は
貸
付
金
口
座
の
封
鎖
は
、
賃
金
の
差
押
禁
止
あ
る
い
は
譲
渡
禁
止
の
部
分
に
関
す
る
労
働
法
典
の
諸
規
定

の
適
用
を
妨
げ
る
効
果
を
有
し
え
な
い
。

あ
ら
ゆ
る
故
障
申
立
て
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
座
勘
定
、
預
金
口
座
、
あ
る
い
は
貸
付
金
口
座
へ
の
振
込
に
よ
っ
て
そ
の
報
酬
が
決
済
さ
れ
る
賃
金

四
一



口
座
振
込
と
債
権
の
差
押
禁
止
性
・
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨

四
二

労
働
者
は
、
労
働
法
典
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
賃
金
の
差
押
禁
止
あ
る
い
は
譲
渡
禁
止
の
部
分
の
限
度
内
に
お
い
て
、
当
該
口
座
か
ら
の
引
出

し
を
毎
月
実
行
し
う
る
。

デ
ク
レ
﹇d

écret

﹈
が
本
項
の
適
用
条
件
を
定
め
る
で
あ
ろ
う
。」

こ
の
よ
う
に
、
本
条
は
、
賃
金
債
権
が
振
込
後
も
差
押
禁
止
性
を
保
持
し
つ
づ
け
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
た
だ
し
、〔
５
〕
の
判
決
当
時
、

一
九
七
二
年
一
二
月
二
〇
日
の
法
律
一
一
二
一
号
第
一
四
条
六
項
の
適
用
デ
ク
レ
﹇d

écret
d

’ap
p

lication

﹈
は
ま
だ
公
布
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た

め
、
同
条
六
項
第
三
文
に
基
づ
き
、〔
５
〕
は
一
四
条
六
項
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
（
15
）。

し
か
し
、〔
５
〕
は
同
条
項
の
賃
金
労
働
者
保
護

の
精
神
を
尊
重
し
て
、
同
条
項
と
同
趣
旨
の
解
決
を
導
い
て
い
る
。

さ
て
、〔
５
〕
よ
り
時
間
的
に
は
少
し
前
に
遡
る
が
、
賃
金
債
権
以
外
の
債
権
の
差
押
禁
止
性
に
関
す
る
判
例
と
し
て
〔
６
〕
を
見
て
み
よ
う
。

〔
６
〕
エ
ク
ス
＝
ア
ン
＝
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
控
訴
院
一
九
七
三
年
三
月
一
四
日
判
決
（
16
）

（
事
案
）（
債
権
の
差
押
禁
止
性
の
論
点
に
専
ら
焦
点
を
当
て
て
、
事
案
を
単
純
化
す
る
と
）P

eres

は
ニ
ー
ス
﹇N

ice

﹈
市
内
の
２
個
の
ア

パ
ル
ト
マ
ン
と
１
個
の
地
下
室
を
フ
ラ
ン
ス
・
テ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
﹇S

.A
.

C
om

p
agn

ie
fran

çaise
d

e
T

elex

﹈
に
賃
貸
し
て
い
た
。P

eres

の
納
め
る
べ
き
一
九
六
三
年
度
と
一
九
六
四
年
度
の
所
得
税
未
納
分
の
徴
収
の
た
め
、
ニ
ー
ス
の
収
税
吏
は
、
一
九
七
一
年
六
月
一
五
日
に
、

P
eres

と
フ
ラ
ン
ス
・
テ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
と
の
前
述
の
賃
貸
借
契
約
に
基
づ
く
賃
料
の
停
止
差
押
を
実
行
し
た
。P

eres

は
こ
の
賃
料
が
彼
の

唯
一
の
資
金
源
で
あ
る
ゆ
え
に
、
扶
養
的
性
格
を
有
し
て
い
て
、
労
働
法
典
第
一
編
六
〇
Ａ
条
に
よ
っ
て
対
象
と
さ
れ
た
報
酬
と
同
一
視
さ
れ
、
民

事
訴
訟
法
五
八
一
条
（
17
）

に
よ
り
差
押
え
が
制
限
さ
れ
る
と
し
て
、
停
止
差
押
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
た
。
原
判
決
（
ニ
ー
ス
大
審
裁
判
所
一
九
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七
二
年
七
月
一
二
日
判
決
）
は
当
該
停
止
差
押
を
有
効
と
判
示
し
た
の
で
、P

eres

は
控
訴
し
た
。

（
判
旨
）
控
訴
人
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
た
労
働
法
典
の
規
定
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
賃
金
に
の
み
関
係
す
る
規
定
で
あ
る
と
し
て
、
当
該
規
定

の
賃
料
へ
の
適
用
可
能
性
に
対
し
て
、
ニ
ー
ス
の
収
税
吏
が
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
の
は
正
当
で
あ
る
。（
民
事
訴
訟
法
五
八
一
条
の
本
件
へ
の

適
用
可
能
性
に
つ
い
て
言
え
ば
）
こ
の
条
文
の
規
定
は
、
一
九
七
二
年
七
月
五
日
の
法
律
七
二
ー
六
二
六
号
一
六
条
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。
同
法

は
一
九
七
二
年
九
月
一
六
日
に
発
効
し
、
新
民
法
二
〇
九
二
条
の
二
に
挿
入
さ
れ
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
（1）
法
が
差
押
禁
止

と
宣
言
し
て
い
る
財
産
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
（2）
そ
れ
ら
を
義
務
づ
け
る
名
義
が
そ
れ
ら
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
宣

言
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
扶
養
の
性
質
を
有
す
る
仮
払
金
﹇p

rovision

﹈、
金
銭
﹇som

m
e

﹈
及
び
定
期
金
﹇p

en
sion

﹈〔
は
差
し
押
さ

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
〕。
た
だ
し
、
差
押
え
が
被
差
押
当
事
者
に
供
さ
れ
た
食
料
品
の
た
め
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
限
り
で
な
い
。
・
・
・
新
条

文
に
お
い
て
、
金
銭
﹇so

m
m

e

﹈
と
い
う
語
を
使
用
し
た
こ
と
は
、
差
押
え
を
受
け
た
債
務
者
に
と
っ
て
、
停
止
差
押
を
な
さ
れ
た
金
銭
が
扶
養

的
性
格
を
有
し
て
い
る
か
否
か
を
探
求
す
る
こ
と
を
裁
判
官
に
強
い
る
。
・
・
・
〔
本
件
の
〕
ア
パ
ル
ト
マ
ン
の
賃
料
は
、P

eres

氏
の
唯
一
の
資

金
源
で
あ
っ
た
。P

eres

氏
は
以
前
、
プ
ロ
ジ
ェ
ス
タ
社
﹇S

ociété
P

rogesta

﹈
の
社
長
の
役
職
に
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
資
金
を
得
て
い
た
が
、

一
九
六
七
年
に
こ
の
会
社
が
被
っ
た
損
失
の
結
果
、
会
社
は
完
全
に
消
滅
し
た
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
部
分
的
に
扶
養
的
性
格
を
帯
び
て

い
る
。
・
・
・
控
訴
院
は
、
原
判
決
を
一
部
修
正
す
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
・
テ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
の
賃
料
と
し
てP

eres

氏
に
よ
っ
て
受

領
さ
れ
た
金
銭
は
民
法
二
〇
九
二
条
の
二
の
適
用
に
よ
っ
て
、
一
年
に
つ
き
一
八
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
の
額
に
達
す
る
ま
で
、
差
押
え
が
禁
止
さ
れ
る
。

四
三
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〔
６
〕
は
、
金
銭
の
差
押
え
の
場
合
、
当
該
金
銭
が
扶
養
的
性
格
を
有
す
る
場
合
に
は
差
押
禁
止
性
を
有
す
る
こ
と
と
、
当
該
金
銭
が
扶
養
的
性

格
を
有
す
る
か
否
か
の
判
断
は
裁
判
官
に
課
さ
れ
た
務
め
で
あ
る
こ
と
と
を
判
示
し
て
い
る
。
こ
の
論
理
を
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
金
銭
の
差

押
禁
止
性
の
問
題
に
適
用
す
る
と
、〔
６
〕
は
〔
５
〕
と
軌
を
一
に
す
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
次
に
掲
げ
る
〔
７
〕
は
〔
６
〕
に
言
及
し
て
い
る
。

〔
７
〕
モ
ン
モ
ラ
ン
シ
ー
小
審
裁
判
所
一
九
七
四
年
二
月
二
八
日
判
決
（
18
）

（
事
案
）
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
が
、D

an
iel

D
u

val

が
自
己
の
名
で
ク
レ
デ
ィ
・
リ
ヨ
ネ
銀
行
エ
ル
モ
ン
﹇E

rm
on

t

﹈
支
店
に
開
設
し
た

銀
行
口
座
の
貸
越
額
に
つ
き
、R

aou
lS

otto
が
実
行
し
た
停
止
差
押
の
有
効
性
が
問
題
と
な
っ
た
。

（
判
旨
）
一
九
七
二
年
七
月
五
日
の
法
律
〔
民
法
二
〇
九
二
条
の
二
〕
（
19
）

の
中
に
、
反
対
の
意
味
で
の
明
文
の
規
定
が
な
い
の
で
、
・
・
・
労
働

法
典
六
〇
ａ
条
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
基
礎
的
原
理
、
即
ち
、
差
押
禁
止
性
は
、
た
だ
報
酬
と
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
金
銭
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と

い
う
原
理
（
そ
の
こ
と
は
、
必
然
的
に
、
第
三
債
務
者
は
賃
金
労
働
者
の
債
務
者
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
銀
行
の
場
合
は
そ
れ
に
該
当
し
な
い
）

で
満
足
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
銀
行
の
当
座
勘
定
へ
の
資
金
の
振
込
は
、
民
法
一
九
一
五
条
（
20
）

に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
た
、
不
可
分
物
を
対
象
と

す
る
寄
託
契
約
と
い
か
な
る
関
係
も
有
し
な
い
商
法
上
の
実
務
を
構
成
す
る
。
常
に
変
動
す
る
こ
の
口
座
の
残
高
は
、
銀
行
が
知
る
必
要
の
な
い
さ

ま
ざ
ま
な
原
因
を
有
す
る
貸
方
と
借
方
の
多
く
の
会
計
帳
簿
付
け
の
差
引
残
高
か
ら
生
じ
る
。
・
・
・
使
用
者
に
と
っ
て
の
部
分
的
差
押
禁
止
の
賃

金
を
弁
済
す
る
債
務
と
、
当
座
勘
定
に
預
金
と
し
て
記
入
し
た
銀
行
に
対
す
る
賃
金
労
働
者
の
債
権
と
の
間
に
少
し
も
絆
が
存
在
し
な
い
以
上
、
後

者
の
債
権
は
、
賃
金
の
差
押
禁
止
性
に
関
す
る
法
律
上
の
規
制
を
逃
れ
、
扶
養
の
必
要
の
概
念
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
こ
の
解
決
は
、
法
的
分
析
か
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ら
生
じ
る
だ
け
で
な
く
、
実
務
の
必
要
と
も
両
立
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
一
方
で
は
、
銀
行
は
そ
の
顧
客
の
口
座
に
預
金
と
し
て
記

入
す
る
資
金
の
源
泉
を
探
求
す
る
実
際
上
の
可
能
性
も
有
せ
ず
、
権
利
さ
え
も
有
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
他
方
で
は
、
本
件
に
お
け
る

S
o

tto

の
よ
う
に
、
顧
客
の
債
権
者
は
、
そ
の
扱
い
に
く
い
債
務
者
の
口
座
の
貸
越
額
が
い
か
な
る
範
囲
で
扶
養
的
性
格
の
資
金
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
か
を
知
る
可
能
性
を
一
層
有
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
エ
ク
ス
の
控
訴
院
が
判
示
し
た
よ
う
に
、
も
し
、
裁
判
官
に
、
差
押
え
を
受
け
た
債

務
者
の
口
座
の
貸
方
に
預
金
と
し
て
記
入
さ
れ
た
金
額
が
扶
養
的
性
格
の
資
金
に
由
来
す
る
か
否
か
を
探
求
す
る
「
義
務
」
が
あ
っ
た
な
ら
ば
ー
こ

れ
は
全
て
の
場
合
に
証
拠
調
べ
に
頼
る
こ
と
を
裁
判
官
に
義
務
づ
け
る
ー
徹
底
的
に
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
の
論
理
を
推
し
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
探
求
は
、
例
え
ば
国
庫
債
券
あ
る
い
は
社
債
の
購
入
に
お
い
て
用
い
ら
れ
え
た
資
金
（
そ
れ
ら
は
、
部
分
的
に
賃
金
に
由
来
す
る
限
り
に
お
い

て
差
押
禁
止
と
な
り
う
る
）
の
源
泉
を
も
同
様
に
対
象
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。〔
本
件
に
お
い
て
〕D

u
val

が
そ
の
銀

行
口
座
に
振
り
込
ま
せ
る
賃
金
が
、
家
事
の
唯
一
の
資
金
源
と
な
っ
て
お
り
、
従
っ
て
扶
養
的
性
格
を
有
す
る
か
否
か
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
特
に
、
彼
の
妻
が
職
業
的
収
入
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
・
・
・R

aou
l

S
otto

の
請
求
を
認
容
す

る
。
・
・
・
ク
レ
デ
ィ
・
リ
ヨ
ネ
銀
行
エ
ル
モ
ン
支
店
にD

an
iel

D
u

val

の
名
で
開
設
さ
れ
た
銀
行
口
座
の
貸
越
額
総
額
に
つ
き
、S

otto

に
よ
っ

て
実
行
さ
れ
た
停
止
差
押
を
有
効
な
も
の
、
執
行
力
の
あ
る
も
の
と
宣
言
す
る
。

こ
の
よ
う
に
〔
７
〕
は
、
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
資
金
の
源
泉
を
探
求
す
る
可
能
性
や
権
利
を
銀
行
が
有
せ
ず
、
さ
ら
に
、
裁
判
官
も
こ
の

資
金
の
源
泉
を
調
べ
る
義
務
を
負
わ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。〔
５
〕
や
〔
６
〕
は
口
座
の
資
金
の
源
泉
が
何
で
あ
る
か
を
調
べ
る
こ
と
を
裁
判
官
に

義
務
づ
け
、
そ
の
結
果
、
資
金
が
賃
金
に
由
来
す
る
な
ど
扶
養
的
性
格
を
有
す
る
場
合
に
は
差
押
禁
止
性
を
有
す
る
と
判
示
し
て
い
る
が
、〔
７
〕

四
五
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六

に
よ
る
と
、
差
押
禁
止
性
の
存
否
を
裁
判
官
の
証
拠
調
べ
に
よ
っ
て
決
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、〔
７
〕
は
、
労
働
者

の
使
用
者
に
対
す
る
賃
金
債
権
と
、
労
働
者
の
銀
行
に
対
す
る
預
金
債
権
と
の
間
に
絆
が
存
在
し
な
い
と
し
て
、
労
働
者
の
預
金
債
権
は
差
押
禁
止

性
を
有
し
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
労
働
者
の
預
金
債
権
が
扶
養
的
性
格
を
有
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、〔
７
〕
は
、「
扶
養
の
必
要
の

概
念
と
は
無
関
係
」
だ
と
述
べ
る
一
方
で
、「
扶
養
的
性
格
を
有
す
る
か
否
か
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
態
度
が
必
ず

し
も
一
貫
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

次
に
掲
げ
る
〔
８
〕〔
９
〕〔
10
〕
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
前
に
紹
介
し
た
一
九
七
二
年
一
二
月
二
〇
日
の
法
律
一
一
二
一
号
（
一
九
七
三
年
度

予
算
法
律
）
の
適
用
の
可
否
が
問
題
と
な
っ
た
。

〔
８
〕
シ
ャ
ル
ル
ヴ
ィ
ル
＝
メ
ジ
エ
ー
ル
大
審
裁
判
所
一
九
七
五
年
一
一
月
二
八
日
判
決
（
21
）

（
事
案
）
ク
レ
デ
ィ
・
デ
ュ
・
ノ
ー
ル
銀
行
﹇C

réd
it

d
u

N
ord

﹈
は
、
一
九
七
二
年
五
月
一
九
日
に
、
自
行
にL

am
b

in
et

が
開
設
し
た
預

金
口
座
に
記
載
さ
れ
た
金
銭
全
て
に
つ
い
て
停
止
差
押
を
行
っ
た
。
シ
ャ
ル
ル
ヴ
ィ
ル
＝
メ
ジ
エ
ー
ル
軽
罪
裁
判
所
﹇T

rib
u

n
al

correction
n

el

d
e

C
h

arleville-M
ézières

﹈
一
九
七
二
年
五
月
二
三
日
判
決
に
よ
っ
て
、L

am
bin

et

は
、
自
ら
が
行
っ
た
横
領
の
総
額
及
び
損
害
賠
償
金
を
ク
レ

デ
ィ
・
デ
ュ
・
ノ
ー
ル
銀
行
に
支
払
う
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、L

am
b

in
et

は
、
自
己
の
口
座
の
貸
方
に
は
、
当
時
自
己
の
使
用
者
で
あ
っ

た
ク
レ
デ
ィ
・
デ
ュ
・
ノ
ー
ル
銀
行
がL

am
b

in
et

に
支
払
う
べ
き
賃
金
だ
け
が
記
載
さ
れ
て
い
た
と
い
う
理
由
で
、
本
件
停
止
差
押
の
無
効
を
主

張
し
て
い
る
。L

am
b

in
et

は
、
労
働
の
報
酬
を
、
そ
の
扶
養
的
性
格
を
考
慮
し
て
部
分
的
に
差
押
禁
止
と
す
る
労
働
法
典
六
一
条
一
項
の
規
定
を

援
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ク
レ
デ
ィ
・
デ
ュ
・
ノ
ー
ル
銀
行
は
、
報
酬
及
び
賃
金
と
し
て
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
金
銭
は
、
そ
の
個
別
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性
（
個
性
）
を
失
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
差
押
禁
止
性
と
い
う
利
点
も
失
う
と
い
う
の
が
不
変
の
判
例
で
あ
り
、
一
致
し
た
学
説
で
あ
る
と
主
張
し
て

い
る
。（

判
旨
）
本
件
で
は
、
一
九
七
二
年
一
二
月
二
〇
日
の
予
算
法
律
一
一
二
一
号
一
四
条
六
項
は
適
用
さ
れ
え
な
い
。
こ
の
条
文
は
、
あ
ら
ゆ
る

故
障
申
立
て
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
座
勘
定
へ
の
振
込
に
よ
っ
て
弁
済
さ
れ
る
賃
金
労
働
者
に
対
し
、
賃
金
の
差
押
禁
止
あ
る
い
は
譲
渡
禁
止
の
部
分

の
限
度
内
に
お
い
て
、
当
該
口
座
か
ら
の
引
出
し
を
認
め
て
い
る
。
・
・
・
本
件
に
お
い
て
、
前
述
の
一
九
七
二
年
一
二
月
二
〇
日
の
法
律
は
、
一

九
七
二
年
五
月
一
九
日
に
実
行
さ
れ
た
故
障
申
立
て
（
差
止
め
）
よ
り
後
の
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
発
効
は
、
こ
の
日
に
は
ま
だ
公
布
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
適
用
デ
ク
レ
の
公
布
に
明
白
に
依
存
し
て
い
る
。L

am
b

in
et

は
、
労
働
法
典
が
、
振
込
の
方
法
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
、
賃
金
の

保
護
を
確
立
し
た
こ
と
と
、
労
働
者
の
報
酬
が
そ
の
使
用
者
あ
る
い
は
賃
金
労
働
者
の
受
寄
者
で
あ
る
銀
行
の
手
元
に
留
ま
っ
て
い
る
限
り
、
報
酬

は
そ
の
賃
金
と
い
う
性
格
を
保
持
し
、
差
押
禁
止
性
を
享
受
し
つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
と
を
主
張
し
た
が
、
そ
の
主
張
は
斥
け
ら
れ
る
。
・
・
・
使

用
者
は
そ
の
被
用
者
の
口
座
へ
の
賃
金
の
額
の
振
込
に
よ
っ
て
債
務
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
・
・
・
そ
の
こ
と
か
ら
、
賃
金
は
そ
の
固
有
の
性
格
を
失

っ
て
、
口
座
の
他
の
要
素
と
混
じ
り
合
い
、
そ
れ
ら
と
と
も
に
債
権
者
の
担
保
と
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
報
酬
は
、
口
座
の
貸
方
に
記
入
さ
れ

た
時
、
賃
金
労
働
者
に
留
保
さ
れ
た
保
護
は
受
け
ら
れ
な
く
な
り
、
共
通
法
上
の
停
止
差
押
の
対
象
と
な
る
。
一
九
七
二
年
一
二
月
二
〇
日
の
法
律

が
既
に
適
用
可
能
で
あ
る
と
い
うL

am
b

in
et

の
主
張
は
斥
け
ら
れ
る
。
確
か
に
、
本
法
一
四
条
六
項
は
そ
の
第
三
文
に
お
い
て
、
本
法
の
発
効
が

ま
だ
公
布
さ
れ
て
い
な
い
適
用
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
停
止
差
押
は
有
効
で
あ
り
、L

am
b

in
et

の
全

て
の
請
求
を
棄
却
す
る
。

四
七
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四
八

〔
９
〕
リ
モ
ー
ジ
ュ
控
訴
院
一
九
七
九
年
五
月
七
日
判
決
（
22
）

（
事
案
）
ク
レ
ル
モ
ン
＝
フ
ェ
ラ
ン
大
審
裁
判
所
﹇T

ribu
n

al
d

e
gran

d
e

in
stan

ce
d

e
C

lerm
on

t-F
erran

d

﹈
一
九
七
三
年
五
月
二
一
日

判
決
に
よ
っ
て
、A

n
d

ou
ze

はJosep
h

A
n

d
ré

に
対
し
て
貸
借
契
約
の
元
利
金
と
損
害
賠
償
を
支
払
う
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
判
決
に
基
づ
き
、

A
n

d
ré

は
タ
ル
ノ
ー
銀
行
﹇b

an
q

u
e

T
arn

au
d

﹈
ブ
リ
ー
ヴ
﹇B

rive

﹈
支
店
に
開
設
さ
れ
たA

n
d

ou
ze

の
銀
行
口
座
に
つ
い
て
停
止
差
押
を
実

行
さ
せ
た
。A

n
d

o
u

ze
は
、
こ
の
口
座
の
資
金
が
賃
金
に
由
来
す
る
と
し
て
、
停
止
差
押
の
無
効
を
主
張
し
た
。
原
判
決
〔
ブ
リ
ー
ヴ
大
審
裁
判

所
一
九
七
八
年
三
月
一
六
日
判
決
〕
は
、
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
金
銭
は
、
銀
行
口
座
に
預
け
ら
れ
た
の
で
債
務
者
の
財
産
に
混
入
し
、
民
法
二
〇
九

三
条
（
23
）

の
意
味
で
の
債
権
者
の
共
同
の
担
保
を
構
成
し
た
と
評
価
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
金
銭
は
、
民
事
訴
訟
法
五
五
七
条
以
下
（
24
）

に
よ
っ

て
予
定
さ
れ
た
手
続
に
従
っ
て
、
停
止
差
押
の
対
象
と
な
り
え
た
。A

n
d

o
u

ze

は
控
訴
し
、
一
九
七
二
年
一
二
月
二
〇
日
の
予
算
法
律
一
四
条
の

規
定
を
援
用
し
、
停
止
差
押
の
無
効
を
主
張
し
て
い
る
。

（
判
旨
）
一
九
七
二
年
一
二
月
二
〇
日
の
予
算
法
律
七
二
ー
一
一
二
一
号
一
四
条
六
項
は
、
あ
ら
ゆ
る
異
議
申
立
て
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

報
酬
が
預
金
あ
る
い
は
貸
付
金
の
当
座
勘
定
へ
の
振
込
に
よ
っ
て
決
済
さ
れ
る
賃
金
労
働
者
は
、
労
働
法
典
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
賃

金
の
差
押
禁
止
あ
る
い
は
譲
渡
禁
止
の
部
分
の
制
限
内
に
お
い
て
、
毎
月
こ
の
口
座
か
ら
の
引
出
し
を
実
行
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
決
定
し
た
。
し

か
し
、
こ
の
同
じ
条
文
は
、
デ
ク
レ
が
本
条
の
適
用
条
件
を
規
定
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
付
加
し
て
お
り
、
こ
の
差
押
え
の
日
に
は
、
い
か
な
る
デ

ク
レ
も
公
布
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
の
下
で
、
本
法
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
原
則
は
考
慮
さ
れ
え
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
賃
金
の
部
分
的
差
押
禁
止
性
の
名
に
お
い
て
、
そ
の
口
座
に
記
入
さ
れ
た
価
値
を
保
護
せ
よ
と
のA

n
d

o
u

ze

の
請
求
は
、
口
座
の
不
可
分

性
の
概
念
や
確
認
と
抵
触
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
労
働
の
報
酬
は
、
銀
行
が
受
領
し
た
時
か
ら
そ
の
賃
金
と
し
て
の
性
質
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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ま
た
、
こ
の
報
酬
は
も
は
や
使
用
者
に
よ
っ
て
賃
金
労
働
者
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら

の
報
酬
が
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
日
か
ら
、
そ
の
報
酬
は
賃
金
と
し
て
の
固
有
の
性
格
を
失
い
、
そ
の
口
座
の
他
の
要
素
と
混
同
さ
れ
、
債
権

者
の
共
同
の
担
保
と
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

〔
10
〕
リ
オ
ン
控
訴
院
一
九
八
〇
年
三
月
二
六
日
判
決
（
25
）

（
事
案
）
不
明
で
あ
る
が
、
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
賃
金
の
停
止
差
押
の
有
効
性
が
争
わ
れ
た
事
案
の
よ
う
で
あ
る
。

（
判
旨
）
一
九
七
二
年
一
二
月
二
〇
日
の
予
算
法
律
一
四
条
六
項
は
、
当
座
勘
定
、
預
金
口
座
あ
る
い
は
貸
付
金
口
座
の
封
鎖
が
、
賃
金
の
譲

渡
禁
止
あ
る
い
は
差
押
禁
止
の
部
分
に
関
す
る
労
働
法
典
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
効
果
を
有
し
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
の
で
は

あ
る
が
、
あ
る
デ
ク
レ
が
こ
の
条
文
の
適
用
条
件
を
規
定
し
て
お
り
、
そ
の
デ
ク
レ
は
今
日
ま
で
公
布
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
同
様
に

指
摘
さ
れ
る
。
訴
訟
中
の
債
務
者
の
反
証
が
な
い
の
で
、
本
件
に
は
共
通
法
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
停
止
差
押
は
、

債
権
の
額
に
達
す
る
ま
で
有
効
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、〔
７
〕〔
８
〕〔
９
〕
は
、
い
ず
れ
も
、
銀
行
口
座
へ
の
振
込
後
も
賃
金
債
権
が
差
押
禁
止
性
を
保
持
し
つ
づ
け
る
旨
規
定
す
る
一

九
七
二
年
一
二
月
二
〇
日
の
法
律
一
一
二
一
号
（
一
九
七
三
年
度
予
算
法
律
）
一
四
条
六
項
の
適
用
を
、
適
用
デ
ク
レ
の
未
公
布
を
理
由
に
排
除
し
、

口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
賃
金
に
差
押
禁
止
性
と
い
う
保
護
を
与
え
て
い
な
い
。

し
か
し
、
一
九
八
一
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
次
の
よ
う
な
適
用
デ
ク
レ
が
公
布
さ
れ
た
。

四
九



口
座
振
込
と
債
権
の
差
押
禁
止
性
・
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨

五
〇

一
九
七
三
年
度
予
算
法
律
に
関
す
る
一
九
七
二
年
一
二
月
二
〇
日
の
法
律
一
一
二
一
号
一
四
条
六
項
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
一
九
八
一
年
四
月

九
日
デ
ク
レ
三
五
九
号
﹇D

écret
n

o
81-359

d
u

9
avril

1981,
p

ortan
t

ap
p

lication
d

es
d

isp
osition

s
d

e
l’article

14-V
I

d
e

la
loi

n
o

72-

1121
d

u
20

d
écem

bre
1972

p
ortan

t
loid

e
fin

an
ces

p
ou

r
1973

﹈

第
一
条
　
労
働
の
報
酬
が
全
部
な
い
し
一
部
入
金
さ
れ
る
当
座
勘
定
、
預
金
口
座
あ
る
い
は
貸
付
金
口
座
が
停
止
差
押
、
故
障
の
申
立
て
、
あ
る

い
は
第
三
債
務
者
へ
の
差
押
通
知
の
対
象
と
な
る
と
き
、
第
三
債
務
者
は
、
こ
の
差
押
行
為
の
第
三
債
務
者
へ
の
送
達
前
の
二
ヵ
月
間
に
振
込
あ
る

い
は
小
切
手
に
よ
っ
て
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
報
酬
の
差
押
禁
止
の
部
分
を
、
賃
金
労
働
者
の
請
求
に
基
づ
き
、
同
じ
期
間
内
に
こ
の
口
座
か
ら
引

き
出
さ
れ
た
金
額
を
差
し
引
い
て
、
賃
金
労
働
者
の
自
由
に
委
ね
る
。

第
二
条
　
報
酬
の
差
押
禁
止
の
部
分
の
決
定
は
、
使
用
者
に
よ
っ
て
、
労
働
法
典
の
諸
規
定
に
従
っ
て
、
か
つ
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
こ
の
差
押
禁

止
の
部
分
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
控
除
を
考
慮
し
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
決
定
は
、
第
三
債
務
者
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
証
明
の
対
象
と
な

る
。第

三
条
　
第
三
債
務
者
へ
の
差
押
通
知
の
場
合
、
こ
の
通
知
の
実
行
は
、
口
座
名
義
人
が
も
し
賃
金
労
働
者
で
あ
れ
ば
、
第
一
条
の
規
定
の
適
用

を
容
認
す
る
た
め
に
、
適
切
か
つ
必
要
な
正
当
化
を
行
い
う
る
た
め
に
、
一
〇
日
間
留
保
さ
れ
る
。

第
四
条
　
停
止
差
押
が
、
差
押
行
為
の
第
三
債
務
者
へ
の
送
達
後
に
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
金
銭
に
対
し
て
そ
の
効
果
を
保
持
し
て
い
る
限
り
、

新
規
の
報
酬
が
そ
の
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
、
第
三
債
務
者
は
、
毎
月
、
第
二
条
に
予
定
さ
れ
た
要
件
の
下
で
、
こ
れ
ら
の
報
酬
の
差
押
禁
止

部
分
を
賃
金
労
働
者
の
自
由
に
委
ね
る
。

第
五
条
　
こ
の
デ
ク
レ
の
適
用
の
困
難
さ
は
、
停
止
差
押
の
有
効
性
に
関
す
る
訴
訟
手
続
に
管
轄
権
を
有
す
る
裁
判
官
に
よ
っ
て
、
急
速
審
理
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﹇référé
﹈
に
お
い
て
解
決
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
適
用
デ
ク
レ
は
、
第
一
条
及
び
第
四
条
に
お
い
て
、
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
賃
金
に
つ
い
て
差
押
禁
止
性
を
規
定
し
て
、

賃
金
労
働
者
を
保
護
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
一
九
八
五
年
に
は
、
社
会
保
障
（
公
的
扶
助
）
の
一
類
型
で
あ
る
家
族
給
付
に
関
す
る
デ
ク
レ
﹇D

écret
n

o
85-830

d
u

2
aoû

t

1985
p

ortan
t

d
iverses

d
isp

osition
s

d
’ap

p
lication

d
e

la
loin

o85-17
d

u
4

jan
vier

1985
relative

au
x

m
esu

res
en

faveu
r

d
es

jeu
n

es

fam
illes

et
d

es
fam

illes
n

om
b

reu
ses

﹈
が
、
そ
の
第
六
条
か
ら
第
一
〇
条
に
、
上
の
一
九
八
一
年
の
適
用
デ
ク
レ
に
準
ず
る
規
定
を
置
い
て
、

口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
家
族
給
付
金
の
差
押
禁
止
を
定
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
以
下
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。

第
六
条
　
家
族
給
付
が
全
部
な
い
し
一
部
入
金
さ
れ
る
当
座
勘
定
、
預
金
口
座
あ
る
い
は
貸
付
金
口
座
が
停
止
差
押
、
故
障
の
申
立
て
、
あ
る
い

は
第
三
債
務
者
へ
の
差
押
通
知
の
対
象
と
な
る
と
き
、
第
三
債
務
者
は
、
こ
の
差
押
行
為
の
第
三
債
務
者
へ
の
送
達
前
の
二
ヵ
月
間
に
振
込
あ
る
い

は
小
切
手
に
よ
っ
て
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
家
族
給
付
を
、
受
給
者
の
請
求
に
基
づ
き
、
同
じ
期
間
内
に
こ
の
口
座
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
金
額
を
差

し
引
い
て
、
受
給
者
の
自
由
に
委
ね
る
。

そ
の
た
め
に
、
こ
の
請
求
を
行
う
受
給
者
は
、
こ
の
期
間
内
に
自
己
の
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
家
族
給
付
の
金
額
の
、
第
三
債
務
者
に
提
出
さ
れ

る
べ
き
証
明
を
、
彼
が
そ
の
管
轄
に
属
す
る
債
務
者
た
る
業
務
機
関
の
も
と
で
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
　
第
三
債
務
者
へ
の
差
押
通
知
の
手
続
を
用
い
る
場
合
、
こ
の
通
知
の
実
行
は
、
口
座
名
義
人
が
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
必
要
な
正
当

五
一
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五
二

化
を
行
い
う
る
た
め
に
、
一
〇
日
間
留
保
さ
れ
る
。

第
八
条
　
停
止
差
押
が
、
差
押
行
為
の
第
三
債
務
者
へ
の
送
達
後
に
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
金
銭
に
対
し
て
そ
の
効
果
を
保
持
し
て
い
る
場
合
、

第
三
債
務
者
は
、
毎
月
、
第
六
条
及
び
第
七
条
に
予
定
さ
れ
た
要
件
の
下
で
、
当
該
口
座
に
後
日
振
り
込
ま
れ
た
家
族
給
付
の
金
額
を
受
給
者
の
自

由
に
委
ね
る
。

第
九
条
　
第
六
条
、
第
七
条
及
び
第
八
条
の
諸
規
定
は
、
差
押
行
為
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
表
示
か
ら
、
当
該
口
座
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
停
止
差
押

あ
る
い
は
故
障
申
立
て
が
、
振
り
込
ま
れ
る
家
族
給
付
の
受
益
者
で
あ
る
、
社
会
保
障
法
典
Ｌ
五
六
一
ー
二
条
の
意
味
に
お
け
る
子
の
排
他
的
（
独

占
的
）
な
必
要
に
供
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
不
正
な
策
略
（
詐
術
）
あ
る
い
は
虚
偽
の
届
出
に
よ
っ
て
収
受
さ
れ
た
家
族
給
付
を
回
収
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
こ
と
に
な
る
場
合
に
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。

第
十
条
　
第
六
条
乃
至
第
九
条
の
適
用
の
困
難
さ
は
、
停
止
差
押
の
有
効
性
に
関
す
る
訴
訟
手
続
に
管
轄
権
を
有
す
る
裁
判
官
に
よ
っ
て
、
急
速

審
理
﹇référé

﹈
に
お
い
て
解
決
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
次
の
判
決
が
下
さ
れ
た
。

〔
11
〕
破
毀
院
第
二
民
事
部
一
九
八
七
年
五
月
二
五
日
判
決
（
26)

（
事
案
）
事
案
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
寡
婦
ピ
カ
ー
ル
﹇V

eu
ve

P
icard

﹈
がS

O
F

IN
C

O
L

A
H

E
M

IN

社
を
相
手
取
っ
て
起
こ
し
た
訴

訟
の
上
告
審
で
、
彼
女
は
原
審
の
オ
ル
レ
ア
ン
控
訴
院
が
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
年
金
の
差
押
え
を
認
め
た
こ
と
の
破
毀
を
申
し
立
て
た
よ
う
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で
あ
る
。

（
判
旨
）
市
民
軍
人
年
金
法
典
（
27
）

Ｌ
五
六
条
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
年
金
は
、
一
定
の
公
共
団
体
（
28
）

に
対
す
る
税
の
滞
納
の
場
合
、
あ
る
い
は
民

法
二
一
〇
一
条
（
29
）

に
よ
る
先
取
特
権
付
き
債
権
の
弁
済
や
民
法
の
予
定
す
る
扶
養
料
債
務
の
弁
済
の
場
合
、
あ
る
い
は
婚
姻
上
の
負
担
の
割
り
振
り

の
履
行
の
場
合
を
除
い
て
、
譲
渡
禁
止
か
つ
差
押
禁
止
で
あ
る
。
銀
行
が
、
寡
婦
と
孤
児
の
軍
人
年
金
の
受
益
者
の
銀
行
口
座
に
つ
い
て
停
止
差
押

を
実
行
し
、
こ
の
差
押
え
の
法
的
有
効
性
の
宣
言
を
求
め
た
場
合
、
控
訴
院
は
、
当
該
口
座
が
主
と
し
て
軍
人
年
金
が
振
り
込
ま
れ
る
口
座
で
あ
っ

た
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
、
提
出
さ
れ
た
証
明
書
を
調
べ
て
み
る
と
、
支
給
さ
れ
た
年
金
を
表
す
金
銭
の
差
押
禁
止
性
を
保
証
す
る
の
は
控
訴
院
の

役
目
で
あ
る
の
に
、
当
該
差
押
え
の
効
果
を
制
限
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
故
に
、
控
訴
院
は
上
記
の
条
文
に
違
反
し
た
。
よ
っ
て
、
原
判
決
を
破
毀
す
る
。

〔
12
〕
リ
ヨ
ン
小
審
裁
判
所
一
九
八
九
年
三
月
一
五
日
判
決
（
30
）

（
判
旨
）
一
九
七
三
年
度
予
算
法
律
に
関
す
る
一
九
七
二
年
一
二
月
二
〇
日
の
法
律
一
一
二
一
号
一
四
条
六
項
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
一
九

八
一
年
四
月
九
日
デ
ク
レ
三
五
九
号
第
一
条
は
、
賃
金
収
入
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
扶
養
的
性
格
を
帯
び
た
他
の
全
て
の
収
入
を
も
含
ん
で
お
り
、

し
た
が
っ
て
、
奨
学
金
と
し
て
そ
の
名
義
人
で
あ
る
学
生
に
支
払
わ
れ
る
金
銭
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

賃
金
債
権
と
家
族
給
付
の
場
合
に
は
、
前
述
の
如
く
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
に
も
差
押
禁
止
性
を
失
わ

な
い
と
明
文
の
規
定
で
宣
言
さ
れ
て
い
た
が
、
年
金
や
奨
学
金
の
場
合
に
つ
い
て
は
明
文
の
規
定
が
な
か
っ
た
。〔
11
〕
と
〔
12
〕
は
こ
の
法
の
欠

缺
を
埋
め
る
判
決
で
あ
る
。

五
三



口
座
振
込
と
債
権
の
差
押
禁
止
性
・
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨

五
四

以
上
の
判
例
の
展
開
を
総
括
す
る
と
、
当
初
は
、
銀
行
を
預
金
者
（
賃
金
債
権
者
）
の
代
理
人
（
受
任
者
）
と
み
る
か
、
預
金
者
（
賃
金
債
権
者
）

の
使
用
者
（
賃
金
債
権
の
債
務
者
）
た
る
会
社
の
代
理
人
と
み
る
か
（
そ
れ
は
預
金
と
し
て
振
り
込
ま
れ
た
賃
金
の
差
押
禁
止
性
の
存
否
に
関
わ
る
）

の
見
解
の
対
立
が
あ
り
、
あ
る
い
は
、
口
座
に
あ
る
資
金
の
源
泉
を
調
査
し
て
差
押
禁
止
を
主
張
し
う
る
か
否
か
の
争
い
が
あ
っ
た
が
、
差
押
禁
止

債
権
も
、
そ
れ
に
か
か
る
給
付
が
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
後
は
、
差
押
禁
止
性
を
失
う
と
す
る
裁
判
例
が
数
の
上
で
は
優
勢
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
後
も
差
押
を
禁
止
す
る
法
令
が
制
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
裁
判
例
も
し
だ
い
に
そ
れ

に
従
う
傾
向
を
見
せ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
法
令
は
包
括
的
な
も
の
で
は
な
く
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
の
差
押
禁
止
性
の

帰
趨
に
関
す
る
一
般
的
規
定
は
、
一
九
九
一
年
の
民
事
執
行
法
改
革
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

第
二
節
　
一
九
九
一
年
の
民
事
執
行
法
改
革

一
九
九
一
年
七
月
九
日
付
け
で
民
事
執
行
手
続
の
改
正
に
関
す
る
法
律
が
公
布
さ
れ
、
翌
一
九
九
二
年
七
月
三
一
日
付
け
で
同
法
の
適
用
デ
ク
レ

が
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
民
事
執
行
法
（
一
八
〇
六
年
公
布
の
旧
民
事
訴
訟
法
第
五
編
「
判
決
の
執
行
」）
を
全
面
的
に
改
正
し
た
も
の
で
あ
る

の
で
、
本
来
、
法
律
及
び
デ
ク
レ
全
体
に
わ
た
っ
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
銀
行
口
座
に
振
り
込

ま
れ
た
場
合
の
差
押
禁
止
性
の
帰
趨
の
問
題
に
限
定
し
て
検
討
す
る
。

ま
ず
、
民
事
執
行
手
続
の
改
正
に
関
す
る
一
九
九
一
年
七
月
九
日
の
法
律
﹇L

oi
n

o
91 -650

d
u
9

ju
illet

1991 ,
p

ortan
t

réform
e

d
es

p
rocéd

u
res

civiles
d

’exécu
tion

﹈
（
31
）

第
一
五
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
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「
差
押
禁
止
債
権
は
、
そ
の
金
額
が
あ
る
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
と
き
で
も
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
諸
条
件
の

下
で
、
な
お
差
押
禁
止
の
も
の
で
あ
り
続
け
る
。」

こ
の
よ
う
に
、
同
法
は
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
で
も
、
差
押
禁
止
性
は
維
持
さ
れ
る
旨
の
明
文
の

規
定
を
置
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
は
、「
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
諸
条
件
の
下
で
」
と
い
う
留
保
が
付
い
て

い
る
の
で
、
当
該
デ
ク
レ
も
あ
わ
せ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条
に
い
う
「
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ
」
と
は
、
同
法
の
適
用
デ
ク

レ
、
す
な
わ
ち
、
民
事
執
行
手
続
の
改
正
に
関
す
る
一
九
九
一
年
七
月
九
日
の
法
律
の
適
用
の
た
め
の
民
事
執
行
手
続
に
関
す
る
新
し
い
諸
規
範
を

制
定
す
る
一
九
九
二
年
七
月
三
一
日
の
デ
ク
レ
﹇D

écret
n

o
92-755

d
u

31
ju

illet
1992,

in
stitu

an
t

d
e

n
ou

velles
règles

relatives
au

x

p
rocéd

u
res

civiles
d

’exécu
tion

p
ou

r
l’ap

p
lication

d
e

la
loi

n
o

91-650
d

u
9

ju
illet

1991
p

ortan
t

réform
e

d
es

p
rocéd

u
res

civiles

d
’ex

écu
tion

﹈
（
32
）

で
あ
る
。
同
デ
ク
レ
は
、
差
押
禁
止
債
権
に
由
来
す
る
金
銭
で
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
も
の
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
第
四
四
条
〜

四
七
条
に
詳
細
な
規
定
を
置
い
て
い
る
。

ま
ず
、
一
九
九
二
年
七
月
三
一
日
の
デ
ク
レ
四
四
条
第
一
項
は
、「
口
座
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
差
押
禁
止
債
権
相
当
額
が
振
り
込
ま
れ
た
と
き

は
、
差
押
禁
止
性
は
右
金
額
に
達
す
る
ま
で
、
口
座
残
高
に
移
行
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
九
九
一
年
七
月
九
日
の
法
律
一
五
条
と

ほ
ぼ
同
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
。
次
に
、
一
九
九
二
年
七
月
三
一
日
の
デ
ク
レ
四
四
条
第
二
項
は
、「
前
項
の
口
座
が
強
制
執
行
又
は
保
全
差
押
え
の

対
象
と
な
っ
た
と
き
は
、
口
座
名
義
人
は
右
金
額
の
源
泉
を
証
明
し
て
、
以
下
の
諸
条
文
に
示
さ
れ
た
諸
条
件
の
下
で
、
対
象
額
が
自
己
の
処
分
に

委
ね
ら
れ
る
よ
う
、
第
三
債
務
者
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
、
同
三
項
は
、「
前
項
の
請
求
は
、
差
押
債
権
者
が
差
し
押
さ

え
ら
れ
た
金
銭
の
弁
済
を
請
求
す
る
前
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
。

五
五



口
座
振
込
と
債
権
の
差
押
禁
止
性
・
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨

五
六

で
は
、
一
九
九
二
年
七
月
三
一
日
の
デ
ク
レ
四
四
条
第
二
項
に
お
け
る
「
源
泉
」
を
ど
の
よ
う
に
証
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
源
泉
」
の

証
明
に
つ
い
て
、
立
法
に
参
画
し
た
学
者
は
、「
一
般
的
に
は
困
難
な
も
の
で
は
な
く
、
給
料
明
細
書
﹇b

u
lletin

d
e

salaire

﹈
の
提
出
が
あ
れ
ば

足
り
る
し
、
口
座
に
預
金
と
し
て
記
入
す
る
に
至
っ
た
取
引
の
展
開
そ
の
も
の
（
小
切
手
の
交
付
や
振
込
）
が
資
金
の
源
泉
を
示
す
こ
と
に
な
ろ
う
」

と
説
明
し
て
い
る
（
33
）。

ま
た
、
あ
る
裁
判
官
は
、「
社
会
給
付
あ
る
い
は
失
業
補
償
金
の
明
細
書
、
給
料
明
細
書
、
支
払
担
当
機
関
の
証
明
書
」
を
提

出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
源
泉
」
を
証
明
し
う
る
と
述
べ
て
い
る
（
34
）。

次
に
、
差
押
禁
止
債
権
は
定
期
的
債
権
と
非
定
期
的
債
権
に
区
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
二
年
七
月
三

一
日
の
デ
ク
レ
四
五
条
は
定
期
的
債
権
に
つ
い
て
規
定
し
、
同
一
項
は
「
差
押
禁
止
債
権
が
、
給
料
、
退
職
年
金
、
家
族
給
付
あ
る
い
は
失
業
補
償

金
と
し
て
支
払
わ
れ
た
金
銭
の
よ
う
な
定
期
的
債
権
に
由
来
す
る
場
合
に
は
、
口
座
名
義
人
は
、
最
後
の
振
込
後
に
口
座
の
借
方
に
発
生
す
べ
き
取

引
額
を
控
除
し
て
、
そ
の
即
時
の
解
放
を
請
求
し
う
る
」
と
規
定
す
る
。

同
条
に
お
け
る
定
期
的
債
権
の
一
覧
表
は
例
示
に
過
ぎ
ず
、
雇
用
促
進
最
低
収
入
﹇R

even
u

M
in

im
u

m
d

’In
sertion

﹈
（
35
）

や
障
害
年
金
、
奨
学
金

等
の
収
入
や
給
付
を
も
含
み
う
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
36
）。

ま
た
、
同
条
の
文
言
は
や
や
理
解
し
が
た
い
点
が
あ
る
が
、「
最
後
の
振
込
後
に
・
・
・
そ

の
即
時
の
解
放
を
請
求
し
う
る
」
と
あ
る
の
は
、
口
座
の
差
押
を
受
け
た
債
務
者
（
＝
預
金
債
権
者
）
が
自
由
に
処
分
し
う
る
の
は
、
最
後
の
振
込

分
に
限
定
さ
れ
、
例
え
ば
、
毎
月
１
回
支
払
わ
れ
、
口
座
に
振
り
込
ま
れ
る
給
料
に
つ
い
て
は
、
給
料
の
一
ヵ
月
分
に
つ
い
て
の
差
押
禁
止
部
分
の

み
が
債
務
者
（
＝
預
金
債
権
者
、
給
料
債
権
者
）
の
自
由
な
処
分
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
趣
旨
に
理
解
さ
れ
て
い
る
（
37
）。

さ
ら
に
、
同
条
に
「
最
後
の
振
込
後
に
口
座
の
借
方
に
発
生
す
べ
き
取
引
額
を
控
除
し
て
」
と
あ
る
の
は
、
差
押
前
の
最
後
の
振
込
分
と
し
て
差

押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
口
座
に
預
金
と
し
て
記
入
さ
れ
た
後
に
、
債
務
者
（
＝
口
座
名
義
人
）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
支
出
（
負
債
の
取
引
）
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を
、
差
押
禁
止
部
分
か
ら
控
除
す
べ
き
だ
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
当
該
支
出
が
債
務
者
の
日
常
生
活
の
必
要
に
よ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
本
来
か
か
る
必
要
に
応
え
る
目
的
で
給
付
さ
れ
る
べ
き
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
か
ら
支
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
意
味
す
る
（
38
）。

な
お
、
前
述
の
差
押
禁
止
債
権
の
う
ち
、
非
定
期
的
債
権
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
一
九
九
二
年
七
月
三
一
日
の
デ
ク
レ
四
六
条
に
規
定
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
一
項
は
、「
差
押
禁
止
債
権
が
非
定
期
的
債
権
に
由
来
す
る
場
合
に
は
、
口
座
名
義
人
は
、
当
該
債
権
が
記
入
さ
れ
た
日

以
降
に
口
座
の
借
方
に
発
生
す
べ
き
取
引
額
を
控
除
し
て
、
右
債
権
額
の
解
放
を
請
求
し
う
る
」
と
規
定
す
る
。
同
項
は
、
定
期
的
債
権
に
関
す
る

デ
ク
レ
四
五
条
と
異
な
り
、
非
定
期
的
債
権
を
例
示
し
て
い
な
い
。
非
定
期
的
債
権
の
例
と
し
て
は
、
永
続
的
な
就
労
不
能
を
被
っ
た
労
災
事
故
の

被
害
者
に
付
与
さ
れ
る
財
産
上
の
補
償
請
求
権
や
、
人
身
事
故
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
債
権
（
た
だ
し
、
被
害
者
に
と
っ
て
扶
養
的
性
格
を
有
す
る

も
の
に
限
ら
れ
る
）
等
が
考
え
ら
れ
る
（
39
）。

デ
ク
レ
四
六
条
二
項
は
「
前
項
に
よ
る
解
放
は
、
継
続
中
の
取
引
の
清
算
の
た
め
の
一
五
日
の
期
間
の
経
過
前
に
は
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と

規
定
し
、
非
定
期
的
債
権
の
場
合
は
、
定
期
的
債
権
の
よ
う
に
口
座
名
義
人
に
と
っ
て
即
時
に
処
分
可
能
と
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
非
定
期
的
債
権
は
、
一
般
に
、
定
期
的
債
権
よ
り
も
扶
養
的
性
格
（
債
務
者
の
日
常
生
活
上
の
必
要
に
応
え
る
性
格
）
が
弱
い
と
解
さ
れ
る
た

め
、
債
務
者
（
＝
非
定
期
的
債
権
の
債
権
者
）
の
保
護
が
よ
り
薄
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
（
40
）。

第
三
節
　
一
九
九
一
年
の
民
事
執
行
法
改
革
以
降
の
状
況

で
は
、
前
記
立
法
が
な
さ
れ
た
後
、
ど
の
よ
う
な
裁
判
例
が
登
場
し
て
い
る
か
、
見
て
み
よ
う
。

五
七
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八

ま
ず
、
一
九
九
二
年
七
月
三
一
日
の
デ
ク
レ
四
五
条
一
項
に
も
差
押
禁
止
債
権
と
し
て
例
示
さ
れ
て
い
る
「
家
族
給
付
」
が
口
座
に
振
り
込
ま
れ

た
場
合
に
関
す
る
裁
判
例
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
〔
13
〕
と
〔
14
〕
が
あ
る
。

〔
13
〕
ア
ミ
ア
ン
大
審
裁
判
所
一
九
九
三
年
三
月
四
日
判
決
（
41
）

事
案
は
不
明
な
の
で
、
判
旨
の
み
記
す
。（
判
旨
）
社
会
保
障
法
典
Ｌ
五
五
三
―
四
条
に
よ
れ
ば
、
家
族
給
付
は
商
事
的
性
質
の
債
務
の
取
立

に
関
し
て
差
押
禁
止
性
を
有
す
る
。
一
九
九
一
年
七
月
九
日
の
法
律
九
一
―
六
五
〇
号
の
適
用
の
た
め
の
一
九
九
二
年
七
月
三
一
日
の
デ
ク
レ
九
二

―
七
五
五
号
の
文
言
に
よ
れ
ば
、
口
座
に
差
押
禁
止
債
権
相
当
額
が
振
り
込
ま
れ
た
と
き
は
、
差
押
禁
止
性
は
右
金
額
に
達
す
る
ま
で
口
座
残
高
に

移
行
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
差
押
禁
止
債
権
の
金
額
を
控
除
し
た
後
、
帰
属
差
押
さ
れ
る
金
額
を
別
に
取
り
分
け
る
べ
き
で
あ
る
。

〔
14
〕
リ
ヨ
ン
大
審
裁
判
所
一
九
九
五
年
三
月
七
日
判
決
（
42
）

事
案
は
不
明
な
の
で
、
判
旨
の
み
記
す
。（
判
旨
）
家
族
給
付
は
差
押
禁
止
で
あ
る
。
建
築
住
居
法
典
Ｌ
三
五
一
―
九
条
に
規
定
さ
れ
た
場
合

で
な
い
限
り
、
個
別
的
要
求
に
対
応
し
た
援
助
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
本
件
は
上
記
の
例
外
に
該
ら
な
い
。
一
九
九
二
年
七
月
三
一
日
の
デ
ク

レ
九
二
―
七
五
五
号
四
四
条
は
、「
口
座
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
差
押
禁
止
債
権
相
当
額
が
振
り
込
ま
れ
た
と
き
は
、
差
押
禁
止
性
は
右
金
額
に
達

す
る
ま
で
、
口
座
残
高
に
移
行
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
規
定
を
考
慮
す
る
と
、「
債
務
者
の
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
家
族
給
付
は
、

そ
の
個
別
性
（
個
性
）
を
失
っ
て
、
全
額
に
お
い
て
差
押
可
能
で
あ
る
」
と
す
る
債
権
者
の
主
張
に
は
根
拠
が
な
い
。
前
述
の
一
九
九
二
年
七
月
三

一
日
の
デ
ク
レ
四
五
条
に
よ
り
、
あ
る
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
差
押
禁
止
の
金
銭
が
定
期
的
債
権
に
由
来
す
る
場
合
に
は
、
差
押
禁
止
性
は
最
後
に
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支
払
わ
れ
た
金
額
を
対
象
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
口
座
の
貸
越
額
全
額
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、〔
13
〕
も
〔
14
〕
も
、
デ
ク
レ
の
文
言
に
忠
実
に
、
家
族
給
付
は
口
座
に
振
り
込
ま
れ
て
も
差
押
禁
止
性
を
失
わ
な
い
旨
、
判
示

し
て
い
る
。
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
雇
用
促
進
最
低
収
入
の
差
押
禁
止
性
に
つ
い
て
は
次
の
〔
15
〕
が
あ
る
。

〔
15
〕
破
毀
院
第
二
民
事
部
一
九
九
四
年
三
月
九
日
判
決
（
43
）

事
案
は
不
明
な
の
で
、
判
旨
の
み
記
す
。（
判
旨
）
法
律
が
差
押
禁
止
と
宣
言
し
た
財
産
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

雇
用
促
進
最
低
収
入
は
譲
渡
禁
止
か
つ
差
押
禁
止
で
あ
る
の
に
、
当
該
給
付
は
厳
密
に
言
え
ば
家
族
給
付
で
は
な
い
と
い
う
理
由
で
、
雇
用
促
進
最

低
収
入
と
し
て
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
金
銭
の
差
押
を
有
効
と
判
示
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
審
は
当
時
適
用
可
能
で
あ
っ
た
一
九
八
八
年
一

二
月
一
日
の
法
律
三
一
条
及
び
民
法
二
〇
九
二
－
二
条
に
違
反
し
た
。

こ
れ
ら
の
諸
判
決
に
対
し
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
、
差
押
禁
止
性
は
消
滅
す
る
旨
、
判
示
し
て
い
る
次

の
よ
う
な
裁
判
例
も
あ
る
。

〔
16
〕
ブ
ザ
ン
ソ
ン
控
訴
院
一
九
九
六
年
六
月
五
日
判
決
（
44
）

事
案
は
不
明
な
の
で
、
判
旨
の
み
記
す
。（
判
旨
）
Ｓ
夫
人
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
シ
ュ
＝
コ
ン
テ
農
業
協
同
信
用
組
合
﹇C

réd
it

agricole
d

e

五
九
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六
〇

F
ran

ch
e-C

om
té

﹈
に
開
設
さ
れ
た
口
座
の
貸
方
に
成
人
障
害
者
手
当
﹇allocation

au
x

ad
u

ltes
h

an
d

icap
és

﹈
（
45
）

が
預
金
と
し
て
振
り
込
ま
れ
た

と
し
て
も
、
帰
属
差
押
の
対
象
と
な
る
資
金
は
、
住
宅
積
立
貯
金
口
座
へ
の
貯
金
と
い
う
形
式
に
よ
る
投
資
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
そ
の
社
会
給

付
と
い
う
性
質
と
差
押
禁
止
性
の
性
格
を
全
て
失
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
原
判
決
を
支
持
す
べ
き
で
あ
る
。

た
だ
し
、〔
16
〕
に
対
し
て
は
学
説
上
、
批
判
が
強
い
。
一
つ
は
、
一
九
九
一
年
七
月
九
日
の
法
律
も
一
九
九
二
年
七
月
三
一
日
の
デ
ク
レ
も
、

差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
振
り
込
ま
れ
る
口
座
が
ど
の
よ
う
な
口
座
か
に
よ
っ
て
、
振
り
込
ま
れ
た
金
銭
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
区
別
を
設

け
て
い
な
い
の
に
、〔
15
〕
は
住
宅
積
立
貯
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
金
銭
を
別
異
に
取
り
扱
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
住

宅
積
立
貯
金
口
座
へ
の
貯
金
は
差
押
を
受
け
た
債
務
者
の
収
入
の
日
常
の
（
な
い
し
善
良
な
）
管
理
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
差
押
禁

止
の
保
護
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
い
う
批
判
で
あ
る
（
46
）。

さ
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
一
九
九
二
年
七
月
三
一
日
の
デ
ク
レ
四
五
条
一
項
は
、
口
座
の
差
押
を
受
け
た
債
務
者
（
＝
預
金
債
権
者
）
が
自
由
に

処
分
し
う
る
の
は
、
最
後
の
振
込
分
に
限
定
さ
れ
、
例
え
ば
、
毎
月
１
回
支
払
わ
れ
、
口
座
に
振
り
込
ま
れ
る
給
料
に
つ
い
て
は
、
給
料
の
一
ヵ
月

分
に
つ
い
て
の
差
押
禁
止
部
分
の
み
が
債
務
者
（
＝
預
金
債
権
者
）
の
自
由
な
処
分
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
趣
旨
に
理
解
さ
れ
て
お
り
、

〔
14
〕
も
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ
て
判
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
次
の
〔
17
〕
も
同
趣
旨
の
判
決
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
、
こ
の
差
押
禁
止
性

を
口
座
残
高
全
額
に
拡
張
す
る
こ
と
を
認
め
た
破
毀
院
判
決
〔
18
〕
が
登
場
し
た
。

〔
17
〕
パ
リ
控
訴
院
一
九
九
九
年
一
月
七
日
判
決
（
47
）
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事
案
は
不
明
な
の
で
、
判
旨
の
み
記
す
。（
判
旨
）
口
座
に
全
部
な
い
し
一
部
が
差
押
禁
止
の
継
続
的
履
行
に
か
か
る
債
権
の
金
額
が
振
り
込

ま
れ
る
と
き
、
一
九
九
二
年
七
月
三
一
日
の
デ
ク
レ
四
四
条
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
ル
ー
ル
、
す
な
わ
ち
、
差
押
禁
止
性
は
当
該
金
額
に
達
す
る
ま

で
口
座
残
高
に
移
行
す
る
と
い
う
ル
ー
ル
は
、
帰
属
差
押
に
先
立
つ
最
後
の
振
込
に
の
み
関
係
す
る
。
そ
の
時
、
口
座
に
存
在
し
て
い
た
金
額
の
剰

余
金
は
、
そ
れ
が
貯
金
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
扶
養
的
性
格
を
失
い
、
差
押
可
能
と
な
る
。
本
件
に
お
い
て
、
実
行
さ
れ
た
帰
属
差
押
の
効
果
は
、

市
民
軍
人
年
金
法
典
Ｌ
五
六
条
に
よ
っ
て
、
全
部
が
差
押
禁
止
と
な
る
債
務
者
の
年
金
の
最
後
の
支
給
額
を
控
除
し
た
後
に
口
座
に
存
在
す
る
金
額

に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

〔
18
〕
破
毀
院
第
二
民
事
部
二
〇
〇
〇
年
五
月
一
一
日
判
決
（
48
）

（
事
案
）
リ
ム
ー
ザ
ン
貯
蓄
共
済
金
庫
﹇C

aisse
d

’ép
argn

e
et

d
e

p
révoyan

ce
d

u
L

im
ou

sin

﹈
は
、
ビ
ュ
ジ
ュ
﹇B

u
ge

﹈
氏
の
名
義
で

開
設
さ
れ
た
口
座
の
貸
越
額
の
保
全
差
押
を
行
っ
た
。
債
務
者
〔
ビ
ュ
ジ
ュ
氏
〕
は
、
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
金
銭
が
成
人
障
害
者
手
当
か
ら
成
っ
て

お
り
、
差
押
禁
止
の
性
質
を
有
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
こ
の
差
押
の
解
除
を
命
じ
る
よ
う
、
執
行
裁
判
官
に
請
求
し
た
。
執
行
裁
判
官
（
第
一
審
）

は
こ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
原
判
決
（
リ
モ
ー
ジ
ュ
﹇L

im
o

ges
﹈
控
訴
院
一
九
九
六
年
一
二
月
一
九
日
判
決
）
は
、
第
一
審
判
決
を
支
持
し
た
が
、

そ
の
際
、
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
差
押
禁
止
の
金
銭
が
定
期
的
債
権
に
由
来
す
る
場
合
に
は
、
差
押
禁
止
性
は
最
後
の
振
込
分
を
対
象
と
す
る
の
で

あ
っ
て
、
口
座
の
貸
越
額
全
額
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
た
。

（
判
旨
）
一
九
九
一
年
七
月
九
日
の
法
律
一
五
条
及
び
一
九
九
二
年
七
月
三
一
日
の
デ
ク
レ
四
四
条
、
四
五
条
参
照
。
口
座
の
全
部
ま
た
は
一

部
に
差
押
禁
止
債
権
相
当
額
が
振
り
込
ま
れ
た
と
き
は
、
差
押
禁
止
性
は
右
金
額
に
達
す
る
ま
で
、
口
座
残
高
に
移
行
す
る
。
差
押
禁
止
債
権
が
定

六
一
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二

期
的
債
権
に
由
来
す
る
場
合
に
は
、
口
座
名
義
人
は
、
最
後
の
振
込
後
に
口
座
の
借
方
に
発
生
す
べ
き
取
引
額
を
控
除
し
て
、
そ
の
即
時
の
解
放
を

請
求
し
う
る
。
原
判
決
は
、
上
記
の
よ
う
に
判
示
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
上
述
の
規
定
に
違
反
し
た
。
原
判
決
を
破
毀
し
、
訴
訟
を
ポ
ワ
テ
ィ
エ

﹇P
oitiers

﹈
控
訴
院
に
移
送
す
る
。

〔
18
〕
は
そ
の
評
釈
者
に
よ
り
、
成
人
障
害
者
手
当
が
立
法
者
に
よ
っ
て
差
押
禁
止
と
さ
れ
た
趣
旨
を
完
全
に
実
現
す
る
も
の
だ
と
し
て
高
く
評

価
さ
れ
て
い
る
（
49
）

が
、
そ
の
原
判
決
が
こ
れ
と
反
対
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
や
、
こ
れ
と
近
接
し
た
時
期
に
出
さ
れ
た
〔
17
）
や
〔
14
〕
も
や

は
り
反
対
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
判
例
の
立
場
は
固
ま
っ
た
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
。

第
五
章
　
検
討

第
一
節
　
口
座
振
込
と
差
押
禁
止
性
の
帰
趨
に
つ
い
て

第
三
章
で
み
た
よ
う
に
、
日
本
の
従
来
の
裁
判
例
の
大
半
は
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
当
該
債
権
の
債
権
者
の
預
金
口
座
に
振
り
込
ま

れ
た
場
合
、
差
押
禁
止
性
は
消
滅
し
、
か
か
る
給
付
は
差
押
の
対
象
と
な
り
う
る
旨
、
判
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
給
与
そ
の
他
の
金
銭
的
給
付
が

口
座
振
込
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
慣
行
が
相
当
程
度
普
及
し
て
い
る
現
在
、
こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
を
行
う
と
、
差
押
禁
止
規
定
は
事
実
上
潜

脱
さ
れ
か
ね
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
に
も
、
差
押
禁
止
性
は
維
持
さ
れ
る
と
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す
る
明
文
の
規
定
を
置
い
て
、
立
法
的
に
解
決
す
る
道
も
あ
る
が
、
ま
ず
、
解
釈
論
に
よ
っ
て
差
押
禁
止
性
の
維
持
を
図
る
方
法
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

前
述
の
よ
う
に
、
清
水
誠
教
授
は
、
債
権
が
そ
の
形
態
を
変
じ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
新
債
権
が
旧
債
権
の
従
前
有
し
た
属
性
を
必
ず
失
う
も
の
で

は
な
い
と
述
べ
、
そ
の
例
と
し
て
準
消
費
貸
借
を
挙
げ
て
い
る
（
１
）。

そ
こ
で
、
準
消
費
貸
借
に
お
い
て
、
既
存
債
務
（
旧
債
務
）
と
準
消
費
貸
借
に
よ

っ
て
成
立
し
た
債
務
（
新
債
務
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
判
例
を
見
て
み
よ
う
。
か
つ
て
判
例
は
、
新
旧
両
債
務
の
間
に
は
同
一
性
が
な
く
、
旧
債

務
に
つ
い
て
存
在
し
た
同
時
履
行
の
抗
弁
権
や
詐
害
行
為
取
消
権
は
消
滅
す
る
と
解
し
て
い
た
が
（
２
）、

そ
の
後
、
同
一
性
の
有
無
は
当
事
者
の
意
思
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
立
場
に
変
わ
り
（
３
）、

さ
ら
に
、
当
事
者
の
意
思
は
、
原
則
と
し
て
債
務
の
同
一
性
を
維
持
す
る
に
あ
る
と
解
す
る
よ
う
に

な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
（
４
）。

そ
の
結
果
、
旧
債
務
に
付
着
し
て
い
た
担
保
権
、
詐
害
行
為
取
消
権
、
同
時
履
行
の
抗
弁
権
は
原
則
と
し
て
存
続
す

る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
５
）。

ま
た
、
免
責
的
債
務
引
受
に
お
い
て
、
そ
の
効
果
は
、
債
務
が
同
一
性
を
失
わ
ず
に
引
受
人
に
移
転
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
債
務
者
が
有
し
て
い
た

抗
弁
権
、
債
務
に
従
た
る
債
務
、
債
務
の
担
保
は
原
則
と
し
て
、
引
受
人
に
移
転
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
６
）。

振
込
取
引
に
お
い
て
、
受
取
人
は
原
因
関
係
に
お
け
る
債
権
に
代
え
て
預
金
債
権
を
取
得
し
、
振
込
依
頼
人
は
原
因
関
係
を
決
済
す
る
。
す
な
わ

ち
、
振
込
取
引
に
お
い
て
、
原
因
関
係
に
お
け
る
債
権
の
消
滅
と
預
金
債
権
の
発
生
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
振
込
取
引
に
お
け
る
両
債
権
の
関
係
を

前
述
の
準
消
費
貸
借
や
免
責
的
債
務
引
受
に
お
け
る
債
権
関
係
に
類
す
る
も
の
と
考
え
、
債
務
の
同
一
性
を
根
拠
と
す
る
抗
弁
権
や
担
保
権
等
の
存

続
と
い
う
処
理
を
振
込
取
引
に
お
け
る
差
押
禁
止
性
の
消
長
に
準
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
口
座
に
振
り

込
ま
れ
た
場
合
に
も
、
差
押
禁
止
性
は
維
持
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
、
振
込
取
引
の
法
律
関
係
を
説
明
す
る
た
め
に
、
通
説
は
二
段
階
委
任
契
約
説
と
呼
ば
れ
る
考
え
方
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
に
よ
れ

六
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ば
、
振
込
依
頼
人
は
仕
向
銀
行
に
対
し
て
、
被
仕
向
銀
行
に
お
け
る
受
取
人
の
預
金
口
座
に
振
り
込
む
こ
と
を
委
託
し
、
仕
向
銀
行
は
、
被
仕
向
銀

行
に
対
し
て
、
受
取
人
の
口
座
に
振
り
込
む
こ
と
を
委
託
す
る
も
の
と
さ
れ
る
（
７
）。

こ
の
見
解
に
立
っ
た
上
で
、
仕
向
銀
行
と
被
仕
向
銀
行
と
の
間
の

委
任
契
約
が
、
振
込
依
頼
人
と
仕
向
銀
行
と
の
間
の
委
任
契
約
に
対
し
て
、
復
委
任
契
約
の
関
係
に
あ
る
と
解
し
、
復
受
任
者
た
る
被
仕
向
銀
行
の

地
位
に
民
法
一
〇
七
条
二
項
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
し
よ
う
（
８
）。

そ
う
す
る
と
、
被
仕
向
銀
行
は
本
人
た
る
振
込
依
頼
人
に
対
し
て
「
代

理
人
ト
同
一
ノ
権
利
義
務
ヲ
有
」
す
る
こ
と
に
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
ト
レ
ヴ
ー
小
審
裁
判
所
一
九
六
一
年
四
月
一
四
日
判
決
（
９
）

や
ニ
ー
ム
小
審
裁
判

所
一
九
七
三
年
四
月
三
日
判
決
（
10
）

が
判
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
例
え
ば
賃
金
が
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
に
も
、
当
該
賃
金
は
代
理
人
（
＝
本
人

（
使
用
者
）
側
）
に
依
然
と
し
て
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
賃
金
と
し
て
の
性
格
を
保
持
し
て
い
る
と
構
成
し
て
、
差
押
禁
止
性
は
維
持
さ
れ

る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
振
込
依
頼
人
の
復
受
任
者
た
る
被
仕
向
銀
行
を
振
込
依
頼
人
の
代
理
人
に
準
じ
る
も
の
と
取
り
扱
う
こ
の

構
成
は
、
技
巧
的
に
過
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
日
本
の
裁
判
例
は
し
ば
し
ば
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
受
給
者
の
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
に
も
、

受
給
者
の
生
活
保
持
の
見
地
か
ら
差
押
禁
止
の
趣
旨
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
（
11
）。

釧
路
地
裁
北
見
支
判
平
成
八
年
七
月
一
九
日
金
法
一

四
七
〇
号
四
一
頁
（
12
）

は
、
そ
の
う
え
で
、「
し
か
し
な
が
ら
、
一
般
的
に
は
預
金
口
座
に
は
差
押
等
禁
止
債
権
に
つ
い
て
の
振
込
み
以
外
の
振
込
み
や

預
入
れ
も
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
年
金
等
は
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
る
と
受
給
者
の
一
般
財
産
に
混
入
し
、
年
金
等
と
し
て
は
識
別
で
き
な
く

な
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
こ
の
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
ま
で
差
押
を
禁
止
す
る
こ
と
と
な
る
と
取
引
秩
序
に
大
き
な
混
乱
を
招
く
結
果
と
な
る
」

か
ら
「
差
押
禁
止
債
権
の
振
込
に
よ
っ
て
生
じ
た
預
金
債
権
は
、
原
則
と
し
て
、
差
押
等
禁
止
債
権
と
し
て
の
属
性
を
承
継
し
な
い
」
と
判
示
し
て

い
る
。
し
か
し
、
前
に
も
述
べ
た
が
、
こ
の
判
旨
の
反
対
解
釈
に
よ
り
、
例
え
ば
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
振
り
込
ま
れ
た
当
該
預
金
口
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座
に
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
以
外
の
入
金
が
な
い
等
の
事
情
に
よ
っ
て
、
預
金
者
の
一
般
財
産
と
の
識
別
が
可
能
な
ら
ば
、
差
押
禁
止
性

は
維
持
さ
れ
る
と
い
う
解
釈
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
述
の
ニ
ー
ム
小
審
裁
判
所
一
九
七
三
年
四
月
三
日
判

決
が
、
当
該
口
座
が
「
賃
金
だ
け
が
専
ら
入
金
さ
れ
る
口
座
で
あ
っ
た
か
否
か
を
調
べ
、
賃
金
以
外
の
も
の
も
入
金
さ
れ
る
口
座
で
あ
っ
た
場
合
に

は
、
賃
金
の
振
込
と
賃
金
以
外
の
源
泉
か
ら
の
振
込
と
を
区
別
す
る
た
め
に
、
証
拠
調
べ
が
必
要
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
こ
と
も
参
考
に
な
ろ

う
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
資
金
の
源
泉
を
調
べ
る
義
務
は
誰
に
あ
る
の
か
（
銀
行
か
裁
判
官
か
）
を
め
ぐ
っ
て
、
裁
判

例
の
態
度
は
前
述
の
よ
う
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
一
九
九
一
年
の
民
事
執
行
法
改
革
に
よ
っ
て
、
差
押
を
受
け
た
給
付
に
つ
い
て
、
口
座
名
義
人
が

そ
の
源
泉
が
差
押
禁
止
債
権
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
、
差
押
の
対
象
額
が
自
己
の
処
分
に
委
ね
ら
れ
る
よ
う
、
請
求
し
う
る
も
の
と
さ
れ
（
13
）、

立
法
的
に
解
決
さ
れ
た
。
日
本
法
に
は
明
文
の
規
定
が
な
い
が
、
差
押
禁
止
の
趣
旨
の
尊
重
と
い
う
見
地
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
運
用
を
行
う
こ
と
は

可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。

民
事
執
行
法
制
定
前
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
旧
民
事
訴
訟
法
（
明
治
二
三
年
法
律
二
九
号
）
五
七
〇
条
一
項
六
号
の
規
定
の
趣
旨
か
ら
、
差
押

禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
銀
行
預
金
や
郵
便
貯
金
の
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
も
、
手
元
に
現
金
を
も
っ
て
い
る
場
合
と
区
別
す
べ
き
理
由
が

な
い
と
し
て
、
差
押
が
禁
止
さ
れ
る
と
す
る
学
説
が
あ
っ
た
（
14
）。

旧
民
事
訴
訟
法
五
七
〇
条
一
項
六
号
は
、
差
押
禁
止
債
権
が
履
行
さ
れ
て
、
債
務
者

が
現
実
に
受
領
し
た
金
銭
に
つ
い
て
、
差
押
を
制
限
す
る
規
定
で
あ
り
、
こ
れ
と
全
く
同
じ
規
定
は
現
行
民
事
執
行
法
に
は
存
在
し
な
い
。
た
だ
し
、

差
押
禁
止
動
産
に
関
す
る
民
事
執
行
法
一
三
一
条
三
号
は
、「
標
準
的
な
世
帯
の
一
月
間
の
必
要
生
計
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
金
銭
」

（
民
事
執
行
法
施
行
令
一
条
に
よ
り
、
二
一
万
円
）
の
差
押
を
禁
止
し
て
お
り
、
差
押
を
受
け
た
債
務
者
の
生
活
保
持
の
見
地
か
ら
の
差
押
制
限
が
、

む
し
ろ
旧
法
よ
り
も
拡
大
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
、
当
該

六
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給
付
は
代
理
人
（
＝
本
人
（
差
押
禁
止
債
権
の
債
務
者
）
側
）
た
る
被
仕
向
銀
行
に
依
然
と
し
て
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
差
押
禁
止
性
を
保

持
し
て
い
る
と
い
う
、
前
述
の
構
成
が
仮
に
妥
当
で
な
い
と
し
て
も
、
手
元
に
現
金
を
も
っ
て
い
る
場
合
に
準
じ
て
、
差
押
禁
止
動
産
に
関
す
る
民

事
執
行
法
一
三
一
条
三
号
を
適
用
（
な
い
し
類
推
適
用
）
し
、
差
押
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
金
銭
は
預
金
債
権
に
転
化
す
る
か
ら
差
押
禁
止
性
を
失
う
が
、
民
事
執
行
法
一
五
三
条
に
よ
り
差
押
命
令
の
取
消
が
可
能

だ
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お
こ
う
。
こ
の
見
解
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
債
務
者
の
救
済
方
法
と
し
て
迂
遠
で
あ
る

と
か
、
同
条
に
よ
る
救
済
手
続
を
知
ら
な
い
債
務
者
の
保
護
が
問
題
で
あ
る
と
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
債
務
者
の
申
立
て

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
差
押
命
令
が
取
り
消
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
債
務
者
及
び
債
権
者
の
生
活
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
」

は
じ
め
て
、
差
押
命
令
の
取
消
が
可
能
に
な
る
点
で
あ
ろ
う
。
債
権
の
差
押
禁
止
範
囲
の
変
更
を
図
る
制
度
と
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
民
事
執
行

法
の
制
定
以
前
に
は
旧
民
事
訴
訟
法
六
一
八
条
ノ
二
と
い
う
規
定
が
存
在
し
、
同
条
は
差
押
禁
止
動
産
の
範
囲
の
変
更
に
関
す
る
旧
民
事
訴
訟
法
五

七
〇
条
ノ
二
を
準
用
し
て
い
た
が
、
旧
民
事
訴
訟
法
五
七
〇
条
ノ
二
は
、
差
押
禁
止
範
囲
の
拡
大
の
要
件
と
し
て
、
①
差
押
に
よ
っ
て
債
務
者
が
そ

の
生
活
上
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
窮
迫
の
状
態
に
陥
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
②
債
務
者
が
誠
実
で
債
務
履
行
の
意
思
が
あ
る
こ
と
、
③
債
権

者
の
経
済
に
甚
だ
し
い
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
認
む
べ
き
顕
著
な
事
由
が
あ
る
こ
と
、
を
要
求
し
て
い
た
。
こ
の
う
ち
、
②
の
要
件
に
つ
い
て

は
、
主
観
的
な
も
の
を
含
み
、
認
定
も
困
難
で
あ
る
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
た
（
15
）

が
、
民
事
執
行
法
は
②
の
要
件
を
除
外
し
、
差
押
禁
止
の
範
囲
の

変
更
の
要
件
を
緩
和
し
た
。
た
だ
し
、
依
然
と
し
て
「
債
権
者
の
生
活
の
状
況
」
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
差
押
命
令
の
取
消
が
債
権
者
の
生

活
に
甚
だ
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
場
合
は
、
差
押
禁
止
の
拡
張
は
許
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
（
16
）。

ま
た
、「
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
」
と

い
う
文
言
が
あ
る
以
上
、
債
務
者
の
誠
実
性
や
債
務
履
行
の
意
思
が
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
17
）。

第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
民
事
執
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行
法
制
定
以
前
の
差
押
禁
止
範
囲
拡
張
の
申
立
の
制
度
に
関
す
る
裁
判
例
で
公
刊
さ
れ
た
も
の
は
少
な
く
、
し
か
も
差
押
禁
止
範
囲
拡
張
の
申
立
を

い
ず
れ
も
棄
却
し
て
い
る
（
18
）

が
、
そ
の
際
に
前
記
②
や
③
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
（
19
）。

本
論
点
に
関
す
る
民
事
執
行
法
の
下
で
の
公
刊

さ
れ
た
裁
判
例
も
少
な
い
が
、
諸
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
否
定
す
る
例
の
ほ
う
が
多
い
よ
う
で
あ
る
（
20
）。

こ
の
点
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
一
九
九
一
年
の
民

事
執
行
法
改
革
で
は
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
振
り
込
ま
れ
た
口
座
が
差
押
の
対
象
と
な
っ
た
と
き
に
、
口
座
名
義
人
が
そ
の
給
付
の
源

泉
を
証
明
し
さ
え
す
れ
ば
、
差
押
債
権
者
の
生
活
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
金
銭
の
解
放
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
旨
の
規
定
が
置
か
れ
た
こ
と
（
21
）

は
参
考
に
な
ろ
う
。

さ
て
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
に
も
、
差
押
禁
止
性
が
維
持
さ
れ
る
と
解
す
る
と
し
て
も
、
こ
の
差
押
禁

止
性
は
永
続
性
を
有
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
毎
月
支
払
わ
れ
る
給
与
債

権
の
場
合
に
は
、
口
座
に
振
り
込
ま
れ
て
一
ヵ
月
経
過
後
の
余
剰
は
一
般
財
産
に
混
入
し
、
差
押
の
対
象
と
な
り
う
る
と
す
る
学
説
が
あ
る
（
22
）。

ま
た
、

従
来
の
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
例
も
こ
れ
と
同
様
の
理
解
に
立
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
第
四
章
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
最
近
、
フ
ラ
ン
ス
破
毀
院
は
、
こ

の
差
押
禁
止
性
を
口
座
残
高
全
額
に
拡
張
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
差
押
禁
止
性
の
永
続
性
を
認
め
た
。
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
口
座
に

振
り
込
ま
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
差
押
禁
止
性
を
失
う
こ
と
は
な
い
と
解
す
る
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
こ
の
フ
ラ
ン
ス
破
毀
院
の
態
度
の
ほ
う
が
一

貫
性
を
有
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
を
原
資
と
し
て
形
成
さ
れ
た
預
金
債
権
を
担
保
に
信
用
供
与
を
行
う
余
地
を
残
し

て
お
い
た
ほ
う
が
、
債
権
者
に
と
っ
て
も
債
務
者
に
と
っ
て
も
便
宜
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
（
23
）、

こ
の
破
毀
院
の
解
決
を
導
入
す
る
こ
と
に
は

た
め
ら
い
を
感
じ
る
。

六
七



口
座
振
込
と
債
権
の
差
押
禁
止
性
・
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨

六
八

第
二
節
　
口
座
振
込
と
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨
に
つ
い
て

Ａ
（
銀
行
）
が
Ｂ
に
対
し
て
貸
付
金
債
権
を
有
し
、
Ｂ
が
Ｃ
と
の
雇
傭
契
約
に
基
づ
き
、
Ｃ
に
対
し
て
賃
金
債
権
を
有
す
る
場
合
、
こ
の
賃
金
が

Ａ
銀
行
に
お
け
る
Ｂ
の
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
と
す
る
と
、
Ａ
は
貸
付
金
債
権
を
自
働
債
権
、
Ｙ
の
預
金
債
権
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
を
な
し
う

る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
一
般
に
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
口
座
に
振
り
込
ま
れ
る
と
、
そ
れ
は
預
金
債
権
に
転
化
し
、
差
押
禁

止
性
を
失
い
、
当
該
預
金
債
権
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
は
可
能
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
Ａ
と
Ｂ
と
の
間
に
振
込
指
定
の
特
約
が
結
ば
れ
て
い
る
場
合
と
、
振
込
指
定
の
特
約
が
な
い
場
合
と
に
分
け
て
考
え
て

み
よ
う
。

ま
ず
、
振
込
指
定
の
特
約
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
振
込
指
定
と
は
、「
Ｃ
（
第
三
債
務
者
）
が
Ｂ
（
債
務
者
）
に
負
う
債
務
の
支
払

方
法
を
、
Ａ
銀
行
（
債
権
者
）
に
有
す
る
Ｂ
の
預
金
口
座
へ
の
振
込
に
限
定
す
る
方
法
で
あ
り
、
Ｃ
が
Ｂ
の
預
金
口
座
に
振
り
込
む
と
Ａ
は
相
殺
に

よ
っ
て
Ｂ
へ
の
債
権
を
回
収
し
う
る
。
Ｂ
が
Ｃ
へ
振
込
指
定
を
な
す
べ
き
旨
の
Ａ
・
Ｂ
間
の
契
約
と
、
Ｂ
の
Ｃ
へ
の
振
込
指
定
と
、
Ｃ
の
承
認
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
」
（
24
）

と
説
明
さ
れ
る
。

第
三
章
で
紹
介
し
た
裁
判
例
〔
２
〕
は
、
老
齢
年
金
の
振
込
指
定
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｘ
の
老
齢
年
金
受
給

権
は
差
押
え
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
Ｘ
と
Ｙ
銀
行
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
老
齢
年
金
の
振
込
指
定
は
、
老
齢
年
金
受
給
権
を
差
押
え
又
は
担
保
に
供

す
る
の
と
同
一
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
厚
生
年
金
保
険
法
四
一
条
一
項
の
適
用
を
潜
脱
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
無
効
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
Ｙ
は
法
律
上
の
原
因
な
く
し
て
Ｘ
の
受
け
た
老
齢
年
金
給
付
金
を
取
得
し
て
お
り
、
Ｘ
は
Ｙ
に
対
し
て
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
有
す
る

が
、
こ
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
は
、
老
齢
年
金
の
支
払
が
な
さ
れ
た
結
果
の
金
員
に
つ
い
て
の
も
の
だ
か
ら
、
Ｙ
が
こ
れ
を
受
働
債
権
と
し
て
相
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殺
に
供
す
る
こ
と
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
禁
止
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、〔
２
〕
は
、
振
込
指
定
特
約
自
体
を
脱
法
行
為
と

し
て
無
効
と
宣
言
し
な
が
ら
、
口
座
に
振
り
込
ま
れ
、
銀
行
が
受
領
し
た
給
付
金
に
つ
い
て
の
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
は

容
認
し
て
い
る
。
ま
た
、〔
２
〕
の
上
告
審
で
あ
る
〔
４
〕
は
振
込
指
定
特
約
も
脱
法
行
為
で
は
な
い
と
し
て
相
殺
を
容
認
し
て
い
る
。

し
か
し
、〔
２
〕
が
振
込
指
定
特
約
を
脱
法
行
為
と
認
め
て
お
き
な
が
ら
、
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
を
容
認
し
て
い
る

こ
と
も
、
そ
れ
自
体
差
押
禁
止
規
定
の
潜
脱
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
（
25
）。

ま
た
、
銀
行
は
差
押
禁
止
債
権
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
振
込
指
定
の

対
象
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
上
記
の
よ
う
な
差
押
禁
止
債
権
に
関
す
る
振
込
指
定
は
脱
法
行
為
と
し
て
、
相
殺
は
禁
止
さ
れ
る
と
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
振
込
指
定
の
特
約
が
な
い
場
合
は
ど
う
か
。
こ
の
場
合
に
は
、
口
座
に
振
り
込
ま
れ
、
預
金
債
権
に
転
化
し
た
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る

給
付
を
受
働
債
権
と
し
て
銀
行
が
相
殺
を
行
っ
て
も
、
振
込
指
定
の
あ
る
場
合
に
比
べ
て
、
銀
行
の
帰
責
性
は
強
く
な
い
。
た
だ
し
、
差
押
え
の
場

合
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
口

座
に
振
り
込
ま
れ
た
後
も
差
押
禁
止
性
は
維
持
さ
れ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
民
法
五
一
〇
条
に
よ
り
、
か
か
る
給
付
（
預
金
債
権
）
を
受
働
債
権
と

す
る
相
殺
も
禁
止
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
差
押
債
権
者
が
当
該
口
座
の
開
設
さ
れ
て
い
る
銀
行
以
外
の
第
三
者
で
あ
る
可
能
性
が

高
い
の
に
対
し
て
、
相
殺
を
行
う
者
は
当
該
口
座
の
開
設
さ
れ
て
い
る
銀
行
で
あ
り
、
口
座
振
込
の
被
仕
向
銀
行
と
し
て
、
振
り
込
ま
れ
た
金
銭
の

原
資
（
源
泉
）
が
差
押
禁
止
債
権
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
容
易
に
知
り
う
る
立
場
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
（
26
）、

相
殺
を
禁
止
し
て
も
銀
行
に

と
っ
て
不
意
打
ち
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
仮
に
、
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
金
銭
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
そ
の
原
資
が
差
押
禁
止
債
権
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
預
金
債
権
に
転
化
し
た

六
九
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七
〇

以
上
、
差
押
禁
止
性
は
な
く
、
た
だ
民
事
執
行
法
一
五
三
条
に
よ
り
差
押
命
令
の
取
消
が
可
能
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
見
解
に
立
っ
た
場
合
、

か
か
る
預
金
債
権
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
第
二
節
で
紹
介
し
た
よ
う

に
、
差
押
に
は
、
差
押
前
の
段
階
で
公
的
機
関
（
裁
判
所
）
に
よ
る
調
査
と
い
う
事
前
の
抑
制
措
置
が
と
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
事
後
も
執
行
抗
告

や
民
事
執
行
法
一
五
三
条
に
よ
る
差
押
命
令
の
取
消
の
よ
う
な
紛
争
処
理
手
続
が
あ
る
の
に
、
相
殺
に
は
そ
の
よ
う
な
手
続
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、

上
記
の
よ
う
な
相
殺
を
禁
止
す
べ
き
だ
と
す
る
見
解
（
27
）

や
、
相
殺
に
つ
い
て
は
相
殺
権
の
濫
用
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
効
力
を
否
定
す
べ
き
だ
と
す

る
見
解
（
28
）

が
あ
る
。
私
は
、
民
法
五
一
〇
条
を
根
拠
に
、
相
殺
に
も
民
事
執
行
法
一
五
三
条
を
類
推
適
用
し
て
相
殺
の
取
消
を
認
め
る
余
地
が
あ
る

と
考
え
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、「
民
事
執
行
法
一
五
三
条
に
よ
り
取
消
し
の
対
象
と
な
る
債
権
の
種
類
・
内
容
に
は
制
限
が
な
い
か
ら
」「
相
殺

制
限
の
範
囲
が
不
明
確
と
な
り
、
取
引
の
安
全
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
消
極
に
解
す
る
見
解
（
29
）

が
あ
る
。
確
か
に
、
民
事
執
行
法
一
五
三

条
に
よ
る
差
押
禁
止
の
範
囲
の
拡
張
の
場
合
に
は
、
対
象
と
な
る
債
権
の
種
類
・
内
容
の
限
定
は
な
い
か
ら
、
同
条
は
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る

給
付
が
口
座
に
振
り
込
ま
れ
て
預
金
債
権
に
転
化
し
た
場
合
だ
け
を
念
頭
に
置
く
の
で
は
な
く
、
被
差
押
債
務
者
の
生
活
保
護
の
見
地
か
ら
、
差
押

の
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
他
の
様
々
の
債
権
や
、
部
分
的
に
差
押
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
債
権
に
対
す
る
差
押
禁
止
範
囲
の
拡
張
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。

し
た
が
っ
て
、
相
殺
に
も
民
事
執
行
法
一
五
三
条
を
類
推
適
用
し
て
、
対
象
と
な
る
債
権
の
種
類
・
内
容
を
限
定
し
な
け
れ
ば
、「
相
殺
制
限
の
範

囲
が
不
明
確
と
な
り
、
取
引
の
安
全
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
」
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
民
法
五
〇
五
条
に
よ
っ
て
相
殺
適
状
に

あ
る
債
権
で
な
け
れ
ば
相
殺
の
対
象
（
受
働
債
権
）
と
は
な
り
え
な
い
の
だ
か
ら
、
相
殺
の
対
象
は
も
と
も
と
あ
る
程
度
限
定
さ
れ
て
い
る
し
、
ひ

い
て
は
相
殺
制
限
の
範
囲
も
一
定
の
範
囲
内
に
納
ま
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
相
殺
制
限
の
範
囲
が
不
明
確
」
と
な
る
こ
と
を
懸

念
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給
付
が
口
座
に
振
り
込
ま
れ
て
預
金
債
権
に
転
化
し
た
場
合
に
、
預
金
債
権
を
受
働
債
権
と
す
る
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〇
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相
殺
に
つ
い
て
の
み
、
民
事
執
行
法
一
五
三
条
を
類
推
適
用
し
う
る
と
構
成
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
に
論
じ
て
き
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
な
お
十
分
な
検
証
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
も
少
な
く
な
い
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
問
題
に
関

す
る
筆
者
の
一
つ
の
試
論
と
し
て
提
示
す
る
次
第
で
あ
る
。

七
一



口
座
振
込
と
債
権
の
差
押
禁
止
性
・
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨

七
二

注

第
一
章

（
１
）

最
判
平
成
一
〇
年
二
月
一
〇
日
金
判
一
〇
五
六
号
六
頁
、
金
法
一
五
三
五
号
六
四
頁
。

（
２
）

先
の
平
成
一
〇
年
の
最
高
裁
判
決
以
降
に
公
刊
さ
れ
た
裁
判
例
と
し
て
、
差
押
禁
止
性
の
承
継
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
東
京
地
判
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
五

日
判
タ
一
〇
八
三
号
二
八
六
頁
が
あ
る
。

第
二
章

（
１
）

一
定
の
債
権
の
差
押
禁
止
を
定
め
る
特
別
法
は
多
い
が
、
例
え
ば
、
恩
給
法
一
一
条
、
労
働
基
準
法
八
三
条
二
項
、
船
員
法
一
一
五
条
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法

一
二
条
の
五
第
二
項
、
雇
用
保
険
法
一
一
条
、
厚
生
年
金
保
険
法
四
一
条
一
項
、
健
康
保
険
法
六
八
条
、
国
民
健
康
保
険
法
六
七
条
、
船
員
保
険
法
二
七
条
、
国
家

公
務
員
等
共
済
組
合
法
四
九
条
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
五
一
条
、
生
活
保
護
法
五
八
条
、
児
童
福
祉
法
五
七
条
の
三
第
二
項
、
同
三
項
、
自
動
車
損
害
賠
償

保
障
法
一
八
条
、
同
七
四
条
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
２
）

明
治
期
の
強
制
執
行
制
度
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。
兼
子
一
「
民
事
訴
訟
法
の
制
定
│
テ
ッ
ヒ
ョ
ー
草
案
を
中
心
と
し
て
│
」
同
『
民
事
法

研
究
第
Ⅱ
巻
』（
酒
井
書
店
、
一
九
五
〇
年
）
一
〜
一
六
頁
、
同
「
日
本
民
事
訴
訟
法
に
対
す
る
佛
蘭
西
法
の
影
響
」
同
書
一
七
〜
二
七
頁
、
染
野
義
信
「
わ
が
国
民

事
訴
訟
法
の
近
代
化
の
過
程
」
三
ヶ
月
章
編
『
菊
井
先
生
献
呈
論
集
　
裁
判
と
法
（
上
）』（
有
斐
閣
、
一
九
六
七
年
）
四
九
三
〜
五
四
七
頁
、
三
ヶ
月
章
「
ボ
ア
ソ

ナ
ー
ド
の
財
産
差
押
法
草
案
に
お
け
る
執
行
制
度
の
基
本
構
想
」
同
『
民
事
訴
訟
法
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
）
一
五
九
〜
二
二
二
頁
、
同
「
テ
ヒ
ョ
ー
の
訴

訟
法
草
案
に
お
け
る
執
行
制
度
の
基
本
構
想
」
同
書
二
二
三
〜
二
六
二
頁
等
。

（
３
）

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
23

民
事
訴
訟
法
草
案
』（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
六
年
）
九
三
〜
九
四
頁
。
こ
れ
と
全
く

同
じ
も
の
が
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
24

民
事
訴
訟
法
議
案
』（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
六
年
）
一
〇
七
頁
に
は

「
民
事
訴
訟
法
新
草
案
　
第
二
十
四
回
第
六
五
九
条
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
資
料
の
表
題
通
り
、「
民
事
訴
訟
法
議
案
」
だ
と
す
る
と
、
兼
子
・
前
掲

注
（
２
）「
民
事
訴
訟
法
の
制
定
│
テ
ッ
ヒ
ョ
ー
草
案
を
中
心
と
し
て
│
」
七
頁
及
び
八
頁
注
（
九
）
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
テ
ッ
ヒ
ョ
ー
草
案
に
つ
い
て
、
法
典
調

査
会
法
律
取
調
委
員
会
の
報
告
委
員
が
修
正
を
加
え
て
会
議
の
原
案
と
し
た
最
初
期
の
草
案
（
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書

24

民
事
訴
訟
法
議
案
』
七
八
頁
（
民
事
訴
訟
法
新
草
案
第
十
九
回
第
四
五
一
条
の
欄
外
）
に
「
六
月
二
十
三
日
議
了
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
兼
子
・
前
掲

注
（
２
）「
民
事
訴
訟
法
の
制
定
│
テ
ッ
ヒ
ョ
ー
草
案
を
中
心
と
し
て
│
」
六
〜
七
頁
の
記
載
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
お
そ
ら
く
本
条
の
検
討
は
明
治
二
〇
年
六
月
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二
四
日
か
ら
同
年
一
二
月
一
五
日
の
間
に
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
）
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
差
押
禁
止
動
産
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
物
の
整
序

（
例
え
ば
、
第
三
号
に
「
印
」、
第
五
号
に
「
系
譜
」
が
置
か
れ
て
い
る
等
）
に
着
目
し
て
他
の
草
案
と
比
較
し
て
も
、
こ
れ
が
最
も
初
期
の
法
典
調
査
会
の
和
文
の

草
案
だ
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
、
以
後
、
条
文
の
表
記
に
関
し
て
、
条
文
番
号
を
「
六
百
五
十
九
条
」
で
は
な
く
「
六
五
九
条
」
と
い
う
表
記
に
改
め
、
漢
字
も
新

字
体
に
改
め
る
。

（
４
）

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
・
前
掲
注
（
３
）『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
23

民
事
訴
訟
法
草
案
』
一
〇
一
頁
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
・
前
掲
注

（
３
）『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
24

民
事
訴
訟
法
議
案
』
一
一
六
頁
。

（
５
）

原
文
で
は
「
之
ヲ
差
押
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
明
ら
か
に
誤
植
で
あ
ろ
う
。

（
６
）

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
・
前
掲
注
（
３
）『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
23

民
事
訴
訟
法
草
案
』
二
六
一
頁
。

（
７
）

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
・
前
掲
注
（
３
）『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
24

民
事
訴
訟
法
案
第
七
編
第
二
章
以
下
調
査
案
』
三
一
〜
三
二
頁
。

（
８
）

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
・
前
掲
注
（
３
）『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
24

再
修
正
民
事
訴
訟
法
案
第
七
編
第
二
章
以
下
調
査
案
』
七
九
〜
八
〇
頁
。

（
９
）

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
・
前
掲
注
（
３
）『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
23

民
事
訴
訟
法
草
案
』
二
四
九
頁
。

（
10
）

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
・
前
掲
注
（
３
）『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
23

民
事
訴
訟
法
再
調
査
案
』
八
三
頁
。

（
11
）

本
多
康
直
・
今
村
信
行
『
民
事
訴
訟
法
註
解
』（
博
聞
社
、
明
治
二
六
年
。
復
刻
版
は
信
山
社
（
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻
一
五
四
）、
二
〇
〇
〇
年
）
一
七
五
九
頁
。

本
書
の
著
者
名
に
付
さ
れ
た
肩
書
に
よ
れ
ば
、
本
多
康
直
は
司
法
省
参
事
官
・
法
律
取
調
報
告
委
員
、
今
村
信
行
は
控
訴
院
評
定
官
・
法
律
取
調
報
告
委
員
で
あ
っ

た
。
両
者
は
訴
訟
法
を
担
当
す
る
司
法
省
法
律
取
調
報
告
委
員
と
し
て
明
治
二
〇
年
一
一
月
四
日
に
任
命
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
泰
甫
・
高
橋
良
彰

『
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
の
編
纂
』（
雄
松
堂
、
一
九
九
九
年
）
一
四
四
〜
一
六
五
頁
参
照
。

（
12
）

下
川
耿
史
編
『
昭
和
・
平
成
家
庭
史
年
表
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
七
年
）
一
一
九
頁
に
よ
れ
ば
、「
給
料
の
振
込
制
」
は
昭
和
一
六
年
に
初
登
場
し
た
と
さ
れ

る
。
も
っ
と
も
、
同
書
四
四
〇
頁
で
は
昭
和
五
一
年
に
「
各
企
業
で
給
料
の
銀
行
振
込
み
が
始
ま
る
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
真

意
は
不
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
賃
金
の
口
座
振
込
は
昭
和
以
降
に
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
13
）

こ
の
昭
和
一
〇
年
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
大
森
洪
太
「
裁
判
所
構
成
法
中
改
正
法
律
及
民
事
訴
訟
法
中
改
正
法
律
」
法
律
時
報
七
巻
五
号
七
〜
一
一
頁
、
浦
野
雄
幸

「
民
事
執
行
法
の
諸
問
題
（
一
）」
法
曹
時
報
三
三
巻
一
一
号
一
六
頁
参
照
。

（
14
）

法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
「
強
制
執
行
法
案
要
綱
案
（
第
一
次
試
案
）
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
五
〇
五
号
七
一
〜
七
二
頁
。
こ
の
案
に
対
し
、
日
弁
連
は
、
昭
和
四
七

年
四
月
に
法
務
省
民
事
局
に
提
出
し
た
意
見
の
中
で
、
趣
旨
賛
成
と
し
つ
つ
、（
注
）（
３
）
に
つ
い
て
は
、「
考
慮
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
預
金
債
権
が
差

七
三



口
座
振
込
と
債
権
の
差
押
禁
止
性
・
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨

七
四

押
禁
止
債
権
の
転
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
白
な
場
合
に
限
る
で
あ
ろ
う
。」
と
慎
重
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。

（
15
）

「
強
制
執
行
法
要
綱
案
│
第
二
次
試
案
│
」
商
事
法
務
六
四
二
号
七
四
頁
。

（
16
）

浦
野
雄
幸
「
強
制
執
行
法
要
綱
案
（
第
二
次
試
案
）
に
つ
い
て
（
四
・
完
）
│
第
一
次
試
案
と
の
主
要
相
違
点
に
つ
い
て
│
」
ジ
ュ
リ
五
五
四
号
九
三
〜
九
四
頁
。

（
17
）

宇
佐
見
隆
男
・
浦
野
雄
幸
・
新
堂
幸
司
・
竹
下
守
夫
・
中
野
貞
一
郎
・
三
ヶ
月
章
・
南
　
新
吾
・
三
宅
弘
人
・
吉
原
省
三
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
　
民
事
執
行
セ
ミ
ナ

ー
』（
有
斐
閣
。
一
九
八
一
年
）
二
八
六
〜
二
八
七
頁
〔
浦
野
雄
幸
、
宇
佐
見
隆
男
発
言
〕。
な
お
、「
民
事
執
行
法
案
対
象
条
文
参
考
条
文
一
覧
表
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
六
八

号
一
二
〇
頁
参
照
。

（
18
）

広
中
俊
雄
『
第
九
回
帝
国
議
会
の
民
法
審
議
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年
）
三
四
四
頁
。

（
19
）

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
３
　
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
』（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
四
年
）
五
九
二
頁
。

（
20
）

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
・
前
掲
注
（
19
）
五
九
二
頁
。
広
中
俊
雄
編
著
『
民
法
修
正
案
（
前
三
編
）
の
理
由
書
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）
四
八
六
頁
。

（
21
）

B
O

IS
S

O
N

A
D

E
(G

.),
P

r
o

je
t

d
e

C
o

d
e

c
iv

il
p

o
u

r
l’E

m
p

ir
e

d
u

J
a

p
o

n
a

c
c
o

m
p

a
g

n
é

d
’u

n
c
o

m
m

e
n

ta
ir

e
[
P

r
e
m

iè
r
e

é
d

itio
n

],
T

okio,
1882,

rep
rod

u
it

en
1999,

p
p

.
699-700 .
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O
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P
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e
c
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u
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p
o
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a
c
c
o
m

p
a

g
n

é
d

’u
n

c
o
m

m
e
n

ta
ir

e
,

N
o
u

v
e
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é
d

itio
n

,T
okio,1891,p

.739.

（
22
）

B
O

IS
S

O
N

A
D

E
(G

.),
o
p

.c
it.,[

P
r
e
m

iè
r
e

é
d

itio
n

]
,p

p
.702-703.

B
O

IS
S

O
N

A
D

E
(G

.),o
p

.
c
it.,

[
N

o
u

v
e
lle

é
d

itio
n

]
,p

.769.

（
23
）

B
O

IS
S

O
N

A
D

E
(G

.),
o
p

.c
it.,[

P
r
e
m

iè
r
e

é
d

itio
n

]
,p

.703.
B

O
IS

S
O

N
A

D
E

(G
.)

,o
p

.
c
it.,

[
N

o
u

v
e
lle

é
d

itio
n

]
,p

.769.

（
24
）

B
O

IS
S

O
N

A
D

E
(G

.),
o
p

.c
it.,[

P
r
e
m

iè
r
e

é
d

itio
n

]
,p

.703.
B

O
IS

S
O

N
A

D
E

(G
.)

,o
p

.
c
it.,

[
N

o
u

v
e
lle

é
d

itio
n

]
,p

.769.

（
25
）

B
O

IS
S

O
N

A
D

E
(G

.),
o
p

.c
it.,[

P
r
e
m

iè
r
e

é
d

itio
n

]
,

p
.703 .

B
O

IS
S

O
N

A
D

E
(G

.)
,o

p
.

c
it.,

[
N

o
u

v
e
lle

é
d

itio
n

]
,

p
.

769.

た
だ
し
、
こ
の
う
ち
、『
プ
ロ
ジ
ェ
初

版
』（[P

rem
iére

éd
ition

]

）
に
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
、
イ
タ
リ
ア
民
法
の
条
文
の
引
用
が
な
い
。
な
お
、
第
二
章
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
明
治
二
三
年
に
公
布
さ

れ
た
民
事
訴
訟
法
の
第
六
一
八
条
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
業
人
の
賃
金
・
報
酬
債
権
の
差
押
え
を
制
限
し
て
い
る
。『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
は
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
年
）

に
刊
行
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
矛
盾
は
な
い
が
、『
プ
ロ
ジ
ェ
新
版
』（﹇N

ou
velle

éd
ition

﹈）
は
一
八
九
一
年
（
明
治
二
四
年
）
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
本
文
中
に
引
用
し
た
よ
う
に
、『
プ
ロ
ジ
ェ
初
版
』
の
記
述
を
変
更
せ
ず
、「
も
し
、
あ
る
法
律
が
、（
中
略
）
私
人
の
俸
給
、
賃
金
、
報
酬
の
差
押
え
を
少
な
く

と
も
一
部
で
も
禁
ず
る
な
ら
ば
」
と
仮
定
形
の
ま
ま
に
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
結
果
的
に
、
前
年
に
公
布
さ
れ
た
民
事
訴
訟
法
の
内
容
を
無
視
し
た
形
と
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
26
）

大
久
保
泰
甫
・
高
橋
良
彰
・
前
掲
注
（
11
）
一
七
一
〜
一
七
二
頁
。
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（
27
）

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
９
　
法
律
取
調
委
員
会
民
法
草
案
財
産
編
人
権
ノ
部
議
事
筆
記
二
』（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九

八
七
年
）
九
一
〜
九
二
頁
。

（
28
）

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
11

法
律
取
調
委
員
会
民
法
草
案
財
産
編
再
調
査
案
議
事
筆
記
』（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八

八
年
）
三
七
〇
〜
三
七
一
頁
。
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
15

法
律
取
調
委
員
会
民
法
草
案
財
産
編
再
調
査
案
議
事
筆
記
』

（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
八
年
）
一
〇
五
〜
一
〇
六
頁
。

（
29
）

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
・
前
掲
注
（
19
）
五
九
二
〜
五
九
三
頁
。

第
三
章

（
１
）

た
だ
し
、
こ
の
文
献
を
入
手
し
え
な
か
っ
た
た
め
、
引
用
は
、
小
島
武
司「
差
押
禁
止
財
産
と
債
務
者
保
護
」ジ
ュ
リ
ス
ト
八
七
六
号
一
〇
二
〜
一
〇
三
頁
に
よ
る
。

（
２
）

後
掲
注
（
７
）
掲
記
の
文
献
参
照
。

（
３
）

宮
脇
幸
彦
『
強
制
執
行
法
（
各
論
）』（
有
斐
閣
、
一
九
七
八
年
）
一
〇
四
頁
。

（
４
）

宮
脇
・
前
掲
注
（
３
）
所
収
の
著
者
略
歴
に
よ
れ
ば
、
同
氏
は
昭
和
三
八
年
一
月
か
ら
昭
和
四
七
年
三
月
末
ま
で
法
務
省
民
事
局
参
事
官
を
務
め
、
民
事
手
続
法
の

改
正
を
担
当
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、「
強
制
執
行
セ
ミ
ナ
ー
　
強
制
執
行
法
案
要
綱
案
第
一
次
試
案
を
め
ぐ
っ
て
（
一
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
〇
五
号
一
五
頁
の
同
氏

の
発
言
に
よ
れ
ば
、
強
制
執
行
法
案
要
綱
案
第
一
次
試
案
の
作
成
に
同
氏
が
法
務
省
民
事
局
参
事
官
と
し
て
関
与
し
て
い
た
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）

本
稿
第
二
章
第
１
節
２
（
２
）
参
照
。

（
６
）

鈴
木
忠
一
・
三
ヶ
月
章
・
宮
脇
幸
彦
『
注
解
強
制
執
行
法
（
２
）』（
第
一
法
規
出
版
、
一
九
七
六
年
）
四
二
三
頁
〔
戸
根
住
夫
執
筆
〕。

（
７
）

宇
佐
見
隆
男
・
浦
野
雄
幸
・
新
堂
幸
司
・
竹
下
守
夫
・
中
野
貞
一
郎
・
三
ヶ
月
章
・
南
　
新
吾
・
三
宅
弘
人
・
吉
原
省
三
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
　
民
事
執
行
セ
ミ
ナ

ー
』
・
前
掲
第
二
章
注
（
17
）、
浦
野
雄
幸
『
逐
条
概
説
民
事
執
行
法
〔
全
訂
版
〕』（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
一
年
）
五
〇
六
頁
。
上
原
敏
夫
「
債
権
差
押
命
令

と
転
付
命
令
」
三
ヶ
月
章
・
中
野
貞
一
郎
・
竹
下
守
夫
編
『
新
版
・
民
事
訴
訟
法
演
習
２
　
判
決
手
続
（
２
）・
民
事
執
行
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）
二
六
二
〜

二
六
七
頁
（
た
だ
し
、
何
ら
か
の
立
法
上
の
手
当
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
）。
鈴
木
忠
一
・
三
ヶ
月
章
編
『
注
解
民
事
執
行
法
（
４
）』（
第
一
法
規
、
一
九
八
五
年
）

五
一
三
〜
五
一
四
頁
〔
五
十
部
豊
久
執
筆
〕（
た
だ
し
、
何
ら
か
の
立
法
上
の
手
当
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
）。
諸
星
聖
臣
「
口
座
振
込
み
等
に
よ
っ
て
形
を
変
え
た

差
押
禁
止
債
権
に
対
し
て
差
押
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
の
効
力
は
ど
う
か
」
東
京
地
裁
民
事
執
行
実
務
研
究
会
編
『
債
権
執
行
の
実
務
』（
民
事
法
情
報
セ
ン
タ
ー
、

一
九
九
二
年
）
七
四
〜
七
七
頁
。
松
丸
伸
一
郎
「
給
料
債
権
等
の
差
押
禁
止
と
差
押
禁
止
範
囲
の
変
更
」
東
京
地
裁
債
権
執
行
等
手
続
研
究
会
編
『
債
権
執
行
の
諸

七
五



口
座
振
込
と
債
権
の
差
押
禁
止
性
・
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨

七
六

問
題
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
一
九
九
三
年
）
八
一
〜
九
二
頁
。
内
山
衛
次
「
預
金
債
権
の
差
押
制
限
│
Ｚ
Ｐ
Ｏ
八
五
〇
条
ｋ
を
手
が
か
り
と
し
て
│
」
大
阪
学
院

大
学
法
学
研
究
一
九
巻
一
・
二
号
一
〜
四
〇
頁
。
上
原
敏
夫
「
差
押
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
給
付
が
銀
行
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
、
そ
の
銀
行
預
金
を
差
し

押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
二
八
号
四
八
〜
五
一
頁
。
香
川
保
一
監
修
『
注
釈
民
事
執
行
法
第
６
巻
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
一
九
九
五
年
）
三
五

六
〜
三
五
九
頁
〔
宇
佐
見
隆
男
執
筆
〕。
中
野
貞
一
郎
『
民
事
執
行
法
〔
新
訂
三
版
〕』（
青
林
書
院
、
一
九
九
八
年
）
五
四
三
頁
。

（
８
）

民
事
執
行
法
制
定
以
前
に
お
い
て
、
差
押
禁
止
範
囲
拡
張
の
申
立
の
制
度
に
関
す
る
裁
判
例
で
公
刊
さ
れ
た
も
の
は
、
私
の
知
り
え
た
範
囲
で
は
次
の
も
の
し
か
存

在
し
な
い：

東
京
高
決
昭
和
三
三
年
七
月
一
〇
日
下
民
九
巻
七
号
一
二
五
七
頁
、
東
京
高
決
昭
和
三
四
年
六
月
二
二
日
判
時
一
九
九
号
二
五
頁
、
福
岡
高
決
昭
和
四

七
年
一
二
月
二
二
日
判
時
六
九
七
号
六
一
頁
、
福
岡
高
決
昭
和
五
一
年
三
月
一
九
日
判
時
八
二
四
号
八
一
頁
。
こ
れ
ら
の
裁
判
例
は
、
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
給

付
が
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
場
合
に
関
す
る
事
案
で
は
な
く
、
し
か
も
、
差
押
禁
止
範
囲
拡
張
の
申
立
を
い
ず
れ
も
棄
却
し
て
い
る
。

（
９
）

差
押
禁
止
範
囲
の
拡
張
の
申
立
に
関
し
て
公
刊
さ
れ
た
裁
判
例
と
し
て
は
、
大
阪
高
決
昭
和
五
九
年
一
〇
月
五
日
判
タ
五
四
二
号
二
一
二
頁
、
札
幌
高
決
昭
和
六
〇

年
一
月
二
一
日
判
タ
五
五
四
号
二
〇
九
頁
、
東
京
高
決
平
成
二
年
一
月
二
二
日
金
法
一
二
五
七
号
四
〇
頁
、
仙
台
地
裁
気
仙
沼
支
部
決
平
成
四
年
一
月
一
七
日
判
タ

七
九
七
号
二
六
三
頁
、
東
京
地
裁
八
王
子
支
部
決
平
成
一
一
年
六
月
八
日
判
タ
一
〇
五
〇
号
二
七
六
頁
、
東
京
高
決
平
成
一
二
年
三
月
二
日
判
タ
一
〇
五
〇
号
二
七

五
頁
が
あ
る
。

（
10
）

鈴
木
・
三
ヶ
月
編
・
前
掲
注
（
７
）
五
一
三
頁
〔
五
十
部
豊
久
執
筆
〕。

（
11
）

上
原
・
前
掲
注
（
７
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
〇
頁
。
山
本
和
彦
「
消
費
者
信
用
に
お
け
る
賃
金
の
責
任
財
産
性
の
検
討
│
比
較
法
的
視
点
か
ら
見
た
賃
金
債
権
の
担
保
化
、
強

制
執
行
・
破
産
に
お
け
る
処
遇
│
」
中
野
貞
一
郎
他
編
『
三
ヶ
月
章
先
生
古
稀
祝
賀
　
民
事
手
続
法
学
の
革
新
　
下
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
）
二
九
四
頁
、
二

九
六
頁
注
（
53
）。

（
12
）

長
尾
治
助
「
高
齢
者
保
護
と
レ
ン
ダ
ー
・
ラ
イ
ア
ビ
リ
テ
ィ
　
預
金
債
権
に
転
化
し
た
年
金
額
と
の
相
殺
禁
止
（
上
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
七
一
号
六
〜
一
一
頁
（
特
に
九
〜

一
一
頁
）。

（
13
）

長
尾
治
助
「
高
齢
者
保
護
と
レ
ン
ダ
ー
・
ラ
イ
ア
ビ
リ
テ
ィ
　
預
金
債
権
に
転
化
し
た
年
金
額
と
の
相
殺
禁
止
（
下
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
七
六
号
三
一
〜
三
五
頁
。

（
14
）

伊
藤
進
「
年
金
等
の
振
込
口
座
に
よ
る
相
殺
の
有
効
性
│
釧
路
地
裁
北
見
支
判
平
８
・
７
・
16
を
め
ぐ
っ
て
│
」
金
法
一
四
七
〇
号
一
三
〜
二
〇
頁
（
特
に
一
七
〜

一
九
頁
）。
同
旨
、
大
西
武
士
「
国
民
年
金
等
の
振
込
口
座
預
金
と
貸
金
と
の
相
殺
ー
最
三
小
判
平
10
・
２
・
10
金
判
一
〇
五
六
号
六
頁
」
判
タ
九
九
五
号
二
五
〜
三

一
頁
、
潮
見
佳
男
『
債
権
総
論
Ⅱ
〔
第
２
版
〕』（
信
山
社
、
二
〇
〇
一
年
）
三
二
〇
〜
三
二
一
頁
。

（
15
）

宮
川
不
可
止
「
年
金
等
の
振
込
口
座
に
よ
る
相
殺
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
金
法
一
四
八
七
号
四
三
〜
四
八
頁
。



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
五
巻
　
　
第
一
・
二
号
（
二
〇
〇
二
年
十
一
月
）

（
16
）

佐
藤
鉄
男
「
給
与
振
込
に
よ
る
預
金
債
権
の
差
押
と
相
殺
」『
今
中
利
昭
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
　
現
代
倒
産
法
・
会
社
法
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』（
民
事
法
研
究
会
、

一
九
九
五
年
）
一
九
七
〜
二
一
九
頁
（
特
に
二
〇
九
〜
二
一
二
頁
）。

（
17
）

清
水
誠
「
差
押
禁
止
債
権
と
相
殺
」
法
律
時
報
六
七
巻
一
〇
号
四
八
〜
五
一
頁
。

第
四
章

（
１
）

T
rib.in

st.T
révou

x,
14

avril
1961,

B
a

n
q
u

e,
1962,

631;
G

a
z
.P

a
l.,

1961,2,10;
D

.
1961,

som
m

.,
88.

こ
の
判
決
の
評
釈
と
し
て
、M

A
R

IN(X
.),

N
o
te

,

B
a

n
q
u

e
,1962,631,R

A
Y

N
A

U
D

(P
.),

R
.

t.
d

.
c
iv

.,1961,734

を
参
照
。

（
２
）

こ
れ
は
、
債
務
者
が
第
三
債
務
者
に
対
し
て
有
す
る
債
権
や
第
三
者
が
占
有
し
債
務
者
が
所
有
す
る
有
体
動
産
に
対
す
る
差
押
方
法
で
あ
っ
た
が
、
後
述
す
る
一
九

九
一
年
の
民
事
執
行
法
改
正
に
よ
り
、
給
料
債
権
以
外
の
債
権
に
つ
い
て
は

saisie-attrib
u

tion

﹇
帰
属
差
押
﹈
に
、
有
体
動
産
に
つ
い
て
は

saisie-ven
te

﹇
売
却

差
押
﹈
と

saisie-ap
p

réh
en

sion
﹇
把
握
差
押
﹈
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
山
口
俊
夫
『
フ
ラ
ン
ス
債
権
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六

年
）
二
一
一
頁
、
山
本
・
前
掲
第
三
章
注
（
11
）
二
九
一
〜
二
九
六
頁
、
同
『
フ
ラ
ン
ス
の
司
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）
六
九
〜
七
九
頁
参
照
。

（
３
）

労
働
法
典
第
一
編
「
労
働
に
関
す
る
約
定
」
は
一
九
一
〇
年
に
成
立
し
た
が
、
一
九
七
三
年
に
現
行
の
新
労
働
法
典
が
編
纂
さ
れ
た
。

（
４
）

労
働
法
典
第
一
編
六
一
条
は
、
賃
金
債
権
の
差
押
・
譲
渡
可
能
割
合
を
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。「
四
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
以
下
の
部
分
に
つ
き
二
〇
分
の
一
、
四
〇
〇

〇
フ
ラ
ン
を
超
え
八
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
以
下
の
部
分
に
つ
き
一
〇
分
の
一
、
八
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
を
超
え
一
二
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
以
下
の
部
分
に
つ
き
五
分
の
一
、
一
二
〇

〇
〇
フ
ラ
ン
を
超
え
一
六
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
以
下
の
部
分
に
つ
き
四
分
の
一
、
一
六
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
を
超
え
二
〇
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
以
下
の
部
分
に
つ
き
三
分
の
一
、
二

〇
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
を
超
え
二
四
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
以
下
の
部
分
に
つ
き
三
分
の
二
、
二
四
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
を
超
え
る
部
分
に
つ
き
全
額
」。

（
５
）

T
rib.in

st.L
ille,

4
d

écem
bre

1961,
B

a
n

q
u

e
,

1962,
855.

こ
の
判
決
の
評
釈
と
し
て
、M

A
R

IN
(X

.),
N

o
te

,
B

a
n

q
u

e,
1962,

855;
R

A
Y

N
A

U
D(P

.),
R

.
t.

d
.

c
iv

.,

1962,564

を
参
照
。

（
６
）

C
ou

r
d

’ap
p

el
d

e
P

aris,4
d

écem
bre

1971,
G

a
z
.P

a
l.,

1972,
1,400.

こ
の
判
決
の
評
釈
と
し
て
、C

A
B

R
IL

L
A

C
(M

.)
et

R
IV

E
-L

A
N

G
E

(J.-L
.),

R
.t.d

.c
o
m

.,

1972,669

を
参
照
。

（
７
）

旧
民
事
訴
訟
法
五
七
七
条
は
、「
差
押
え
を
受
け
た
者
が
申
告
を
行
わ
ず
、
ま
た
は
前
数
条
で
定
め
ら
れ
た
証
明
を
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
、
差
押
え
の
原
因

に
つ
い
て
の
単
純
な
債
務
者
と
宣
言
さ
れ
る
」（
邦
訳
は
フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
典
翻
訳
委
員
会
「
フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
典
の
翻
訳
（
11
）」
法
協
八
九
巻
四
号
四

二
八
頁
に
よ
る
）
と
規
定
し
て
い
る
。
一
八
〇
六
年
に
制
定
さ
れ
た
旧
民
事
訴
訟
法
典
の
う
ち
、
強
制
執
行
手
続
に
関
す
る
規
定
は
、
一
九
七
五
年
に
新
民
事
訴
訟

七
七



口
座
振
込
と
債
権
の
差
押
禁
止
性
・
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨

七
八

法
典
が
成
立
し
た
後
も
効
力
を
持
ち
続
け
、
一
九
九
一
年
に
成
立
し
た
民
事
執
行
手
続
法
の
施
行
時
（
一
九
九
三
年
）
ま
で
妥
当
し
て
い
た
。

（
８
）

T
rib.in

st.D
ôle,17

d
écem

bre
1971,

D
.1972,

J
,409.

こ
の
判
決
の
評
釈
と
し
て
、W

IE
D

E
R

K
E

H
R

(G
.),

N
o
te

,
D

,1972,J,409

を
参
照
。

（
９
）

適
正
家
賃
住
宅
﹇H

ab
itation

à
loyer

m
od

éré
;H

.L
.M

.

﹈
は
、
低
家
賃
住
宅
と
も
訳
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
で
戦
後
、
住
宅
事
情
の
改
善
を
目
指
す
政
策
と
し
て
、
低

所
得
者
層
を
対
象
に
供
給
さ
れ
た
賃
貸
住
宅
で
あ
る
。
国
家
の
監
督
下
に
あ
る
多
く
の
　H

.L
.M

.

関
係
機
関
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
藤
井
良
治
・
塩

野
谷
祐
一
編
『
先
進
諸
国
の
社
会
保
障
６
　
フ
ラ
ン
ス
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
三
〇
五
〜
三
四
五
頁
〔
原
田
純
孝
・
大
家
亮
子
執
筆
〕
参
照
。

（
10
）

原
文
で
は
「
民
法
二
〇
九
二
条
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
誤
植
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
11
）

T
rib.in

st.N
îm

es,
3

avril
1973,

G
a

z
.P

a
l.,

1974.
1.

39;
J
.C

.P
.é

d
.G

.
1973,

IV
,

6298;
B

a
n

q
u

e
,

1973,615.

こ
の
判
決
の
評
釈
と
し
て
、M

A
R

T
IN

(L
.M

.),

B
a

n
q
u

e
,1973,615;C

A
B

R
IL

L
A

C
(M

.)
et

R
IV

E
-L

A
N

G
E

(J.-L
.),

R
.

t
.d

.
c
o
m

.,1973,609

を
参
照
。

（
12
）

成
年
の
制
限
行
為
能
力
者
保
護
制
度
の
一
つ
で
あ
り
、
民
法
四
九
一
条
以
下
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。「
司
法
救
助
」
と
か
「
裁
判
所
の
保
護
」
と
も
訳
さ
れ
る
。
一
九

六
八
年
一
月
三
日
の
法
律
五
号
﹇L

oi
n

o
68-5

d
u

3
jan

vier
1968

﹈
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
、M

A
Z

E
A

U
D(H

.),
M

A
Z

E
A

U
D

(L
.),

M
A

Z
E

A
U

D

(J.),C
H

A
B

A
S

(F
.)

et
L

A
R

O
C

H
E

-G
IS

S
E

R
O

T
(F

.),
L

e
ç
o
n

s
d

e
D

r
o
it

C
iv

il,
T

o
m

e
1

/D
e
u

x
iè

m
e

V
o
lu

m
e
,

L
e
s

p
e
r
s
o
n

n
e
s
,8

e
éd

.,P
aris,1997,p

p
.291-295,n

os737-741

参
照
。
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
山
口
俊
夫
『
概
説
フ
ラ
ン
ス
法
　
上
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
）
四
七
九
〜
四
八
二
頁
参
照
。
民
法
四
九
一

条
の
二
第
二
項
は
、
裁
判
上
の
保
護
の
下
に
置
か
れ
た
成
年
者
の
行
為
が
レ
ジ
オ
ン
（
過
剰
損
害
）
と
な
る
場
合
に
取
り
消
し
う
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。

（
13
）

レ
ジ
オ
ン
﹇lésion

﹈（
過
剰
損
害
）
に
つ
い
て
は
、M

A
Z

E
A

U
D(H

.),
M

A
Z

E
A

U
D

(L
.),

M
A

Z
E

A
U

D
(J.)

et
C

H
A

B
A

S
(F

.),
L

e
ç
o
n

s
d

e
D

r
o
it

C
iv

il,T
o
m

e
2

/P
r
e
m

ie
r

V
o
lu

m
e
,

O
b
lig

a
tio

n
s
,th

é
o
r
ie

g
é
n

é
r
a

le
,9

e
éd

.,P
aris,1998,p

p
.202-225;T

E
R

R
E(F

.),S
IM

L
E

R
(P

.)
et

L
E

Q
U

E
T

T
E

(Y
.),

D
r
o
it

c
iv

il,
L

e
s

o
b
lig

a
tio

n
s
,

6
e

éd
.,

P
aris,

1996,
p

p
.

242-256;
L

A
R

R
O

U
M

E
T(C

.),
D

r
o
it

c
iv

il,
T

o
m

e
3
,

L
e
s

o
b
lig

a
tio

n
s
,

le
c
o
n

tr
a

t,
3

e
éd

.,P
aris,

1996,
p

p
.

371-388;
B

E
N

A
B

E
N

T

(A
.),

D
r
o
it

c
iv

il,
L

e
s

o
b
lig

a
tio

n
s
,

6
e

éd
.,

P
aris,

1997,
p

p
.

108-110;
M

A
L

A
U

R
IE

(P
.)

et
A

Y
N

E
S(L

.),
D

r
o
it

c
iv

il,
L

e
s

c
o
n

tr
a

ts
s
p

é
c
ia

u
x

,
11

e
éd

.,

P
aris,

1998,
p

p
.

168-176

等
参
照
。
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
山
口
俊
夫
『
フ
ラ
ン
ス
債
権
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）
三
五
〜
四
〇
頁
、
大
村
敦

志
『
公
序
良
俗
と
契
約
正
義
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）
等
参
照
。

（
14
）

予
算
は
法
律
の
形
式
を
と
り
、
予
算
法
律
﹇loi

d
e

fin
an

ces

﹈
と
し
て
議
会
の
採
決
を
要
す
る
（
第
五
共
和
国
憲
法
四
七
条
）。
予
算
法
律
の
規
定
の
大
半
は
、
当

該
会
計
年
度
の
修
了
と
と
も
に
効
力
を
失
う
が
、
こ
こ
で
引
用
し
た
規
定
は
、
一
般
的
事
項
に
関
す
る
規
定
と
し
て
、
会
計
年
度
修
了
後
も
効
力
を
維
持
す
る
性
格

の
も
の
で
あ
る
（
滝
沢
　
正
『
フ
ラ
ン
ス
法
　
第
２
版
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
二
年
）
二
六
九
〜
二
七
〇
頁
参
照
）。

（
15
）

デ
ク
レ
及
び
適
用
デ
ク
レ
に
つ
い
て
は
、
松
川
正
毅
「
実
践
フ
ラ
ン
ス
法
入
門
第
41
回
　
法
規
範
・
条
文
（
２
）」
国
際
商
事
法
務
二
四
巻
八
号
八
八
六
〜
八
八
七
頁



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
五
巻
　
　
第
一
・
二
号
（
二
〇
〇
二
年
十
一
月
）

参
照
。

（
16
）

C
ou

r
d

’ap
p

eld
’A

ix-en
-P

roven
ce,14

m
ars

1973,
G

a
z
.P

a
l.,1974,1,37.

（
17
）

旧
民
事
訴
訟
法
五
八
一
条
は
、
後
述
の
よ
う
に
一
九
七
二
年
七
月
五
日
の
法
律
七
二
ー
六
二
六
号
一
六
条
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
次
の
よ
う
に

規
定
し
て
い
た
。「
次
に
掲
げ
る
物
は
、
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
（1）
法
律
に
よ
っ
て
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
宣
言
さ
れ
た
物
、
（2）
裁
判
に
よ
っ
て

き
め
ら
れ
た
生
活
料
、
（3）
遺
言
者
ま
た
は
遺
言
者
に
よ
っ
て
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
宣
言
さ
れ
た
自
由
に
処
分
し
う
る
金
額
お
よ
び
物
件
、
（4）
遺
言
ま
た

は
贈
与
書
類
が
差
し
押
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
宣
言
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
生
活
の
資
の
た
め
の
金
額
お
よ
び
年
金
。」（
邦
訳
は
フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
典
翻

訳
委
員
会
「
フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
典
の
翻
訳
（
11
）」
法
協
八
九
巻
四
号
四
二
八
頁
に
よ
る
。）

（
18
）

T
rib.in

st.M
on

tm
oren

cy,28
février

1974,
G

a
z
.P

a
l.,1974,1,427.

こ
の
判
決
の
評
釈
と
し
て
、B

A
R

B
IB

E
R

(L
.),

N
o
te

,
G

a
z
.P

a
l.,1974,1,428

参
照
。

（
19
）

原
文
に
は
「
一
九
七
二
年
七
月
七
日
の
法
律
」
と
あ
る
が
、
誤
植
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
20
）

民
法
一
九
一
五
条
は
寄
託
契
約
の
定
義
規
定
で
あ
る
。

（
21
）

T
rib.gr.in

st.C
h

arleville-M
ézières,

28
n

ovem
bre

1975,
G

a
z
.P

a
l.,

1976,
2,

471;
J
.

C
.

P
.

é
d

.,
G

.,
1976,

IV
,

6598.

こ
の
判
決
の
評
釈
と
し
て
、B

E
S

S
E

(J.),
S

a
is

ie
-a

r
r
ê
t

d
’u

n
c
o
m

p
te

d
e

d
é
p

ô
t

to
ta

le
m

e
n

t
o
u

p
a

r
tie

lle
m

e
n

t
a

lim
e
n

tê
p

a
r

d
e
s

r
e
v

e
n

u
s

d
o
n

t
u

n
e

p
o
r
tio

n
e
s
t

in
s
a

is
is

s
a

b
le

:

U
n

e
T

r
o
is

iè
m

e
V

o
ie

,
G

a
z
.P

a
l.,1976,2,518

参
照
。

（
22
）

C
ou

r
d

’ap
p

eld
e

L
im

oges,7
m

ai1979,
G

a
z
.P

a
l.,1979,2,634.

こ
の
判
決
の
評
釈
と
し
て
、B

E
R

T
IN

(P
.),

N
o
te

,
G

a
z
.P

a
l.,1979,2,635

を
参
照
。

（
23
）

原
文
に
は
「
二
〇
九
二
条
」
と
あ
る
が
、「
二
〇
九
三
条
」
の
間
違
い
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
24
）

旧
民
事
訴
訟
法
五
五
七
条
以
下
は
、「
停
止
差
押
ま
た
は
故
障
の
申
立
て
」
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。

（
25
）

C
ou

r
d

’ap
p

eld
e

R
iom

,26
m

ars
1980,

G
a

z
.P

a
l.,1980,2,392.

（
26
）

C
ass.civ.2e

,25
m

ai1987,
J
.

C
.

P
.

é
d

.G
.,

n
o

34-37,IV
,p

.265;
G

a
z
.P

a
l.,

1988,1,42.

こ
の
判
決
の
評
釈
と
し
て
、V

E
R

O
N(M

.),
N

o
te

,
G

a
z
.P

a
l.,

1988,

1,43

を
参
照
。

（
27
）

正
式
に
は
退
役
市
民
軍
人
年
金
法
典
﹇C

od
e

d
es

p
en

sion
s

civiles
et

m
ilitaires

d
e

retraite

﹈
あ
る
い
は
一
九
六
四
年
一
二
月
二
六
日
の
法
律
六
四
―
一
三
三

九
号
と
呼
ば
れ
る
。
Ｌ
五
六
条
は
、
傷
痍
軍
人
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
年
金
の
差
押
制
限
規
定
で
あ
る
。

（
28
）

市
民
軍
人
年
金
法
典
Ｌ
五
六
条
に
よ
れ
ば
、
国
家
、
県
、
市
町
村
、
公
施
設
﹇établissem

en
t

p
u

blic

﹈、
海
外
自
治
領
﹇territoires

d
’ou

tre-m
er

﹈
を
指
す
。

（
29
）

動
産
総
体
の
上
に
認
め
ら
れ
る
一
般
の
先
取
特
権
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
。

七
九



口
座
振
込
と
債
権
の
差
押
禁
止
性
・
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨

八
〇

（
30
）

T
rib.in

st.L
yon

,15
m

ars
1989,

G
a

z
.P

a
l.,17-19

sep
tem

bre
1989,16.

（
31
）

こ
の
法
律
に
つ
い
て
は
、
そ
の
邦
訳
と
し
て
山
本
和
彦
「
試
訳
・
フ
ラ
ン
ス
新
民
事
執
行
手
続
法
及
び
適
用
デ
ク
レ
（
一
）」
法
学
五
八
巻
二
号
一
七
二
〜
一
九
四
頁

が
あ
る
ほ
か
、
山
本
和
彦
「
フ
ラ
ン
ス
新
民
事
執
行
手
続
法
に
つ
い
て
（
上
）（
下
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
四
〇
号
六
九
〜
七
三
頁
、
一
〇
四
一
号
六
一
〜
六
五
頁
、

同
・
前
掲
第
四
章
注
（
２
）『
フ
ラ
ン
ス
の
司
法
』
六
一
〜
八
八
頁
、
等
の
紹
介
が
あ
る
。

（
32
）

こ
の
デ
ク
レ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
邦
訳
と
し
て
山
本
和
彦
「
試
訳
・
フ
ラ
ン
ス
新
民
事
執
行
手
続
法
及
び
適
用
デ
ク
レ
（
二
）（
三
・
完
）」
法
学
五
八
巻
三
号
一
五

二
〜
一
八
一
頁
、
五
号
二
〇
二
〜
二
三
六
頁
が
あ
る
ほ
か
、
山
本
和
彦
「
フ
ラ
ン
ス
新
民
事
執
行
手
続
法
に
つ
い
て
（
上
）（
下
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
四
〇
号
六
九

〜
七
三
頁
、
一
〇
四
一
号
六
一
〜
六
五
頁
、
同
・
前
掲
第
四
章
注
（
２
）『
フ
ラ
ン
ス
の
司
法
』
六
一
〜
八
八
頁
、
等
の
紹
介
が
あ
る
。

（
33
）

P
E

R
R

O
T

(R
.)

et
T

H
E

R
Y(P

.),
P

r
o
c
é
d

u
r
e
s

c
iv

ile
s

d
’e

x
é
c
u

tio
n

,P
aris,2000,p

.433,n
o

424.

（
34
）

G
U

IN
C

H
A

R
D(S

.)
et

M
O

U
S

S
A

(T
.)(sou

s
la

d
irection

d
e),2001

/2002
D

a
llo

z
A

c
tio

n
,

D
r
o
it

e
t

P
r
a

tiq
u

e
d

e
s

V
o
ie

s
d

’E
x

é
c
u

tio
n

,
P

aris,2001,p
.737,n

o

5379

（
こ
の
項
の
執
筆
者
は
、
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
控
訴
院
判
事
の
ジ
ャ
ン
＝
ピ
エ
ー
ル
・
ヴ
ィ
ニ
ャ
ル
﹇Jean

-P
ierre

V
ign

al

﹈
氏
で
あ
る).

（
35
）

生
活
困
窮
者
の
就
職
準
備
の
た
め
に
給
付
さ
れ
る
手
当
で
、
財
源
は
連
帯
富
裕
税
﹇im

p
ôt

d
e

solid
arité

su
r

la
fortu

n
e

﹈
が
充
て
ら
れ
る
。

（
36
）

G
U

IN
C

H
A

R
D

(S
.)

et
M

O
U

S
S

A
(T

.)(sou
s

la
d

irection
d

e),
o
p

.c
it.,n

o
5380.

（
37
）

D
E

L
L

E
C

I(J.-M
.),

L
a

r
é
fo

r
m

e
d

e
s

p
r
o
c
é
d

u
r
e
s

c
iv

ile
s

d
’e

x
é
c
u

tio
n

,
s
o
n

a
p

p
lic

a
tio

n
a

u
x

o
p

é
r
a

tio
n

s
d

e
b
a

n
q
u

e
,

P
aris,1993,n

o
388.

同
書
の

第
二
版
で
も
こ
の
立
場
は
維
持
さ
れ
、
さ
ら
に
、「
差
押
禁
止
債
権
に
か
か
る
金
銭
的
給
付
が
新
た
に
な
さ
れ
た
と
き
に
、
先
行
の
差
押
禁
止
の
給
付
が
ま
だ
使
用
さ

れ
ず
に
口
座
に
残
っ
て
い
る
場
合
、
後
者
は
そ
の
扶
養
的
性
格
を
失
っ
て
い
る
の
で
、
差
押
可
能
と
な
る
」
と
そ
の
根
拠
が
補
足
さ
れ
て
い
る
（D

E
L

L
E

C
I

(J.-M
.),

o
p

.
c
it.,

d
e
u

x
iè

m
e

é
d

itio
n

,
P

aris,
1997,n

o
388

et
n

ote
508)

。
同
旨
、P

E
R

R
O

T
(R

.)
et

T
H

E
R

Y(P
.),

o
p

.c
it.,

n
o

425;G
U

IN
C

H
A

R
D

(S
.)

et
M

O
U

S
S

A

(T
.)(sou

s
la

d
irection

d
e),

o
p

.c
it.,

n
o

5380.

も
っ
と
も
、
最
近
、「
最
後
の
振
込
分
」
に
限
定
し
な
い
趣
旨
に
理
解
す
る
判
例
が
現
わ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
後
掲
の
破
毀
院
判
決
〔
18
〕
参
照
。

（
38
）

P
E

R
R

O
T

(R
.)

et
T

H
E

R
Y

(P
.),

o
p

.
c
it.,n

o
426.

（
39
）

D
E

L
L

E
C

I(J.-M
.),

o
p

.
c
it.,

d
e
u

x
iè

m
e

é
d

itio
n

,P
aris,1997,n

o
393.

（
40
）

P
E

R
R

O
T

(R
.)

et
T

H
E

R
Y

(P
.),

o
p

.c
it.,n

o
430.

（
41
）

T
rib.gr.in

st.A
m

ien
s,4

m
ars

1993,
D

.1994,som
m

.341.

（
42
）

T
rib.gr.in

st.L
yon

,7
m

aras
1995,

G
a

z
.P

a
l.,15-17

oct.1995,8.



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
五
巻
　
　
第
一
・
二
号
（
二
〇
〇
二
年
十
一
月
）

（
43
）

C
ass.2

e
civ.9

m
ars

1994,
G

a
z
.

P
a

l.,25-29
aoû

t
1995,18..

こ
の
判
決
の
評
釈
と
し
て
、V

E
R

O
N

(M
.),

N
o
te

,
G

a
z
.P

a
l.,25-29

aoû
t

1995,18

参
照
。

（
44
）

B
esan

çon
,5

ju
in

1996,
P

r
o
c
é
d

u
r
e
s
,1996,n

o
372.

（
45
）

社
会
保
障
法
典
Ｌ
八
二
一
―
五
条
に
よ
れ
ば
、
受
給
者
で
あ
る
障
害
者
の
生
活
費
の
弁
済
の
場
合
を
除
い
て
、
譲
渡
禁
止
か
つ
差
押
禁
止
と
さ
れ
る
。

（
46
）

P
E

R
R

O
T

(R
.),

N
o
te

,
P

r
o
c
é
d

u
r
e
s
,1996,n

o
327;G

U
IN

C
H

A
R

D
(S

.)
et

M
O

U
S

S
A

(T
.)(sou

s
la

d
irection

d
e),

o
p

.c
it.,n

o
5377.

（
47
）

P
aris,8

e
ch

.,section
B

,7
jan

v.1999,
G

a
z
.

P
a

l.,5-7
m

ars
2000,3 .

（
48
）

C
ass.2

e
civ.11

m
ai2000 ,

B
u

ll.c
iv

.II,n
o

78;D
.2000,IR

.166;
G

a
z
.

P
a

l.,18-19
ju

illet
2001,26;

R
.

t.
d

.
c
iv

.,2000,641.

（
49
）

V
E

R
O

N
(M

.),
N

o
te

,
G

a
z
.

P
a

l.,18-19
ju

illet
2001,26.

第
五
章

（
１
）

清
水
・
前
掲
第
三
章
注
（
17
）
四
九
頁
。

（
２
）

準
消
費
貸
借
に
よ
っ
て
同
時
履
行
の
抗
弁
権
が
失
わ
れ
る
と
解
す
る
も
の
と
し
て
、
大
判
大
正
五
年
五
月
三
〇
日
民
録
二
二
輯
一
〇
七
四
頁
、
準
消
費
貸
借
前
の
詐

害
行
為
が
取
り
消
せ
な
く
な
る
と
解
す
る
も
の
と
し
て
、
大
判
大
正
一
〇
年
九
月
二
九
日
民
録
二
七
輯
一
七
〇
七
頁
が
あ
る
。

（
３
）

大
判
大
正
七
年
三
月
二
五
日
民
録
二
四
輯
五
三
一
頁
。

（
４
）

大
判
昭
和
四
年
五
月
四
日
新
聞
三
〇
〇
四
号
一
二
頁
。

（
５
）

最
判
昭
和
三
三
年
六
月
二
四
日
裁
判
集
民
三
二
巻
四
三
七
頁
（
保
証
債
務
の
存
続
を
認
め
る
）、
最
判
昭
和
五
〇
年
七
月
一
七
日
民
集
二
九
巻
六
号
一
一
一
九
頁
（
詐

害
行
為
取
消
権
の
存
続
を
認
め
る
）、
大
判
昭
和
八
年
二
月
二
四
日
民
集
一
二
巻
二
六
五
頁
（
同
時
履
行
の
抗
弁
権
の
存
続
を
認
め
る
）、
最
判
昭
和
六
二
年
二
月
一

三
日
判
時
一
二
二
八
号
八
四
頁
（
同
時
履
行
の
抗
弁
権
の
存
続
を
認
め
る
）。

（
６
）

我
妻
栄
『
新
訂
債
権
総
論
（
民
法
講
義
Ⅳ
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
）
五
七
〇
頁
、
西
村
信
雄
編
『
注
釈
民
法
（
11
）
債
権
（
２
）』（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
）

四
五
八
〜
四
六
二
頁
〔
椿
寿
夫
執
筆
〕、
於
保
不
二
雄
『
債
権
総
論
〔
新
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
）
三
四
一
〜
三
四
二
頁
、
奥
田
昌
道
『
債
権
総
論
〔
増
補
版
〕』

（
悠
々
社
、
一
九
九
二
年
）
四
七
三
〜
四
七
五
頁
、
野
澤
正
充
『
叢
書
民
法
総
合
判
例
研
究
　
債
務
引
受
・
契
約
上
の
地
位
の
移
転
』（
一
粒
社
、
二
〇
〇
一
年
）
三

二
〜
三
七
頁
。
た
だ
し
、
保
証
債
務
や
第
三
者
の
設
定
し
た
約
定
担
保
物
権
に
つ
い
て
、
引
受
人
に
移
転
し
な
い
場
合
が
あ
る
（
大
判
大
正
一
一
年
三
月
一
日
民
集

一
巻
八
〇
頁
、
最
判
昭
和
三
七
年
七
月
二
〇
日
民
集
一
六
巻
八
号
一
六
〇
五
頁
、
最
判
昭
和
四
六
年
三
月
一
八
日
判
時
六
二
三
号
七
一
頁
、
さ
ら
に
本
注
掲
記
の
各

文
献
参
照
）。

八
一



口
座
振
込
と
債
権
の
差
押
禁
止
性
・
相
殺
禁
止
性
の
帰
趨

八
二

（
７
）

田
中
誠
二
『
新
版
　
銀
行
取
引
法
（
四
全
訂
版
）』（
経
済
法
令
研
究
会
、
一
九
九
〇
年
）
二
六
三
頁
、
後
藤
紀
一
「
振
込
取
引
に
お
け
る
法
律
関
係
」
香
法
二
巻
一

号
三
七
〜
八
六
頁
、
近
藤
弘
二
「
預
金
契
約
の
成
立
」
鈴
木
禄
弥
・
竹
内
昭
夫
編
『
金
融
取
引
法
大
系
第
２
巻
　
預
金
取
引
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）
六
一
〜
六

三
頁
、
今
井
克
典
「
振
込
シ
ス
テ
ム
の
法
的
構
成
（
四
）」
名
法
一
六
三
号
一
九
六
〜
二
一
〇
頁
等
参
照
。

（
８
）

委
任
が
代
理
権
の
授
与
を
伴
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
復
代
理
人
の
権
利
義
務
に
関
す
る
民
法
一
〇
七
条
の
適
用
が
可
能
で
あ
る
（
最
判
昭
和
五
一
年
四
月
九
日
民
集

三
〇
巻
三
号
二
〇
八
頁
、
幾
代
通
・
広
中
俊
雄
編
『
新
版
注
釈
民
法
（
16
）
債
権
（
７
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
年
）
二
二
八
〜
二
二
九
頁
）。

（
９
）

第
四
章
第
一
節
に
お
け
る
判
例
〔
１
〕。

（
10
）

第
四
章
第
一
節
に
お
け
る
判
例
〔
５
〕。

（
11
）

第
三
章
第
一
節
に
お
け
る
判
例
〔
５
〕、〔
６
〕、〔
７
〕、〔
８
〕。

（
12
）

第
三
章
第
一
節
に
お
け
る
判
例
〔
８
〕。

（
13
）

一
九
九
二
年
七
月
三
一
日
の
デ
ク
レ
四
四
条
第
二
項
（
第
四
章
第
２
節
参
照
）。

（
14
）

第
三
章
第
二
節
注
（
６
）
掲
記
の
文
献
が
そ
れ
で
あ
る
。

（
15
）

鈴
木
・
三
ヶ
月
・
宮
脇
・
前
掲
第
三
章
注
（
６
）
一
三
六
頁
〔
上
谷
　
清
執
筆
〕。

（
16
）

香
川
・
前
掲
第
三
章
注
（
７
）
三
九
八
頁
〔
宇
佐
見
隆
男
執
筆
〕。

（
17
）

鈴
木
・
三
ヶ
月
・
前
掲
第
三
章
注
（
７
）
五
三
九
頁
〔
五
十
部
豊
久
執
筆
〕。
香
川
・
前
掲
第
三
章
注
（
７
）
三
九
七
頁
〔
宇
佐
見
隆
男
執
筆
〕。

（
18
）

第
三
章
注
（
８
）
で
紹
介
し
た
、
次
の
裁
判
例
の
み
で
あ
る
。
東
京
高
決
昭
和
三
三
年
七
月
一
〇
日
下
民
九
巻
七
号
一
二
五
七
頁
、
東
京
高
決
昭
和
三
四
年
六
月
二

二
日
判
時
一
九
九
号
二
五
頁
、
福
岡
高
決
昭
和
四
七
年
一
二
月
二
二
日
判
時
六
九
七
号
六
一
頁
、
福
岡
高
決
昭
和
五
一
年
三
月
一
九
日
判
時
八
二
四
号
八
一
頁
。

（
19
）

差
押
禁
止
範
囲
の
拡
張
を
認
め
な
い
理
由
と
し
て
、
注
（
18
）
引
用
の
裁
判
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
事
情
を
挙
げ
て
い
る
。
東
京
高
決
昭
和
三
三
年
七
月
一

〇
日
下
民
九
巻
七
号
一
二
五
七
頁
（
①
と
②
の
要
件
を
具
備
し
て
い
な
い
）。
東
京
高
決
昭
和
三
四
年
六
月
二
二
日
判
時
一
九
九
号
二
五
頁
（
①
を
具
備
し
て
い
る
が
、

③
を
具
備
し
て
い
な
い
）。
福
岡
高
決
昭
和
四
七
年
一
二
月
二
二
日
判
時
六
九
七
号
六
一
頁
（
①
と
③
の
要
件
を
具
備
し
て
い
な
い
）。
福
岡
高
決
昭
和
五
一
年
三
月

一
九
日
判
時
八
二
四
号
八
一
頁
（
①
と
②
の
要
件
を
具
備
し
て
い
な
い
）。

（
20
）

否
定
例
と
し
て
、
大
阪
高
決
昭
和
五
九
年
一
〇
月
五
日
判
タ
五
四
二
号
二
一
二
頁
、
東
京
高
決
平
成
二
年
一
月
二
二
日
金
法
一
二
五
七
号
四
〇
頁
、
仙
台
地
裁
気
仙

沼
支
部
決
平
成
四
年
一
月
一
七
日
判
タ
七
九
七
号
二
六
三
頁
、
東
京
地
裁
八
王
子
支
部
決
平
成
一
一
年
六
月
八
日
判
タ
一
〇
五
〇
号
二
七
六
頁
。
肯
定
例
と
し
て
、

札
幌
高
決
昭
和
六
〇
年
一
月
二
一
日
判
タ
五
五
四
号
二
〇
九
頁
、
東
京
高
決
平
成
一
二
年
三
月
二
日
判
タ
一
〇
五
〇
号
二
七
五
頁
（
先
の
東
京
地
裁
八
王
子
支
部
決



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
三
五
巻
　
　
第
一
・
二
号
（
二
〇
〇
二
年
十
一
月
）

平
成
一
一
年
六
月
八
日
の
抗
告
審
）。

（
21
）

一
九
九
二
年
七
月
三
一
日
の
デ
ク
レ
四
四
条
〜
四
六
条
（
第
四
章
第
２
節
参
照
）。

（
22
）

佐
藤
・
前
掲
第
三
章
注
（
16
）
二
一
二
頁
。

（
23
）

石
井
眞
司
・
伊
藤
進
・
上
野
隆
司
「
鼎
談
　
金
融
法
務
を
語
る
　
第
四
〇
回
　
年
金
受
給
権
等
の
差
押
禁
止
債
権
が
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
後
の
差
押
お
よ
び

相
殺
の
効
力
」
銀
行
法
務
21
五
〇
四
号
四
〇
頁
（
伊
藤
進
発
言
）、
伊
藤
・
前
掲
第
三
章
注
（
14
）
二
〇
頁
、
伊
藤
進
「
金
融
機
関
の
信
用
供
与
と
年
金
等
の
振
込
を

源
資
と
す
る
預
金
債
権
と
の
相
殺
に
つ
い
て
」
金
法
一
五
四
六
号
六
五
頁
参
照
。

（
24
）

高
木
多
喜
男
『
担
保
物
権
法
〔
第
３
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）
三
三
八
頁
。

（
25
）

〔
２
〕
に
対
す
る
上
告
理
由
が
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
（
判
時
一
二
七
六
号
五
二
頁
）。
ま
た
、
石
井
・
伊
藤
・
上
野
・
前
掲
注
（
23
）
三
九
頁
（
石
井
眞
司
発
言
）

も
同
旨
で
あ
ろ
う
。

（
26
）

長
尾
・
前
掲
第
三
章
注
（
13
）。

（
27
）

長
尾
・
前
掲
第
三
章
注
（
12
）。

（
28
）

伊
藤
・
前
掲
第
三
章
注
（
14
）。
宮
川
・
前
掲
第
三
章
注
（
15
）。

（
29
）

秦
光
昭
「
差
押
禁
止
債
権
の
支
払
が
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
た
後
の
銀
行
預
金
債
権
の
差
押
え
」
金
法
一
三
六
四
号
六
九
頁
。
同
旨
、
伊
藤
・
前
掲
第
三
章
注

（
14
）
一
九
頁
。

八
三


